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茨城県 茨城県
茨城県工業技術センター施
設機能強化事業

茨城県の全域

県内中小企業の競争力を強化するため、企業の生産性向上及び新製
品・新技術開発による新規事業化に資する事業を実施する。生産性向
上のため、中小企業へのIoT導入促進やシミュレーション等を活用した
製品開発支援等を行うとともに、IoT関連技術者の育成や日本酒醸造職
人の育成等を実施する。
また、中小企業の新製品・新技術開発のため、電子機器等の製品開
発、低アルコール純米酒の開発、研究機関や大学等と連携した共同研
究による新製品や新技術の開発などを支援する。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a107.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県
茨城県立県民文化センター
施設整備事業

茨城県の全域

人々の価値観の多様化が進むとともに、急激な人口減少社会の到来や
少子高齢化の進行を踏まえ、将来の文化を担う若い世代の人材育成や
地域のニーズに沿った施策等を展開していく必要がある。県民文化セ
ンターは、本県の文化振興の拠点となる県立の文化会館であることか
ら、練習室の増築により施設の機能強化を図ることで、施設の利用者
の文化活動の発信や交流を活発化させることで、新たな本県の文化を
創造するとともに、地域の活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a106.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県
プロフェッショナル人材戦
略拠点運営事業

茨城県の全域

・プロフェッショナル人材戦略拠点を設置し，戦略マネージャー等を
配置することで，地域金融機関等と連携し，本事業を浸透させ，効果
的なものとしていく観点から，茨城県プロフェッショナル人材戦略協
議会を開催する。そして，セミナーや企業訪問を通じて，地域の中小
企業に対し，新事業や新たな販路の開拓など，「攻めの経営」や経営
改善への意欲を喚起し，プロフェッショナル人材活用を促進するとと
もに，民間人材ビジネス事業者等によるマッチングを支援し，経営者
の立場に立ってプロフェッショナル人材の採用をサポートしていく。

地方創生推進交付金
第43回（１）

H29.5.1
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y088.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県
いばらき創業１０，０００
社プロジェクト事業

茨城県の全域

創業を促進するため，創業関係ネットワークを活用した支援や，大学
等における創業気運の醸成，女性の創業支援を実施するとともに，関
連事業として，相談窓口の設置やベンチャー企業の販路開拓支援等を
交付金事業とあわせて実施し，地域における雇用の創出を図ってい
く。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y115.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県
繊維・プラスチック産業支
援拠点整備事業

茨城県の全域

中小企業の競争力を強化するため、茨城県工業技術センター繊維工業
指導所において、既存施設の改修を実施し、中小企業の技術力向上及
び人材育成に資する事業を実施する。技術力の向上に向けて、共同研
究室を整備するとともに、炭素繊維強化樹脂の研究環境の整備などを
実施し、企業の新製品・新技術開発などを推進する。また、研究機関
や大学等との共同研究などにより、中小企業単独では取り組むのが困
難な製品開発の支援を実施する。さらに、企業の研究開発担当者や技
術者の育成のための研修等を実施し、人材育成への支援を行う。

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

142.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県
中小企業ＩｏＴ等自動化技
術導入促進事業

茨城県の全域

本事業は、ＩｏＴの専門家派遣や模擬スマート工場（中小企業のス
マート工場を模した生産ライン）を活用した実証実験等、企業内技術
者の育成やセミナーなどの各種支援を通じて、中小企業へのＩｏＴや
ロボット等の導入を促進し、競争力向上を図るものである。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

141.pdf

R2.3.31

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。
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茨城県 茨城県
ＡＩ解析による新たな農業
技術研究拠点整備事業「イ
チゴの栽培環境制御施設」

茨城県の全域

イチゴの高品質・高収量となる栽培技術をＡＩで解析・確立するため
の画像等のビッグデータを収集する環境制御施設を整備する。収集し
たデータを国の研究機関と連携してＡＩ解析することで，高度なハウ
ス内環境制御技術や，病害虫・生理障害発生予測技術を開発し，新規
就農者でも実践できる栽培マニュアルを作成・提供して，イチゴ経営
の収益性，生産性を大きく向上させる。得られた成果は他の品目へ応
用し，儲かる農業の実現に向けた新たな取組を支援する。

地方創生拠点整備交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a131.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県

ＡＩ解析による新たな農業
生産技術及び貯蔵技術研究
拠点整備事業「サツマイモ
の栽培環境制御施設及び貯
蔵環境制御施設」

茨城県の全域

さつまいもの周年出荷等を可能とする長期所蔵技術をＡＩで解析・確
立するためのビッグデータを収集する長期貯蔵施設を整備する。収集
したデータを国の研究機関と連携してＡＩ解析することで，障害いも
の判別技術等を開発し，周年安定出荷技術等，農業者等が活用できる
貯蔵マニュアルを作成・提供して，農業者の収益性，生産性を大きく
向上させる。得られた成果は他の品目へ応用し，儲かる農業の実現に
向けた新たな取組を支援する。

地方創生拠点整備交付金
第47回

H30.3.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y093.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県
ブランド力強化のための優
良原種苗供給拠点整備事業

茨城県の全域

本県農産物のブランド力強化による競争力のある強い産地づくりと産
地を支える農業経営者の育成のため，オリジナル品種の原種苗の保存
及び安定供給を行う施設やニーズの変化に対応した市場性・収益性の
高い新品種の育成を加速化するための施設を整備する。
　これらの取組に加えて，農業者に対する品種導入時の技術普及や，
消費者等へのオリジナル品種のＰＲを行うことで，農業者が継続して
付加価値の高い県オリジナル品種の生産・販売を行うことできるよう
になり，収益性が向上し，「儲かる農業」が実現する。

地方創生拠点整備交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a132.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県
ベンチャー企業創出支援事
業

茨城県の全域

県，市町村，大学，研究機関，大企業や県内中小企業，金融機関，産
業支援機関，インキュベーション施設等の産学官金が連携してベン
チャーをサポートするプラットホームを構築し，大学や研究機関等の
共同研究，技術シーズの発掘・事業化を支援するとともに，人・場
所・資金等のマッチングを図り，大学や国の研究機関が集積する本県
の強みを活かし，ベンチャー企業の創出・育成・集積に取り組んでい
く。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y089.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県
茨城県工業技術センター生
産性向上支援拠点機能強化
事業

茨城県の全域

県内中小企業の生産性革命のため，茨城県工業技術センターにおい
て，既存施設の模様替を実施し，企業の「生産性の向上」及び「研究
開発・新ビジネス創出支援」に資する事業を実施する。これらに向け
て，鋳造材製作と熱間プレスの連携による高効率生産技術の開発や製
品開発の促進，受託研究など，中小企業単独では取り組むのが困難な
製品開発の支援を実施する。さらに，サービス産業も含めた新ビジネ
スの創出に最適な環境を整備し，IoT関連デバイスやソフトウェア開発
などの研究開発などを支援する。

地方創生拠点整備交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a134.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県
茨城県就職支援奨学金助成
事業

茨城県の全域
大学等卒業後に県内に就職した場合，奨学金返還の支援を行うことに
より，若者の県内就職・定着の促進を図る。  （企業からの寄附を募
り，奨学金の返還支援のための基金に充当）

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第47回
H30.3.30

R1.11.8

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai54nintei/p
lan/y005.pdf

R5.3.31
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茨城県 茨城県
働き方改革・生産性向上促
進事業

茨城県の全域

いばらき働き方改革推進協議会を主体とし，経済４団体，労働者団
体，市長会，町村会，労働局，県，金融機関，メディア等それぞれの
立場から働き方改革推進方策を協議し，官民の連携した取組により働
き方改革を促進する。また，県内中小企業においては，働き方改革の
ノウハウが確立されていないことから，専門家による集中的かつ戦略
的なコンサルティングの実施とともに，ＩＴ導入支援を行うことによ
り，他社を牽引する力強い企業を育成し，そのノウハウを広く普及す
ることにより，働き方改革・生産性向上を一体的に推進する。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y091.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県
いばらき宇宙ビジネス創造
拠点プロジェクト

茨城県の全域

本県には、宇宙航空研究開発機構（JAXA）筑波宇宙センターをはじめ
とする国の研究機関等が立地しているにも関わらず、宇宙ベンチャー
創出や宇宙関連企業の立地が少ない。そこで、「宇宙ビジネス創造プ
ラットフォーム」を設置し、技術シーズや試験設備のワンストップ案
内等を実施するとともに、宇宙ベンチャー等に対する財政支援を実施
する。また、投資家とのマッチング等の創業機運醸成を併せて実施
し、宇宙ベンチャーの創出・誘致、県内企業による宇宙ビジネスへの
新規参入を支援することにより、地域経済の牽引と雇用創出を図る。

地方創生推進交付金
第49回

H30.8.31
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y141.pdf

R5.3.31

茨城県
茨城県，茨城県かすみがうら市及び茨城県大子
町

古民家を活用した茨城ブラ
ンド力向上事業

茨城県の全域

貴重な地域資源である古民家について，有識者等による研究会での議
論やモデルケースでの改修事例等を踏まえ，より多くの活用方法（用
途），安価で質感のあるリノベーション方法，自立可能な運営スキー
ム等を構築することで，活用の拡大（県内への広域展開）を図る。
こうした取り組みを進めることで，単体での利活用が中心であった古
民家について，線や面としてのつながりを持たせ，今までにない新た
な価値や人の流れを創出。「茨城県は古民家のメッカ」とのイメージ
を定着させ，本県のブランド力・イメージアップの向上を図る。

地方創生推進交付金
第49回

H30.8.31
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y099.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県
水産試験場内水面支場研究
機能強化事業

茨城県の全域

水産試験場内水面支場に研究棟と魚類飼育実験棟を増築し，霞ケ浦に
おける効率的なワカサギ採卵技術研究を行い，生産技術を確立すると
ともに，その成果を活かしつつ，コイ養殖，アユ増殖及びチョウザメ
養殖に関する新たな技術を開発することなどにより，本県内水面水産
業の成長産業化の実現，ワカサギ卵販売やチョウザメ養殖などの新た
な事業・産業の創出による漁業者や養殖業者等の生産性革命を図る。

地方創生拠点整備交付金
第49回

H30.8.31
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y085.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県
次世代技術活用ビジネスイ
ノベーション創出事業

茨城県の全域

中小企業の新ビジネスの実現に向け、IoT・AI等の関連技術とのマッチ
ングを図るなど、他地域に先駆けて次世代技術（IoT・AI等）を活用し
た新ビジネス創出に取り組むことで、将来的には、県内の中小企業等
から継続的に新たなビジネスが創出される土壌を醸成するとともに、
外部環境の変化に伴い、自ら変革を起こせる経営者等の育成と、それ
による県内中小企業のIoT・AI等による新ビジネス創出を目指す。

地方創生推進交付金
第51回

H31.3.29
R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y128.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県
コンテンツ活用ブランド力
アップ支援事業

茨城県の全域

県内中小企業等に対して、効果的なコンテンツや良質なデザインの活
用が、商品やサービスの高付加価値化、販路拡大、ブランディングを
図るうえで重要であることを啓発するためのセミナーを開催するほ
か、企業とクリエイターとの出会いの場とするためのピッチイベント
や相談会の開催、他の事業者のコンテンツ活用の参考となるモデル事
例を輩出するためのワークショップの開催やコンテンツ制作費用に対
する助成を行うことで、県内産業の活性化と質の高い雇用の場の創出
を図る。

地方創生推進交付金
第51回

H31.3.29
R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y123.pdf

R3.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県
いばらき地酒バー販路拡大
促進事業

茨城県の全域

酒販店や料飲店等で構成される「いばらき地酒提供サポーターズ制
度」、「いばらき地酒ソムリエ」といった制度を創設・活用すること
で、「いばらき地酒バー」を拠点に本県産地酒の魅力を発信するとと
もに、茨城県産の農産物への輸入規制措置を行っている国・地域に対
しても、県産地酒に触れる機会の創出や現地プロモーションを実施す
ることにより、県産地酒の販路拡大及びブランド力強化による国内外
における「酒どころいばらき」のイメージ拡大を図る。

地方創生推進交付金
第53回
R1.8.23

R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y121.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県
プロフェッショナル人材戦
略拠点運営事業（第２期）

茨城県の全域

プロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、地域企業における経営戦
略の策定支援と企業の成長に必要な人材ニーズの明確化を実施すると
ともに、大手企業に対し、アプローチを行い、セカンドキャリアや副
業解禁等を促すことで、転職のみならず「しごと」を変えずに県内企
業と多様に関われるよう、出向研修・副業を含めた多様な就業形態で
プロフェッショナル人材のマッチングに取り組む。

地方創生推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y138.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県
いばらきSociety5.0地域社
会実装推進事業計画

茨城県の全域

本県の強みである科学技術の集積をさらに活かし、県内各地域の市町
村、民間企業と連携して先端技術の社会実装に県内各地で取り組むこ
とにより、本県産業の競争力強化を実現するとともに、IoTやロボット
等を活用した新たなサービスによる地域の課題解決を図る。それらの
取組により人口減少・少子高齢化に伴う働き手の不足等の課題を解消
し、同時にAIやIoT、ロボットなど革新技術を扱う産業を育成し雇用を
創出することで、安心して暮らせる持続可能な地域社会を実現する 。

地方創生推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y140.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県
茨城県まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県の全域

「人口減少の緩和」と「活力ある地域社会の維持」、「まち・ひと・
しごとの創生と好循環の確立」を基本的な考え方に、４つの基本目標
のもと，Society5.0 の実現やＳＤＧｓの理念も踏まえ，茨城の特性を
活かした茨城ならではの基本方針を設定し、地方創生に向けた取組を
推進する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例
地域雇用開発助成金（地域雇用開発
コース）

第55回（２）
R2.3.31

R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y145.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県
いばらき地方活力向上地域
等特定業務施設整備促進プ
ロジェクト

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、
結城市、下妻市、常陸太田市、高萩市、北茨
城市、笠間市、つくば市、ひたちなか市、鹿
嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西
市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖
市、行方市、鉾田市及び小美玉市並びに茨城
県東茨城郡茨城町、大洗町及び城里町、那珂
郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、阿
見町及び河内町並びに結城郡八千代町の全域
並びに常総市の区域の一部

企業の立地環境を整備することにより、企業の地方拠点の形成・強化
を支援し、地域における就労機会の創出を図ることを目的として、地
方活力向上地域特定業務施設整備事業を実施するとともに、支援措置
によらない独自の取組みを併せて実施することにより、効果の拡大を
図る。県内を8つの経済圏に区分し、それぞれ移転型事業の区域及び拡
充型事業の区域を設定し、本社機能の移転・新増設を行う事業者で知
事の認定を受けた者に対し、債務の保証、課税の特例等の優遇措置を
講ずる。

地方における本社機能の強化を行う
事業者に対する特例

第34回
H27.11.27

R5.8.17

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/y034.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県 外国人材活躍促進事業 茨城県の全域

「茨城県外国人材支援センター」において、県内企業の外国人材の活
用支援等を行うことで、慢性的な人手不足を解消し、継続的かつ安定
的に人材・労働力を確保することで、県及び企業の持続的な発展を目
指す。

地方創生推進タイプ
第51回

H31.3.29
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0281.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県
つくば創業プラザ分室整備
事業

茨城県の全域

創業を目指す起業家や新たな事業展開を目指すベンチャー企業等に対
し，東京からもアクセスしやすいつくばエクスプレス「つくば駅」前
にオフィスを整備・提供するとともに，インキュベーションマネー
ジャーによるきめ細かな支援を行うことによりベンチャー企業の創
出・育成を図る。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a179.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県
茨城県フラワーパークワー
クショップ施設整備事業

茨城県の全域

・近年，消費者は見るだけは満足せず，「コト消費」に行動が変化し
ている。そこで茨城県フラワーパーク内において，ワークショップを
開催する施設を整備して県産品に関するワークショップを開催するほ
か，近隣の農家や商工業者，観光施設と連携した産地見学ツアー等を
開催して体感度を高め，集客力の向上と消費行動を喚起させる。
・ワークショップにより県産品への理解増進とPR効果が高まり，県の
ブランドイメージが向上し，県全体が活性化する。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a180.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県
さつまいも先進的生産技術
研究拠点整備事業

茨城県の全域

本県農業を成長産業として発展させるには革新的技術が必要であるた
め，先端技術を導入した生産技術開発拠点を整備し，本県の重要品目
であるサツマイモについて，県内の研究機関等と連携して，腐敗いも
の発生要因の解明や栽培技術の数値化による高品質生産技術のマニュ
アル化などを行う。この研究成果を普及・定着させ，農家の生産性を
向上させるだけでなく，輸出業者等と連携し，輸出を行い，販路拡大
と所得向上につなげる。このことにより，儲かる農業を実現し，魅力
ある職業として選択され，雇用の創出や新規就農者等の増加を目指
す。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a181.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県
いばらきeスポーツ産業創造
プロジェクト

茨城県の全域

市場規模の拡大が見込まれるeスポーツ産業による県内産業や地域の活
性化を図るため、eスポーツの先駆者や官民の関係者を集めたプラット
フォームを構築し、eスポーツ関連産業での事業展開やイベント開催な
どeスポーツ全般に関するワンストップ窓口として事業者の取組を支援
するほか、「いばらきeスポーツアカデミー」の開校等によるeスポー
ツ産業を担う人材の育成を行うことで、本県がeスポーツ関連産業での
ビジネスが展開しやすい環境を整備する。

地方創生推進タイプ
第53回
R1.8.23

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0277.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県
アクアワールド茨城県大洗
水族館魅力向上事業

茨城県の全域

アクアワールド茨城県大洗水族館は，地域の中核的な観光施設である
が，東京圏からの交通の便が良い一方，夜の観光スポットに乏しいた
め，日帰り客が大多数を占めるとともに若者の入館が少ない。このた
め，若者をターゲットとし，クラゲの展示など，夜間の雰囲気を楽し
める展示内容に整備するとともに，ミュージアムゾーンにおいてゆっ
たりとくつろげる飲食スペースやラウンジの設置を行うなど，おしゃ
れで洗練された雰囲気に整備することにより，さらなる誘客促進を行
い，重要な観光拠点施設として，宿泊需要を拡大する。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a139.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県
茨城県フラワーパーク振興
対策事業

茨城県の全域

これまで花き農業の振興拠点として整備してきた茨城県フラワーパー
クをバラの魅力を根源とする観光施設として大規模リニューアルを実
施することにより，突出した人気観光施設として再整備する。リ
ニューアルしたフラワーパークを中心に観光農園，歴史スポット，体
験型ツアーとの周遊観光を確立させ，自然体験を通した自然教育，文
化の継承，観光消費の増加により地方創生・地域活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a140.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県
茨城県産業技術イノベー
ションセンター基盤技術試
験棟整備事業

茨城県の全域

 素材開発のスタートとなるアイディアを検証する研究スペースを整備
し，経営体力の少ない中小事業者の開発意欲を高め，付加価値の高い
製品作りへと結びつけていく。
 開発された素材を加工するための試験設備を設置し，実製品化に向け
た試作開発を支援することで中小事業者の製品化，技術の実用化を促
し，売り上げ増加に繋げていく。
 地域連携の橋渡し機能を担う機関として様々な機関・団体との共同研
究を通して，中小企業単独では取り組むのが困難な最先端研究を活用
した製品開発を支援する。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a141.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県
県北地域牽引産業・中核企
業創出事業計画

茨城県北地域（日立市、常陸太田市、高萩
市、北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、
那珂市、那珂郡東海村、久慈郡大子町の９市
町村の全域）

本県の県北地域は、全国でも有数の電気・機械産業の集積地であり、
茨城大学工学部等の研究開発拠点も立地している、競争力のある企業
や新産業を育むシーズを有している地域である。こうした地域の強み
を活かし、企業の取引形態の変化に対応できる企業連携体の育成・活
動支援や、県北地域企業における設計・研究開発人材確保のため産学
連携等に取り組むことにより、県北地域経済を牽引する力のある企業
が育つ環境を構築し、県北地域の産業競争力の一層の強化を目指す。

地方創生推進タイプ
第55回（１）

R2.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0283.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県
UIJターン・地元定着支援強
化事業

茨城県の全域

本事業は、茨城県内への若手人材のUIJターンと地元就職の促進を図る
ため、若者に対しては高校在学時から大学の就活時まで継続的にUター
ン・地元就職情報を発信する仕組みを構築するとともに、企業に向け
ては、採用市場の変化に柔軟に対応し人材確保できるよう戦略型の採
用手法を普及する事業である。

地方創生推進タイプ
第55回（１）

R2.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0278.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県
県北ニューツーリズム推進
事業計画

茨城県の県北地域（日立市、常陸太田市、高
萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡大子
町）の全域

県北地域に点在する多様な地域資源（自然、歴史・文化遺産、食、ア
クティビティ、温泉等）をつなぐことにより、新しい滞在・体験型の
ツーリズムを推進。

地方創生推進タイプ
第55回（１）

R2.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0282.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県
スタートアップ・エコシス
テム拠点都市推進事業

茨城県の全域
つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアムの会員が連携
し、ベンチャー企業の創出から成長まで一貫して支援すること等によ
りスタートアップ・エコシステム拠点の形成を図る。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0279.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県
高度IT人材等育成・新事業
創出支援事業

茨城県の全域

製造業及びIT企業等をはじめとした県内中小企業に対して、データ利
活用に係る新事業創出等に必要となる実践的な講座実施及び業務に関
する資格取得やスキルアップのための研修参加費補助等を行うことに
より、省力化機器や生産管理システム導入といった既存デジタル化に
とどまらない、「既存製品サービスの高付加価値化」や「新規製品・
サービスの創出」への取組推進及び人材育成の取組推進を通じて、本
県産業活性化及び地域経済好循環の創出を目指す。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0284.pdf

R8.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県
ポストコロナ観光消費拡大
計画

茨城県の全域

本県の強みである食資源と自然を観光資源として磨き上げ、食体験と
アウトドア体験を軸とした、稼げる観光産業を形成する。また、ワー
ケーションを促進し、閑散期や平日の旅行需要の増加や、ワーケー
ションを通じた、新たなビジネスマッチングやイノベーションの創
出、交流人口・関係人口の増加を図る。さらに、民間事業者と協働し
て取り組む大規模キャンペーンを最大限に活用したプロモーションを
全国展開し、本県の誘客を促進するとともに、本キャンペーンへの関
わりを通して、地域の活力創出の担い手となる人材の発掘や育成を図
る。

地方創生推進タイプ
第63回
R4.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0280.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県
茨城県まち・ひと・しごと
創生推進計画（第２期）

茨城県の全域

人口減少・超高齢社会を迎える中、ポストコロナをしっかりと見据
え、県民一人ひとりが本県の輝く未来を信じ、「茨城に住みたい、住
み続けたい」人が大いに増えるような、「活力があり、県民が日本一
幸せな県」の実現に挑戦する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例
地域雇用開発助成金（地域雇用開発
コース）

第63回
R4.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/c042.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県 リスキリング推進事業 茨城県の全域

企業人のリスキリング推進のため、その関係主体である産業界（経営
者協会、商工会議所連合会等）、教育機関（県内大学等）、行政が共
通理解のもと連携して事業に取り組むことで、将来的には一人ひとり
がスキルの向上に主体的に取り組み、そのスキルを十分に発揮できる
環境が構築されることにより労働流動性が高まり、県内産業の発展に
つなげる。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0102.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県
プロフェッショナル人材戦
略拠点運営事業（第３期）

茨城県の全域

本県企業の更なる成長、地域経済の発展・活性化を促進するため、プ
ロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、スタートアップを含む地域
の幅広い企業における経営戦略の策定支援と企業の成長に必要な人材
ニーズの明確化を行うとともに、都市部大企業等との連携を深めるこ
とで、転職のみならず、副業・兼業等、多様な就業形態で、デジタル
人材等、プロフェッショナル人材のマッチングに取り組む。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0103.pdf

R10.3.31

茨城県 茨城県及び水戸市
地方創生人材還流・定着支
援事業

茨城県の全域
本事業は、茨城県による県内への人材のＵＩＪターンと地元就職の促
進に向けた取組を、水戸市による産業競争力・経営力の強化とあわせ
た雇用の維持・創出の取組みと一体的に実施する事業である。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y098.pdf

R2.3.31

茨城県

茨城県、水戸市、日立市、土浦市、古河市、石
岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常
陸太田市、高萩市、笠間市、取手市、牛久市、
つくば市、ひたちなか市、潮来市、常陸大宮
市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみ
がうら市、桜川市、行方市、鉾田市、茨城町、
大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿
見町、河内町、八千代町、境町、利根町

わくわく茨城生活実現事業 茨城県の全域

移住やＵＩＪターンに伴う経済的負担を軽減するため、一定の要件を
満たす移住者へ移住支援金を支給するとともに、求職者・企業側の就
職情報の不足によるミスマッチの解消を図るため、マッチングサイト
や求人広告セミナー等によりマッチングを支援する。また、県内経済
の活性化に資するため、県が抱える社会的課題に対して効果的な起業
をする者に対して、起業支援金の給付や伴走支援を行う。

地方創生推進タイプ
第51回

H31.3.29
R5.8.17

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/y035.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県

茨城県、茨城県水戸市、茨城県日立市、茨城県
常陸太田市、茨城県ひたちなか市、茨城県常陸
大宮市、茨城県那珂市、茨城県茨城町、茨城県
大洗町、茨城県城里町、茨城県東海村、茨城県
大子町

いばらきサイクルツーリズ
ム推進強化計画

茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、常
陸太田市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋
市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、
かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、
鉾田市及び小美玉市並びに東茨城郡茨城町、
大洗町及び城里町並びに那珂郡東海村並びに
久慈郡大子町の全域

これまでの水郷筑波地域での成果（前身事業での成果）を活かし、特
に人口減少が著しい県北、県央地域において、新たに設立した官民の
協議会と連携しながら、継続したサイクルツーリズムの推進による地
域振興につなげるとともに、移住・定住の促進に関わる施策を推進す
ることで、将来的に人口増大及び産業振興、また地域の雇用確保に繋
げる。併せて、サイクルツーリズムによる滞在型観光の構築による消
費喚起策を講じ、自転車活用推進によるサイクリング立県いばらきと
しての地域ブランド確立を通じ、地方創生を実現する。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0285.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県、日立市、常陸太田市
ひたち「海」と「山」の交
流ネットワーク計画

日立市及び常陸太田市の全域

　日立市及び常陸太田市は、海と山とが隣接した豊かでゆとりある自
然・居住環境を有している。しかし、それぞれの地域と幹線道路を結
ぶ生活道路などは未整備なものが多く、また、自然を活かした産業振
興のためには、農道や林道の整備も重要な課題である。さらに、市町
村合併により誕生した両市にとっては、旧市町村相互に連携を図り、
地域の活性化を実現していくことも重要である。そこで、地域の各主
要地区を結ぶ道路ネットワークを整備し、併せて、点在する海と山の
自然・歴史・観光施設等の整備やPR等を積極的に行うことにより、地
域の再生を図

道整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.3.31

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai3nintei/16

9toke.pdf

H22.3.31

茨城県 茨城県、日立市、常陸太田市
「海」と「山」元気ひたち
交流ネットワーク計画

日立市、常陸太田市及び高萩市の全域

　日立市と常陸太田市は古くから交流があった地域である。地域の活
性化及び農林業の振興のため、既存の県道、市町村道、農林道の幹線
道路網を活用し、地域内の各主要地区を連携する新たな道路ネット
ワークの形成を図る。また、地域内に点在する「海」と「山」の自
然・歴史・観光施設などの整備やPR等を積極的に行うことにより、整
備された道路ネットワークを活用した「海」と「山」をはじめとする
地域住民相互の交流を促進し、地域の再生を図る。

道整備交付金
第15回

H22.3.23
H23.3.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/110325/plan/5

a.pdf

H27.3.31

茨城県

茨城県、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常
総市、高萩市、北茨城市、笠間市、牛久市、鹿
嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、
坂東市、かすみがうら市、神栖市、行方市、鉾
田市及びつくばみらい市並びに茨城県東茨城郡
茨城町及び城里町、久慈郡大子町、結城郡八千
代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町

第２のふるさと・いばらき
プロジェクト推進事業

茨城県の全域

県，市町村等で構成する「いばらき移住・二地域居住推進協議会」を
主体に，全県的な情報発信の強化や受入体制の整備を推進する。さら
に，「いばらきふるさと県民登録制度」をプラットフォームに，東京
圏等の住民との交流を活発化し，潜在的な移住希望者を掘り起こして
いく。また，個人だけでなく企業に働きかけ社員などの移住を促進す
る。これらにより，本県への移住等を促進し，東京圏からの人の流れ
をつくる。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y117.pdf

H31.3.31

茨城県

茨城県、茨城県日立市、茨城県石岡市、茨城県
結城市、茨城県常総市、茨城県高萩市、茨城県
北茨城市、茨城県笠間市、茨城県潮来市、茨城
県那珂市、茨城県筑西市、茨城県神栖市、茨城
県行方市、茨城県鉾田市、茨城県つくばみらい
市、茨城県茨城町、茨城県境町、茨城県利根
町、茨城県土浦市、茨城県常陸太田市、茨城県
常陸大宮市、茨城県かすみがうら市、茨城県東
海村、茨城県下妻市、茨城県八千代町

つながる茨城チャレンジ
フィールドプロジェクト

茨城県の全域

中長期的な視点で移住を捉え、段階的に地域との関係性を深めてい
き、移住に向けた階段を一歩一歩登ることを可能とする環境を整備す
る。また、本県の強みである東京圏との近接性を活かし、ローカル志
向を持つ東京圏の人材に、「しごと」を変えずに地域との多様な関わ
りの機会を提供することにより、新たな「しごと」が創出される仕組
みを構築する。さらに、民間の地域コーディネーター等を介した支援
体制（中間支援プラットフォーム）を構築し、「ひと」と「ひと」、
「ひと」と「しごと」のつながりを持続可能なものとする。

地方創生推進タイプ
第51回

H31.3.29
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0287.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県、土浦市、石岡市、小美玉市
地域資源を活かしたトカイ
ナカ交流促進計画

土浦市、石岡市及び小美玉市の全域

　土浦市、石岡市及び小美玉市には、多くの地域資源が残されている
が、点在しているため、それぞれ十分活かしきれていない現状にあ
る。そこで、３市に点在する地域資源を幹線道路で結んだ“周遊観光
道路”の整備を進め、一体的に結びつけることで、東京方面はもとよ
り、平成２２年３月１１日開港の茨城空港からの集客率を高め、都会
と田舎の人々との交流（トカイナカ交流）を促進していき、地域の再
生を図る。

道整備交付金
第09回（２）

H20.3.31
H23.3.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/110325/plan/6

a.pdf

H25.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県
茨城県、土浦市、石岡市、かすみがうら市及び
小美玉市

“山・湖・空”　豊かな自
然環境・観光資源をつなぐ　
地域再生計画

土浦市、石岡市、かすみがうら市及び小美玉
市の全域

東日本大震災以来復旧復興を進めているが，観光客数の落ち込みが著
しく，真の意味での「復興」は未だ果たせていない状況にある。山・
湖・空の観光のネットワーク化を強化することによって，観光エリア
としての魅力が向上し，地域内外の観光交流がいっそう促進され，地
域の復興・再生につなげていく。さらに，今回の計画で位置付けた道
路整備を進めることにより，各市拠点間のアクセスが強化され，それ
ぞれ進められている産業の集積，雇用の創出，森林能力の向上，茨城
空港の利用促進がさらに加速される。

道整備交付金
第24回（２）

H25.4.26
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y118.pdf

R2.3.31

茨城県

茨城県、土浦市、石岡市、鹿嶋市、潮来市、那
珂市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖
市、行方市及び久慈郡大子町並びに茨城県稲敷
郡阿見町

水郷筑波・サイクリングに
よるまちづくりプロジェク
ト

土浦市、石岡市、つくば市、鹿嶋市、潮来
市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、桜川
市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市及び
久慈郡大子町並びに茨城県稲敷郡美浦村及び
阿見町の全域

筑波山や霞ヶ浦など恵まれた自然環境を活用し、日本一のサイクリン
グロード・サイクリング環境を整備するとともに、2018年度に設立し
た「つくば霞ケ浦りんりんロード利活用推進協議会」を主体に、総合
的な情報発信やサイクリング環境のブランド化のため、利用者のサ
ポート環境の充実、地域におけるサイクリングの普及・啓発等の取組
を進めていく。これらにより筑波・霞ヶ浦周辺地域の創生を図るとも
に、県内各地域の特色を最大限に活かしたサイクルツーリズムを全県
的に取り組み、地域の活性化や稼げる地域づくりを推進していく。

地方創生推進交付金
地方創生拠点整備交付金

第40回（２）
H28.12.13

R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y096.pdf

R4.3.31

茨城県
茨城県並びに石岡市、潮来市、筑西市、かすみ
がうら市及び桜川市

筑波山・霞ヶ浦広域エリア
観光連携促進事業

茨城県の全域

「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の整備や筑波山地域を含めた日本ジ
オパーク認定を契機に、筑波山・霞ヶ浦という自然資源を観光の核と
して、受入体制の整備，観光資源の掘り起し・磨き上げ、土産品等の
開発等に、筑波山・霞ヶ浦に隣接する自治体との広域の連携によって
一体的に取り組み、県全域への周遊観光に繋げ、宿泊を含む県内全体
の観光入込の増加、全県的な交流人口の拡大や観光をはじめとする関
連産業の振興・雇用創出、地域の活性化に繋げていく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例
地方創生推進交付金

第47回
H30.3.30

R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y097.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県、茨城県石岡市
ビジット茨城・DX誘客促進
事業計画

茨城県の全域

デジタル技術と本県がもつ自然・歴史・文化・アクティビティ等の観
光資源の融合等により、本県固有の観光コンテンツを新たに創出して
いく。さらにこれらのコンテンツをマーケティング分析結果やデジタ
ル技術等を活用しながら魅力的な観光コンテンツとしてターゲットに
訴求する仕組みを構築することで、儲かる観光への転換を図り、事業
の自立化を促すとともに、ひと・もの・資金等を本県に積極的に呼び
込み、with/afterコロナの時代にあっても海外からの稼ぐ地方創生を
実現していく。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0288.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県、結城市、笠間市及び桜川市
いばらき伝統的工芸品産業
イノベーション推進事業

結城市、笠間市及び桜川市の全域

2020年の東京オリンピック・パラリンピックやその前年の茨城国体を
見据え、茨城県伝統的工芸品産地交流促進協議会を母体に、産地間連
携・官民協働による稼ぐことに主眼を置いた地場産業経営の共通プ
ラットフォームを構築し､当該組織を推進組織として、産地・伝産品市
場の調査・分析や産地戦略ビジョンの策定をはじめ、海外も見据えた
市場開拓・新商品開発・人材育成等に至る一貫した活動に戦略的に取
り組み、将来的には会費収入・事業収入などによる組織の自立化を
図っていく。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y120.pdf

R3.3.31

茨城県
茨城県、龍ケ崎市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、
稲敷市及び行方市並びに茨城県稲敷郡美浦村及
び阿見町

茨城版　持続可能な地域づ
くり～「広域公共交通ネッ
トワーク」プラス「小さな
拠点」

茨城県の全域

人口減少が加速していく中、通勤通学や通院など日常生活を維持し、
地域全体を活性化させるために、地域協議会を設置し、地域の拠点と
なる医療、教育、観光、鉄道駅などを結ぶ広域路線バスの実証運行を
実施するとともに、バス停環境の整備、商店街等との連携、マイバス
運動の展開等の利用促進に取り組む。また、「小さな拠点」形成にお
いては、行政が、地元住民団体を中心とした地域運営組織づくりや運
営組織の活動を支援していくことで、地域運営組織の自立化と持続的
な取組につなげる。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H29.6.27

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai44nintei/p
lan/y016.pdf

H31.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県、水海道市、つくば市
つくば下総地域「都市と農
村の交流によるまちづく
り」

水海道市、つくば市及び坂東市並びに茨城県
結城郡石下町の全域

　つくば下総地域は３市１町からなるが、農村部などでは道路が狭小
であり、市街地への移動に時間を要する。そこで、広域農道つくば下
総線及び水海道市道１００９号線を整備することにより、歴史・文化
施設などのある自然豊かな農村部と都市部を有機的に結び、地域の活
性化を図ると共に、農業振興・農産物の物流効率化を図る。また、つ
くば市の沼田地区の林道沼田新田酒寄線の改良を行うことにより、筑
波山周辺の森林及び梅林へのアクセスを確保し、森林施業の効率化と
間伐等森林整備を図る。

道整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/kouzou2/kou
hyou/050617/da
i1/046toke.pdf

H22.3.31

茨城県 茨城県、常総市、坂東市
圏央道IC整備のインパクト
を活かした地域活力向上計
画

常総市、坂東市及びつくば市の全域

　地域内では，交通量が増加傾向にあることから，日常生活の中心で
あるつくば市への移動に時間を要している。また，農業従事者の減少
や企業の移転等，産業力の低下が見受けられる。さらに，将来設置さ
れる圏央道ICの整備効果を波及させるため，新たな幹線道路の整備に
よる地域内の渋滞緩和，地域資源を活かした観光・交流事業の促進な
どが求められている。そのため，道整備交付金を活用して，広域農道
つくば下総線や関連市道を整備し，圏央道ICへのアクセスを向上さ
せ，農産物の販路拡大，新たな産業展開，観光客の誘致拡大等を図
る。

道整備交付金
第15回

H22.3.23
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai15nintei/p
lan/21a.pdf

H27.3.31

茨城県 茨城県、常総市及び坂東市
首都圏近郊及び交通インフ
ラを生かした働き・遊び・
住み続ける地域創生計画

常総市、つくば市及び坂東市の全域

農業従事者の減少や総生産額の減少など、産業力の低下や少子高齢化
等による人口減少等により、自立的・持続的な定住地域としての活力
や魅力の向上が喫緊の課題となっている。首都圏に近接する地理的条
件や圏央道の整備効果を産業や観光などに最大限波及させるため、道
整備交付金を活用して、広域農道つくば下総線や関連市道を整備し、
広域的な交通ネットワークや圏央道へのアクセスを向上させ、農産物
の販路拡大、新たな産業展開、観光客の誘致拡大等を図り、働き、遊
び、住み続けられる自立した地域創生を目指す。

道整備交付金
第31回

H27.3.27
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y121.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県、常陸太田市
「自然」と「歴史・文化」 
魅力ひたち交流ネットワー
ク計画

日立市、常陸太田市及び高萩市の全域

　常陸太田市と日立市及び高萩市は、古くから交流があった地域であ
る。地域の活性化及び産業の振興のため、既存の県道、市道、広域農
道の幹線道路網を活用し、地域内に点在する自然・文化・観光・居住
等の主要拠点間の移動円滑化を図ることにより、観光施設の入込観光
客数の増加や、都市農村交流人口の増加など、整備された道路ネット
ワークを活用した「自然」と「歴史・文化」をはじめとした地域住民
相互の交流を促進し、魅力ある地域の再生を図る。

道整備交付金
第31回

H27.3.27
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y101.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県，常陸太田市
幸せを感じ，暮らし続けた
いと思うまち常陸太田計画

常陸太田市の全域

茨城県と一体に的に整備することにより，従来より結びつきの強い日
立市との間において，通勤・通学の人的動線，経済，産業の流通軸等
の強化・整備することにより，広域的な交流人口の拡大，人口減少の
抑制，観光資源のさらなる活性化を図る。

地方創生道整備推進交付金
第47回

H30.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y150.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県、高萩市
周遊・通年型観光につなげ
るプロモーション

高萩市の全域

市道と林道に市内観光地や主要施設への観光周遊道路としての役割を
付加させ、市街地及び山間地にある「自然」と「歴史」、「文化」に
触れる体験型観光施設へ誘導する道路ネットワークの形成のため、両
道を一体的に整備するほか、各種体験事業により、観光客の滞在時間
を延ばし、交流人口の拡大を図る。
さらに、計画的な森林施業のため、間伐を推進するにあたり、両道を
一体的に整備し、木材搬出の効率化を図る。

地方創生道整備推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y131.pdf

【軽微変更】
R5.8.2

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi05/p
lan/k06.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県、笠間市
あかるく活力のある笠間稲
荷のまち再生計画

笠間市の全域

　本地域は、少子高齢化社会に対応するため、地域住民誰もが、生涯
を通じて、心身ともに健康で生きがいのある生活を安全で快適な環境
の中で送ることを目指したまちづくりを進めている。そのため、地域
間の重要なインフラである道路及び林道を一体的かつ効率的に整備す
ることにより、救急病院や観光施設へのアクセス向上を図るととも
に、地域間の物流効率化による農林業の振興を図り、地域内のどこで
も安心で豊かに生活できる「あかるく活力のあるまちづくり」を推進
する。

道整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.3.19 - H22.3.31

茨城県 茨城県及び笠間市
市民力による歴史遺産活用
まちづくりプロジェクト

笠間市の全域

　年間３５０万人の来訪者がある観光都市であることや市内外の交通
の結節点であること等を要素とし、結節点となる地域に立地する希少
な歴史的資源である筑波海軍航空隊の戦争遺構を活用した市内外の方
の交流の拠点としての機能強化を図る。効果的なプロモーションなど
の展開とともに公共施設、観光施設、事業者等との連携を進め、地域
経済の活性化を含めた市内外の交流促進による賑わいの創出を図る。

地方創生推進交付金
地方創生拠点整備交付金

第40回（２）
H28.12.13

H29.2.24

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/y43.pdf

【軽微変更】
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2018nendo/kei

bi/069.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県及びつくば市
つくば等の科学技術を活用
した成長産業創出プロジェ
クト

茨城県の全域

つくば等の科学技術を活かして、ロボットやＡＩ、ＩｏＴ等の近未来
技術の社会実装を推進し、社会的課題を解決するとともに、今後の成
長分野である医療・介護といった分野におけるものづくり中核企業を
育成する。さらに、本県の立地環境を活かし、イノベーションを創発
する対日直接投資を促進することで、地域経済の発展を図り、県内に
おける魅力ある雇用機会を創出し、定住人口の確保に努める。併せ
て、こうした取組が医療・介護分野など市民生活の課題解決につな
がっていく「課題解決先進地域」の実現を目指す。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y102.pdf

【軽微変更】
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2020keibi01/p
lan/k048.pdf

R3.3.31

茨城県
茨城県並びに茨城県ひたちなか市及び東茨城郡
大洗町

ひたちなか大洗リゾート構
想推進計画

茨城県ひたちなか市及び東茨城郡大洗町の全
域

富裕層等をターゲットとするコンテンツ開発・磨き上げに向け、新た
なコンテンツ等の整備、運営、事業実施に意欲のある事業者の呼込や
既存事業者の事業拡大を促していく。さらに、食コンテンツ等の開発
による消費喚起を行いつつ、ストーリー性のある情報発信により地域
をブランディングしながら、順次一日中楽しめるコンテンツを揃え、
周遊を促進し、訪れた人の満足度の向上に繋げることで、稼ぐ地域の
創出、産業振興、雇用創出を図る。

地方創生推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y151.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県、常陸大宮市
健やかに安心して暮らせる
まちづくり計画

常陸大宮市の全域

　平成16年10月に5町村が合併して誕生した常陸大宮市は、少子高齢化
かつ過疎化の傾向が顕著で、無医地域もある中山間地域である。公共
交通機関も脆弱であり、道路によって生活基盤が成り立っている状況
である。このため、市道と林道を一体的に整備することで、平成18年7
月に開業を予定している茨城県北中核病院「常陸大宮済生会病院」へ
の通院・患者輸送と、市内観光施設へのアクセス向上を図ると共に、
林業産物の運搬コスト削減を図り、「健やかに安心して暮らせるまち
づくり」を実現する。

道整備交付金
第03回

H18.3.31
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai3nintei/28

toke.pdf

H23.3.31

茨城県 茨城県及び常陸大宮市
安心して暮らせる生活環境
づくり総合支援事業

茨城県の全域

急激な人口減少や少子高齢化が進む中、常陸大宮市をモデルに鉄道駅
を中心とした地域の生活拠点等を結ぶ交通ネットワークの構築を進め
るとともに、交通空白地域の解消支援と併せて、地域における買物な
どの生活環境の維持確保に向けた実施体制の立ち上げや本格実施に向
けた実証支援に総合的に取り組むことにより、地域住民が安心して暮
らせる生活環境づくりを進める。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y103.pdf

R2.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県、桜川市
“山を越え、まちを結ぶ”
Mt．つくば東西交流促進計
画

石岡市及び桜川市の全域

市道と林道を総合的に整備することにより、両市の道路ネットワーク
の一体化を図り、年間観光入込客の増加や就業選択の拡大などによ
り、交流人口の拡大を目指す。さらに森林施業のコスト削減による持
続可能な林業活動を目指す。

地方創生道整備推進交付金
第47回

H30.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0289.pdf

R7.3.31

茨城県
茨城県、茨城県猿島郡境町、茨城県水戸市及び
茨城県結城市

ＤＭＯ観光地域づくり推進
事業

茨城県の全域

観光による地方創生を推進していくため、外国人旅行者の増加に伴う
受入体制の整備や観光産業の競争力の強化、観光ニーズを踏まえた魅
力向上の取組といった課題に対し、県内でＤＭＯ形成を目指している
市町村等と連携しながら、県内ＤＭＯに必要な人材の育成・確保・活
用、観光地ブランド化や宿泊施設の充実など魅力ある観光地域づく
り、県産品の知名度向上や販路拡大による稼げる観光産業の振興、旅
行博や訪日旅行商談会におけるＰＲなどによる国際誘客の促進等に取
り組むことで、地域全体が観光で「稼ぐ」仕組みの構築を目指す。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y093.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県、茨城県ひたちなか市、茨城県大洗町
続・ひたちなか大洗リゾー
ト構想推進計画

茨城県ひたちなか市及び東茨城郡大洗町の全
域

マーケティングに基づいた観光地経営を行えるような体制づくりや、
リゾート地としてのブランド力の向上等を通じて、ひたちなか大洗エ
リアが観光で持続的に稼げる仕組みの構築や、当エリアに魅力を感じ
た民間企業による投資が多発的に生まれていく状況を目指す。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0104.pdf

R8.3.31

茨城県 水戸市
水戸市「快適な生活環境」
再生計画

水戸市の全域

　水戸市は、県の中央に位置し、偕楽園や千波湖、那珂川など豊かな
水と緑に恵まれた自然が多く残っている。近年、宅地開発や生活様式
の変化等により、河川の水質悪化が懸念されている。このため、汚水
処理施設等の整備により、水質の浄化を図っているが、平成１６年度
末の汚水処理人口普及率は、８０．３％にとどまっており、更に汚水
処理施設の整備促進を図ることにより、水と緑に恵まれた自然環境の
保全に努める。

汚水処理施設整備交付金
第02回

H17.11.22
H21.3.27

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/090327/plan/1

5a.pdf

H22.3.31

茨城県 水戸市
人と自然が共生した市街地
周辺生活環境再生計画

水戸市の全域

　水戸市では、下水道事業や農業集落排水事業の推進及び浄化槽の設
置促進に取り組み、より処理能力の高い高度処理浄化槽の設置等、一
層の水質浄化に努めている。
　今後、計画区域の農業生産基盤、自然環境の保全、集落の良好な住
環境の確保を図る必要があることから、農業集落排水事業の推進や浄
化槽の設置促進に努め、一層の水質浄化対策を進めるとともに、市民
との協働による美化運動を展開しながら、豊かな自然生態系を有する
農環境の維持再生を目指し、人と自然が共生した市街地周辺生活環境
の再生を図る。

汚水処理施設整備交付金
第12回

H21.3.27
H23.3.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/110325/plan/7

a.pdf

H26.3.31

茨城県 水戸市
まちなかブランディング
「粋な水戸っぽまちづく
り」プロジェクト

水戸市の全域

水戸市では，まちの発展をリードする若い世代の流出とあわせ，まち
を象徴する中心市街地における都市的魅力・生活利便性の低下等によ
る中心市街地の空洞化が大きな課題となっている。中心市街地の空き
店舗を活用したリノベーション，インキュベーション事業のほか，空
き地を活用したマルシェ等の開催を通し，まちなかエリアブランディ
ングによる新たなにぎわい空間の提供や新たなライフスタイルを発信
するとともに，水戸発商品のブランディング，販路拡大による経済活
力向上に取り組む民間まちづくり会社のスタートアップを支援する。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai40-
2nintei/plan/a

096.pdf

H31.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 水戸市
伝承の味「水戸のわら納
豆」を未来へつなぐプロ
ジェクト

水戸市の全域

本市の名産品である「わら納豆」の生産に必要不可欠な稲わら生産農
家及びわら苞加工業者の減少等により，稲わら生産量が需要に追い付
かず，わら納豆の値上げを余儀なくされており，納豆産業の衰退にも
つながる事態となっている。水戸市は安定的かつ持続的なわら納豆の
生産・販売に向け，納豆商工業協同組合及び稲わら生産に協力する生
産組合，わら苞加工に意欲的な障害者団体と協議会を設立し，後継者
育成等に資する各種研修会の開催や販売促進活動の展開をはじめ，稲
わら・わら苞加工に必要な機械・設備の導入を支援する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第42回
H29.3.28

H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y105.pdf

R2.3.31

茨城県 水戸市
まちなか芝生広場プロジェ
クト

水戸市の全域

本事業は，中心市街地において官民連携により開設した「まちなか・
スポーツ・にぎわい広場（通称：Ｍ－ＳＰＯ）」の敷地の芝生敷設工
事及び車路整備を実施することにより，都市的空間の魅力を高めなが
ら、市民参加型のイベントを実施するほか、市民主体の活動・イベン
ト等での利用を促進し、中心市街地の交流人口の増加を図るとともに
経済波及効果を生み出し、全体の活性化につなげていく。また、平常
時においては市民が憩い、やすらげる環境を提供することにより、日
常的に交流人口を生み出し、居住人口の増加につなげていく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第47回
H30.3.30

R1.11.8

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai54nintei/p
lan/y006.pdf

R3.3.31

茨城県 水戸市
東町運動公園体育館魅力向
上プロジェクト

水戸市の全域

本市のスポーツコンベンションの拠点として整備を進めている東町運
動公園体育館において，多様な懸垂物に対応可能な吊りバトン（トラ
ス）を整備するとともに，民間から日本最大級の大型映像ビジョンの
寄附を受け設置することにより，一層の機能向上を図り，高い演出効
果を生み出せる魅力ある施設として，インセンティブを高める。あわ
せて，本施設について幅広くＰＲ活動を推進し，スポーツにとどまら
ない多様なコンベンション誘致を図る。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第51回
H31.3.29

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a185.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県水戸市
東町運動公園体育館集客力
向上プロジェクト

茨城県水戸市の全域

　東町運動公園体育館において，アリーナの天井部分及び壁面と一体
的な施設として，日本最大級の大型映像ビジョン（４面スクリー
ン），リボンビジョン等を整備し，迫力ある演出機能を追加すること
により，「観るスポーツ」における高付加価値のサービスを提供でき
る施設へと深化させ，さらなる集客力の向上を図る。また，多様な懸
垂物に対応可能な吊りバトン（トラス）を整備し，各種催事・大会の
誘致やスポーツイベントの開催に活用できる施設として機能を強化す
る。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a149.pdf

【軽微変更】
R2.12.22

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2021keibi01/p
lan/k039.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県水戸市
水戸市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県水戸市の全域

将来的な人口減少に対応できる，自主・自立した持続可能な都市を構
築していくため，水戸ならではの個性と魅力を高め，にぎわいと交流
を創出しながら，「生き生きと働けるしごとを創る事業」「新たなひ
との流れを生み出す事業」「結婚・出産・子育てを応援する事業」
「誰もが安全に安心して健やかに暮らせる，個性輝くまちを創る事
業」を展開するに当たり，企業版ふるさと納税制度の活用を図る。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

R4.7.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/y018.pdf

R7.3.31

茨城県 日立市
「都市」との交流による農
山村地域再生プロジェクト

日立市の区域の一部（高原・黒坂地区）

　日立市の北部山間地域に位置する高原・黒坂地区は、過疎化・高齢
化の進展が著しく、唯一の小学校も平成１８年度末をもって長い歴史
に幕を閉じ、地域活力の低下と衰退が懸念されている。そこで、廃校
となった学校施設を宿泊可能な体験施設として活用し、この施設を拠
点に地域住民が主体となって、耕作放棄地や自然環境等の地域資源を
活かした農林業・自然体験事業を実施する。これにより、都市住民と
の交流を促進し、地域コミュニティ意識の高揚と活力ある地域づくり
を目指す。

農山漁村活性化プロジェクト支援交
付金

第09回（２）
H20.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai9nintei/07

toke.pdf

H23.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 日立市
ひたちＢＲＴによるコンパ
クトシティ形成計画

日立市の全域

本計画は、全国においても先駆的な取組であるひたちＢＲＴを活用し
た公共交通ネットワークの充実を図るとともに、ひたちＢＲＴ沿線へ
の居住を促進するなど、将来に向けたコンパクトな都市構造とするた
めの事業実施に当たって必要な基礎調査・社会実験・各種計画の策定
に関する地域再生計画である。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y126.pdf

R3.3.31

茨城県 日立市
ものづくり都市「日立市」　
中小企業活性化・人材確保
計画

日立市の全域

本計画は、ものづくり都市・日立市の「ひたちらしさ」を活用し、①
工場見学・技術体験・中小企業の経営者との意見交換会やお試し就
業・居住などを組み合わせたオーダーメイド型体験プログラム、②人
材還流・地元定着を促すための大学生等向けものづくりインターン
シップ、③中小企業にスポットライトを当てた「ひたちらしさ」の見
える化プロモーション、④中小企業向け「働き方改革」の促進（女性
の就業促進）事業を実施し、中小企業の活性化・人材確保を図るもの
である。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai40-
2nintei/plan/a

097.pdf

H31.3.31

茨城県 日立市

ものづくりのまちの伝統・
産業歴史遺産による「ひた
ちらしさ」再発見・活用・
強化計画

日立市の全域

本計画は、本市の「ものづくりのまち」としての100年を超える伝統・
歴史を踏まえ、産業歴史遺産などの「ひたちらしさ」を再発見・活
用・強化することで、交流人口・地域経済の拡大及び地域の活性化を
図り、活力のあるまちの創生を行う。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a108.pdf

R3.3.31

茨城県 日立市 日立駅前再活性化計画 日立市の区域の一部（日立駅前地区）

「子育て」・「女性の社会進出などの働き方の推進」・「地域の消費
拡大」を切り口として、通年で集客力があり、三世代や広域的な住民
の交流・活動・相談のできる交流拠点「(仮称)あそびのもりひたち」
を大型商業施設イトーヨーカドー日立店の空きスペースに整備するこ
とで、イトーヨーカドー日立店や周辺商業施設に利用者の購買力を誘
導し、商業機能の維持や雇用の場の確保、中心市街地の活性化や賑わ
いの創出につなげるとともに、女性の雇用促進、子育てサービスの強
化・充実を図る。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a186.pdf

R6.3.31

茨城県 日立市
ひたちの科学を軸としたま
ちの賑わい創出計画

日立市の区域の一部（日立駅前地区）

本市におけるものづくりのまちという歴史を背景とした「科学」は、
様々な世代や属性の人々が集まり、学び合えるポテンシャルを有して
いるため、現在の科学館を、「科学」を軸に、市内外の子どもからシ
ニアまでの幅広い世代が親しめる交流拠点として整備し、民間企業や
教育機関等と連携した実験、研究等の様々な利活用を進め、周辺商業
施設等への賑わいの波及による地域経済の活性化につながるととも
に、「科学」をキーワードにした新たなビジネスチャンスの創出や有
能な人材育成にも寄与し、雇用・創業の促進、人口減少の抑制等を図
る。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a187.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県日立市 若者かがやき計画 茨城県日立市の全域

人口減少が著しい20代・30代の若者の定着を図るため、若者が地域の
主体となって、独創的なアイデアを出し合い、まちづくりや地域課題
解決、関係人口の創出等に向けた取組を企画・実践する体制を確立す
るとともに、若者の起業・就業や移住・定住等に係る様々なフォロー
を一元的に行う環境づくりを推進する。これにより、将来の地域社会
を担う「かがやく若者」を育成し、若者自らの力でまちの魅力を高
め、地域にひととしごとを呼び込み、稼ぐといった若者の力による
「まち」・「ひと」・「しごと」の好循環の確立を実現する。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0290.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県日立市 日立駅前地区再活性化計画 茨城県日立市の全域

関係機関と連携して大型商業商業施設である「日立ショッピングセン
ター」を核として、日立駅前地区のにぎわい創出、交流機能の更なる
強化に取り組むことで、交流人口、関係人口の拡大を図るとともに、
周辺商店街等の稼ぐ力の向上を図ることで、当該地区での消費額の増
加や新たなしごとの創出を目指すことで地方創生の実現を図る。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0105.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県日立市
日立市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県日立市の全域

人口減少や少子高齢化、それに伴う地域経済の縮小などさまざまな課
題を克服するため、「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるよ
うにする」、「新しい人の流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての
希望をかなえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力
的な地域をつくる」の４つを基本目標として設定し、将来にわたって
活力のある地域社会を実現するための取組を進める。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第67回
R5.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/z0027.pdf

R7.3.31

茨城県 土浦市
観光を核とした雇用創出と
地域活性化計画

土浦市の全域

本市において最大の観光資源である土浦全国花火競技大会を活かした
まちづくりの方策について、「花火を活かした観光プロモーション事
業計画」を策定し、各種事業に取り組むことで、新たな花火の魅力や
インバウンド戦略を取り込み、まちの活性化を図るとともに、日本一
の花火大会である本大会を世界にアピールし、世界レベルでの知名度
の向上を図ることにより、将来的には本市のブランド力の向上を目指
していくものである。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai39nintei/p
lan/a136.pdf

H31.3.31

茨城県 土浦市
農林水産物ブランド化・都
市と農村の交流による地域
活性化計画

土浦市の全域

本市は、日本一の生産量を誇るれんこんのほか、米、葉菜、根菜、果
実など多種多様な農産資源を有し、さらに、霞ヶ浦の水産資源にも恵
まれている。しかし、知名度を持った加工品が作られていない。その
ため、行政と民間が一体となって土浦市を身近に感じてもらえる物産
等を開発し、それらを総合的に統括するプロジェクト運営の手法や施
設整備方策を検討する。これにより交流人口の増加を図り、地域経
済、地域農林水産業の活性化につなげるものである。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai39nintei/p
lan/a137.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県土浦市
土浦市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県土浦市の全域

将来人口の減少，少子高齢化の一層の進展により，地域住民の生活や
地域経済，行政経営上にもたらされる課題に対応するため，「地域経
済の活性化を通じた持続性ある雇用基盤の確立事業」，「生活の安
心・付加価値創出による人口還流の創造事業」，「結婚・出産・子育
ての応援事業，誰もが活躍できる地域社会の創造事業」，「持続可能
な地域の創造事業」の４つの戦略分野を掲げ，人口減少を克服し，地
域の活力の向上を図ることを目的とする。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例
地域雇用開発助成金（地域雇用開発
コース）

第56回
R2.7.3

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai56nintei/p
lan/a048.pdf

R7.3.31

茨城県
茨城県土浦市、茨城県潮来市、茨城県かすみが
うら市、茨城県行方市

サイクリングによる地域活
性化プロジェクト

茨城県土浦市，潮来市，かすみがうら市，行
方市の全域

霞ヶ浦や「つくば霞ヶ浦りんりんロード」を共有する霞ヶ浦北岸に位
置する４市で，新たに協議会を設立し，連携して，あらゆる層を対象
として広範なフィールドをエリアとしたサイクリングイベントを実施
することで，地域での消費額の向上及び移住・定住の促進を図るとと
もに，地域事業者の商業振興につなげる。合わせて，「サイクリング
による健康づくり」を推進するとともに，より一層の自転車文化の醸
成を図ることで，人口減少社会やコロナ禍においても，発展的に成長
できる地域を目指す。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0291.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 古河市
「自然と共生した安全で快
適な“暮らし”づくり」再
生計画

古河市の全域

　古河市は都市近郊型農業地域として発展し、首都圏における食料供
給基地となっているが、農工住混在型都市の様相を呈してきたこと
で、公共・農業用水の水質汚濁による自然環境破壊や生活・農業生産
環境への悪影響が憂慮されている。
 誰もが安全で安心に暮らしていける快適な暮らしを支える生活基盤づ
くりとして、農業集落排水施設と合併浄化槽設置を一体的に整備する
ことで、生活環境の改善と公共用水域の水質改善を図り、美しい田園
環境の保全とより生産性の高い農業を中心とした活力ある地域の再生
を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第12回

H21.3.27
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai12nintei/0
90327/plan/06a

.pdf

H26.3.31

茨城県 古河市
「自然愛・郷土愛　魅力あ
ふれる古河づくり」再生計
画

古河市の全域

古河市の農業集落地域は、若者の大都市圏への人口流出に伴い、農業
従事者の高齢化が深刻となっている。また家庭から排出される雑排水
も基準値を超えており、水質の改善が必要である。農村地域の人口減
少に対応したまちづくりには、担い手の育成や農産物によるブランド
づくりなど儲かる農業づくりを推進していくことが必要であり、汚水
処理整備の実施により、農業用水の安心安全による農業の経営強化を
図ること及び高齢者や子育て世代が安心して暮らせる快適な住環境整
備を実施し、地域の再生を目指す。

地方創生汚水処理施設整備推進交付
金

第47回
H30.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a141.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県古河市
古河市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県古河市の全域

本市は国を上回る速度で人口減少が進むと予測されており、古河市ま
ち・ひと・しごと創生人口ビジョンの社人研準拠推計によると2040年
には約11万人、2060年には約９万人まで減少すると推計されていま
す。本市の人口減少の要因は、①若年層の東京圏への流出、②結婚・
出産適齢期の女性の減少、③低い出生率が引き起こす出生者数の減少
にあるといえます。これらの課題解消に取り組むことにより、本市の
人口減少を抑制し、将来的に持続可能な地域を実現するため、４つの
基本目標と２つの横断的な目標の達成に向けた施策を進めます。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/b050.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県古河市
古河市賑わい創出プロジェ
クト

茨城県古河市の全域

古河市観光協会が一般社団法人化したことを契機とし、各種祭りや観
光資源のPRの拡充と既存の観光資源（道の駅や公園）の再整備に着手
し、市の観光振興の推進、総合戦略で掲げる地域産業の魅力を活かし
た”呼び込む力”の強化を進め、民間消費の向上を目指すものであ
る。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0106.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県古河市
地域商社設立による市産品
の販路拡大及び地域資源の
磨き上げ・魅力発信事業

茨城県古河市の全域

「（一財）古河市地域振興公社」に新たに地域商社事業を立ち上げ、
地元事業者が販路拡大するための支援（ふるさと納税への参入、観光
物販施設での販路拡大）及び本市の魅力ある地域資源や産品の発掘・
付加価値の高い商品開発を地元農家や事業者と協働で展開する。地域
商社事業のスタートアップ支援、地域資源の磨き上げ、魅力発信事業
を行い、交付対象外事業との相乗効果により、地域経済の活性化、事
業者の収益性向上を図るとともに、地域商社事業の経営を自立させ
る。

地方創生推進タイプ
第68回
R5.8.17

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/a015.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県石岡市
石岡市ふれあいの森振興対
策事業

茨城県石岡市の全域

　隣接する茨城県フラワーパークとも連携し，豊かな自然を活かした
体験学習や，ものづくり体験など，日常では体験できないようなメ
ニューを提供し，筑波山周辺地域への観光客の呼び込みに繋げる。
　また，「モノ」消費から「コト」消費へと変化してきている消費者
のニーズに即し，周辺の観光果樹園や体験型観光施設との連携を強化
し，ふれあいの森での宿泊を核とした滞在型観光・周遊観光を促進す
る。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a150.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県石岡市
石岡市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県石岡市の全域

　出生数の減少（自然減）や若者を中心とする流出（社会減）による
人口減少が課題となるなか，市民の結婚・妊娠・出産・子育ての希望
の実現を図り自然増につなげる。また，移住を促進するとともに，安
定した雇用の創出や地域を守り活性化するまちづくり等を通じて，社
会減に歯止めをかける。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例
地域雇用開発助成金（地域雇用開発
コース）

第55回（２）
R2.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5502nintei
/plan/b127.pdf

R7.3.31

茨城県 結城市
結城市「美しいゆとりある
快適環境」再生計画

結城市の全域

　結城市の親しみのある自然環境と広がりのある美しい田園環境は、
地域に密着した産業の場、ゆとりと潤いのある生活の場として重要な
役割を果たしてきた。しかし、人口の増加と生活様式の変容は、公共
用水域の水質汚濁の要因となり、自然環境や生活環境の悪化や農産物
の生育障害を招いた。そこで、公共用水域の水質を改善し自然環境の
保全を図るとともに、市民による快適環境作りを推進し、意識高揚と
地域コミニュティの活性化を図る。また、地域農業のリーダーとなる
担い手農家を育成し、農村地域の活性化を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第03回

H18.3.31
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai3nintei/29

toke.pdf

H23.3.31

茨城県 結城市
ＩＴ化推進による若者起業
支援プロジェクト

結城市の全域

インターネット販売に関する知識や技術習得のためのIT人材育成プロ
グラムを開発し，起業やテレワークの働き方を目指す若者に提供する
ほか，地域商社による雇用型の実践研修等により，起業又は就業まで
の総合的なサポートを行う。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai40-
2nintei/plan/a

099.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県結城市
結城市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県結城市の全域

本市の将来人口は，国立社会保障・人口問題研究所によると，2040年
には41,023人まで減少することが予測されている。人口減少や高齢化
社会の到来は，地域経済の縮小，地域産業における担い手の不足，公
共施設の維持管理・更新等への影響，人口減少によるコミュニティ機
能の低下，市財政への影響などが懸念される。こうした課題に対応す
るため，総合戦略の基本目標を掲げ，本市の活性化と人口減少の抑制
に資する施策に取り組む。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第58回
R2.11.6

R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y133.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県龍ケ崎市
自慢したくなるふるさと
「龍ケ崎スタイル体験＆定
住促進」事業

茨城県龍ケ崎市の全域

都心への通勤圏内であることの優位性を活かした、若者・子育て世代
に「選ばれるまち」づくりを進めていく上で、龍ケ崎市自体の認知度
不足の解消や「子育てしやすいまち」のイメージ構築、関係人口の創
出、移住促進等のため、ＪＲ常磐線「佐貫駅」の駅名改称を契機とし
た、市の認知度向上のためのプロモーション事業（インフルエンサー
等を活用した市の魅力発見動画の作成）や体験ツアー・移住フェアの
実施、本市と多様に関わり応援してくれるファンクラブの構築、テレ
ワークによるお試し型の地方移住を体験する事業を実施する。

地方創生推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y154.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県龍ケ崎市
龍ケ崎市まち・ひと・しご
と創生推進計画

茨城県龍ケ崎市の全域

本市においては、今後も人口減少や少子高齢化が進むことで、地域に
おける担い手不足やそれに伴う地域産業の衰退、さらには地域コミュ
ニティの衰退など、住民生活への様々な影響が懸念されるとろであ
る。これらの課題に対応するため、結婚・妊娠・出産・子育ての希望
の実現を図り人口の自然増につなげ、また、移住を促進するととも
に、まちのにぎわいを創出し、安定した雇用の創出や地域を守り活性
化するまちづくり等を通じて、人口の社会減に歯止めをかけるための
取組を展開する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第67回
R5.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/z0028.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 龍ケ崎市及び取手市
「起業家タウンＭａｔｃ
ｈ」広域連携事業

龍ヶ崎市及び取手市の全域

先行型交付金タイプⅠ、加速化交付金を活用して開始された「起業家
タウン☆取手」のスキームを龍ケ崎市にも広げ、共通のパッケージに
よるブランド力の向上、サービス・利便性の向上の効率化を図り、両
市における創業を包括的に支援し、地域経済の活性化につなげる。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

145.pdf

R2.3.31

茨城県 下妻市
スポーツ環境デザインとプ
レイスメイキングによる地
域活性化プロジェクト

下妻市の全域

中心市街地の活性化事業「砂沼周辺地区都市再生整備計画事業」で整
備した２つのにぎわい拠点観光交流センターやにぎわい広場の効果に
より、街なかに賑わいが戻りつつあり、公共投資に追随して民間の開
発が相次ぐ好循環も発生している。交流拡大によるさらなる街なかの
活性化を実現し、さらに今後も増え続ける空き店舗を活用した家守事
業等により若者や女性も起業できる環境をまちなかに整え、若者や女
性に選ばれる街づくりを目指す。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a142.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県下妻市
下妻市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県下妻市の全域

「下妻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、中心市街地の
活性化や優良企業の誘致などに取組んだ結果、人口増減は平成21～25
年と平成26～30年の減少幅を比較すると改善が見られ、合計特殊出生
率(ベイズ推定値)も平成20～24年と平成25～29年を比較すると上昇し
ている。しかし、社会増減は10年間平均でマイナスである他、合計特
殊出生率も当初目標を下回るなど、更なる地方創生の取り組みを進め
る必要がある。これらの課題に対応するため、子供たちが明るい夢を
抱ける持続可能なまちづくりにつなげる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/b051.pdf

R7.3.31

茨城県 常総市
水とみどりの街みつかいど
う再生プラン

常総市の区域の一部（旧水海道市の全域）

　常総市は、首都圏に位置しながら、鬼怒川と小貝川にはさまれた豊
かな水と緑に恵まれた自然あふれる住みよい街である。しかし、近年
の生活様式の高度化により河川など公共水域の水質汚濁等が進み、鬼
怒川をはじめとする市内河川では水質汚濁を示すＢＯＤが高水準であ
るほか、周辺の湖や沼でも環境基準を満たせず、水辺及び生活環境が
悪化している。このため、水の都として住みやすい豊かな生活を享受
出来る環境づくりを目指して汚水処理施設の整備を総合的に進め、快
適で豊かさを実感できる、自然と調和の取れた地域の再生を図る。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H20.3.31

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/080331/plan/2

4a.pdf

H22.3.31

茨城県 常総市
地域コミュニティの再構築
と災害に強い小さな拠点づ
くり事業

常総市の全域

大生公民館再建予定地は，昨年の水害で約３ｍの浸水被害を受けた未
来に語り継ぐべき場所でもあることから，再建にあたっては，水害・
防災という切り口で，崩れかけたコミュニティを再生しさらなる活性
化を図るための拠点として整備する。さらに，当整備地は，本市のほ
ぼ中央に位置し，さらには市域を東西南北に縦横断し他市に接続する
幹線道路の交差地に隣接していることから，その地の利も活かし，単
なる地域の公民館としてだけでなく，市民やさまざまな人が活用でき
る全市的なコミュニティ拠点となる施設とする。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a109.pdf

R3.3.31

茨城県 常総市
豊田城改革プロジェクト～
市民が自慢できる「お城」
を目指して～

常総市の全域

　豊田城は、日本の城を模した施設であり、外見・大きさ共にインパ
クトがあるものの、老朽化が進み、来館者は減少している。一方、市
内では若い世代や高齢者等の人が集える場がないという声がある。本
事業では、子育て世代をターゲットとした、親子で「遊び・学び・く
つろぎ・食べられる」コンテンツを提供し、集う場所を整備すること
で、地域や市外から来る人が賑わう拠点施設として再生する。圏央道
常総インターチェンジの開通による新しい人の流れを取り込み、交
流・定住人口の拡大を図ることを目的とする。

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

146.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県常総市
常総市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県常総市の全域

平成27年9月関東・東北豪雨災害により，著しく減少した子育て世代に
対する施策を確実に実行することで人口減少に歯止めをかけるととも
に，同じく水害により甚大な被害を受けた「農」を立て直し，持続可
能な新しい食農を創出することで地域経済活性化を図る。また，食農
に恵まれた当市の魅力を磨き，子育て世代と子供たちが自慢できる魅
力的な拠点の形成や圏央道常総インターチェンジ開通の社会経済的効
果を最大限に活かし，交流人口の拡大を定住人口の増加へつなげるこ
とを目指す。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

R3.7.8

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai60nintei/p
lan/y020.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県常総市
「（仮称）道の駅常総」に
おける交流拠点施設整備事
業

茨城県常総市の全域

道の駅を整備し賑わい創出を図ることで，交流拠点施設の形成を目指
す。創出された交流人口を活かし地域経済活性化に繋げるため，地域
資源の磨き上げや新たな地域資源の創出，また，観光客受け入れ態勢
の構築支援に取り組み，道の駅で地域情報を発信し地域資源に繋げる
ことで持続可能な観光地域を構築する。さらに，道の駅を整備し活用
することで，地場農産物のPR，地産地消の推進，道の駅での加工品開
発によるブランド化の促進，販売・流通の活性化を図り，農業の成長
産業化を実現する。

地方創生拠点整備交付金
第63回
R4.3.25

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/a021.pdf

R9.3.31

茨城県 常陸太田市
常陸太田市「豊かな自然と
共生する“えことぴあ”」
計画

常陸太田市の全域

　常陸太田市は、茨城県の北部に位置し、県内一の面積を有してい
る。市の約１４％が農用地、約６５％が森林原野であり、自然を活か
した多くの観光資源がある。近年の生活水準の向上に伴い公共用水域
の汚濁や生活環境の悪化が進行していることから、汚水処理施設整備
を進めてきたが、平成１６年度末の汚水処理人口普及率は５７．６％
で依然低い状況にある。このため、公共下水道、浄化槽、農業集落排
水、コミュニティ・プラントなどの生活排水を一体的に整備し、資源
循環型社会の形成を図り、豊かな自然と共生するまちづくりを進め
る。

汚水処理施設整備交付金
第03回

H18.3.31
H21.3.27

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/090327/plan/1

6a.pdf

H23.3.31

茨城県 常陸太田市
自然を活かした「フォレス
トリゾート」推進による地
域活性化計画

常陸太田市の全域

民間宿泊施設等と連携して実施する周辺森林の利活用などにより，
「家族で気軽に楽しめる週末フォレストリゾート」としての地域ブラ
ンディングの実現と近隣市町を含む茨城県北エリア全体の経済好循環
化をもたらす新たな観光客層（首都近郊の子育て家族）の掘り起こし
を行う。更に，他に先がけて実施してきた「子育て施策」との連携に
より，移住・定住の促進を図り，持続可能な人口構造の実現を目指
す。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai40-
2nintei/plan/a

100.pdf

H31.3.31

茨城県 常陸太田市

メイドイン常陸太田創出事
業「常陸太田乳製品シリー
ズ『チーズ製造・商品化プ
ロジェクト』」

常陸太田市の全域

　当市における既存の特産品であるヨーグルト，ジェラートとともに
乳製品シリーズ第３弾としてチーズの製造販売を行うことにより，地
域ブランドを確立させ，酪農をはじめとする地域産業の活性化を目指
す。
　事業の推進にあたっては，酪農家や農協等の地元の関係者に加え，
民間からチーズ製造の専門家，コーディネーター，料理研究家等でプ
ロジェクトチームを結成し，市場で通用する商品の開発と販路の開拓
を行う。
　また，チーズの加工所は，平成28年度で供用廃止される学校給食セ
ンターを再利用する。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
R1.8.23

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/y026.pdf

R4.3.31

茨城県 常陸太田市
常陸太田まるごと移住プロ
ジェクト

常陸太田市の全域

移住・定住を促進する観点から地域の特色に応じたまちづくり方針を
明確化し，移住・定住支援の深化とともに，託児ルームを備えた子育
て住宅や子育て支援の拠点となる施設の整備・活用において，官民協
働による事業推進と，分野を超えた複合的な移住・定住の更なる促進
を図るものである。

地方創生推進交付金
地方創生拠点整備交付金

第43回（２）
H29.5.30

R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y101.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 常陸太田市
水府観光物産館リニューア
ルプロジェクト

常陸太田市の全域

　本事業は、当該施設について、この地ならではの景観美を最大限活
用するとともに、若者や子育て世帯などの若年層をターゲットとした
カフェ機能を有する新たな飲食施設の整備、地域における特産品を
使ったメニューの提供による農作物の販路確保、カフェにおける若者
の新たな雇用の場の創出などを一体的なプロジェクトとして実施し、
新たな魅力の付加と「観る・食べる・体験する」といった多様な観光
スタイルの提案を可能とする「竜神峡」観光エリアを確立し、交流人
口の更なる拡大を図るものである。

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

147.pdf

R4.3.31

茨城県 常陸太田市
水府物産センター機能強化
プロジェクト

常陸太田市の全域

　本事業は、当該施設について、この地ならではの景観美を最大限活
用するとともに、中高年層や子育て家族をターゲットとしたゆったり
とくつろげる飲食施設としての機能強化、地域における特産品を使っ
たメニューの提供による農作物の販路確保、「子育て上手　常陸太
田」のＰＲ等を一体的なプロジェクトとして実施し、新たな魅力の付
加と「観る・食べる・体験する」といった多様な観光スタイルの提案
を可能とする「竜神峡」観光エリアを確立し、交流人口の更なる拡大
を図るものである。

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

148.pdf

R4.3.31

茨城県 常陸太田市
地域資源を活用したインバ
ウンド推進事業

常陸太田市の全域

将来性のあるインバウンド市場をターゲットに捉え，地域資源を活用
した体験や農家民泊などの着地型観光の振興により地域の「稼ぐ力」
を引き出すため，市観光物産協会を中心に行政や地域住民，民間事業
者等と連携を取りながら，マーケティング調査や受入体制・滞在環境
の整備，着地型商品の企画，プロモーションを行い外国人旅行者の誘
客を図る。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y102.pdf

R3.3.31

茨城県 常陸太田市
子育て上手常陸太田　ふる
さと起業・創業支援事業

常陸太田市の全域

田舎暮らしを希望する子育て世代や転出した若者，企業等をターゲッ
トとし，起業・創業希望者による起業・創業地の視察を行い，総論的
な起業・創業案内ではなく，より具体的で実現性のある本市の実情を
踏まえた起業・創業の仕方を学ぶ。また空き家・空き店舗，廃校の利
活用も視野に入れた，住居，店舗探しも併せて行うことにより，ス
ムーズな事業展開を行えるよう支援する。さらに，「常陸太田市仕事
図鑑（仮）」と称し，市内の既存の事業者を含め，起業・創業者を動
画等で紹介するWEBサイトを構築し，雇用創出のPRを行う。

地方創生推進交付金
第49回

H30.8.31
R2.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/y103.pdf

R3.3.31

茨城県 常陸太田市
金砂ふるさと体験交流施設
整備事業

常陸太田市の全域

平成20年3月に廃校となった旧金砂小学校を宿泊体験交流施設として利
活用し、都市農村交流の拠点として位置付け、自然探索、常陸秋そば
栽培の農業体験など地域資源を活用した体験メニューの提供や、小中
学生による自然体験等についての宿泊学習などの実施により、更なる
交流人口の拡大を促進し、地域経済の活性化とまちの賑わいの創出を
より一層進めることを目的とするものである。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a188.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県常陸太田市
地域資源を活用した常陸太
田市ワーケーション推進事
業

茨城県常陸太田市の全域

ワーケーションをきっかけとした市内での滞在時間の延長を促し、交
流人口や関係人口の拡大を図りながら、都内を中心とした企業人材、
フリーランス人材、個人事業主等を当市に誘致するとともに、テレ
ワークの推進及び移住支援を進め、首都圏のワーケーションやテレ
ワーク人材の地方移住を促進させる。

地方創生推進交付金
第59回
R3.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/a136.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県常陸太田市
自動運転の社会実装を見据
えたMaaS×eコマース推進事
業

茨城県常陸太田市の全域

自動運転車両を導入し、中心市街地と住宅団地、駅、道の駅、観光施
設等をつなぐとともに、バス停から自宅までの移動等山間部を走行さ
せることで公共交通の利便性の向上と担い手不足の対応等、公共交通
衰退への対応を図る。また、新市街地に新技術を導入することで賑わ
いを創出するとともに、中心市街地と山間地域における本市ならでは
の「人」・「モノ」の移動に係る課題解決に向けて、未来技術を活用
した物流・交通網を模索する。市街地及びその周辺地域並びに山間部
の移動性の向上、持続可能な物流・公共交通ネットワークの構築を図
る。

地方創生推進タイプ
第65回
R4.8.31

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0292.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県常陸太田市
常陸太田市まち・ひと・し
ごと創生推進計画

茨城県常陸太田市の全域

本市の今後における人口動向については、出生率の低下と高齢者の増
加により、当面は自然減少が基調になると考えられる。2060年に常住
人口33,000 人を維持することを本市の人口ビジョンとして掲げ、積極
的な企業誘致による安定した雇用の確保、移住・定住の推進や観光振
興の強化による交流人口・関係人口の増加、結婚・子育て施策の充
実、多文化共生によるまちづくり、デジタル化などの新しい技術の活
用やSDGｓとの一体的な推進等、人口減少に歯止めをかける効果的な取
組を進めていく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第66回
R4.11.11

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai66nintei/p
lan/a017.pdf

R7.3.31

茨城県 高萩市
高萩市スカウトフィールド
を核とした地域活性化プロ
ジェクト

高萩市の全域

高萩市の高岡地区に（公財）ボーイスカウト日本連盟が整備している
スカウトフィールドの整備促進、当該施設の利活用事業、物産セン
ター機能強化事業を実施することにより、本市への新しい人の流れを
創出し、交流人口を拡大するとともに、地域住民の生業の創出や所得
の向上を図る。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第38回
H28.8.2

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai38nintei/p
lan/a019.pdf

R2.3.31

茨城県 高萩市
高萩創生奨学金返還支援事
業

高萩市の全域
大学等進学や就職のため市外へ転出した大学生等が、就職等のため本
市にＵターンした場合、奨学金の返還を支援することで返還の負担軽
減を図り、本市へのＵターンを推進する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第42回
H29.3.28

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai42nintei/p
lan/a032.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県高萩市
高萩市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県高萩市の全域

高萩市は、太平洋の海原と自然美溢れる里山に恵まれ、歴史や文化等
を誇れるまちであるが、平成7年の人口をピークに一貫して減少が続い
ている。更なる少子高齢化や人口流出は、地域全体の活力低下につな
がることから、地域経済を活性化し本市への新たなひとの流れをつく
るため、創業支援や新たな雇用創出等の推進、関係人口を移住への流
れにする取組みに加え、結婚・出産・子育ての希望が実現されるよう
図っていく。また、社会変化に対応したまちづくりを展開し、本市の
人口減少に歯止めをかけ、地域の活力創出に向けて取組むものであ
る。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第56回
R2.7.3

R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y135.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県高萩市
きっと高萩を好きになる！
Takahagiファンづくりのた
めの魅力発信プロジェクト

茨城県高萩市の全域

人口減少が進む中、将来にわたって活力ある地域社会を維持していく
ため、地域資源を掘り起こし磨き上げ、魅力的な資源として、国内外
へ向けて発信できる仕組みを形成していく。また、関係人口から移住
へのステップとして、地域との関わりを築き、起業支援等を通して、
段階的に地域との関係性を深める環境を整備する。よって、魅力ある
地域資源発信により交流人口増を図り、さらにTakahagiのファンに
なってもらうべく取組み展開により、関係人口の拡大と新たな仕事の
創出に繋げ、地域社会と地域経済の活性化に取組むものである。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0293.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 北茨城市
「雨情の里」北茨城市水環
境保全計画

北茨城市の全域

　北茨城市は、件の北東端に位置し、かつては炭鉱のまちとして栄え
た。しかし、炭鉱の閉山により人口も減少したため、観光産業等の振
興策を展開している。具体的には、鮎釣りのでき、鮭が遡上する大北
川屋日本の渚百選に選ばれた五浦海岸等の自然や温泉施設、盆船流し
等の伝統文化を中心に観光産業にも注力してきた。市ではこうした観
光振興の基盤として汚水処理し施設整備を重視し、その整備に取り組
んできたが、平成１６年度末でも汚水処理人口普及率は３９．５％と
低水準である。このため、これを更に整備することで、自然、歴史、
文化等の観光資

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.11.16 - H22.3.31

茨城県 北茨城市
健康都市づくりによるヘル
スケアビジネス創出支援事
業

北茨城市の全域

市内の企業の食堂や飲食店等におけるヘルシーメニューの提供等によ
り、地域が一体となった健康づくりの取り組みを進めることにより、
日々の生活から健康の維持に努める機会を提供することで、当市が目
指す健康都市づくりに寄与する。
さらには、ヘルスツアーの催行により、健康都市づくりを観光産業に
おけるヘルスケアビジネスに結びつけ、新たな観光産業の創出につな
げる。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y128.pdf

H31.3.31

茨城県 北茨城市 芸術によるまちづくり 北茨城市の全域

廃校を活用して創作活動の場となる芸術活動拠点（アトリエ）を整備
し、「芸術によるまちづくり」として芸術家の移住等を促進する。ま
た、芸術家の収入確保対策の一環として、有償での芸術家よるワーク
ショップや各種講座の開催、芸術体験ツアーによる誘客等とともに、
Ｗｅｂでの情報発信や各種展示会への参加及び即売会の開催等により
作品の販路の開拓・拡大を行うことで、総合戦略に定める数値目標
「市町村間人口移動数」の達成を目指す。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
H29.5.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/y

093.pdf

R4.3.31

茨城県 北茨城市 歴史・文化発信事業 北茨城市の全域

北茨城市歴史民俗資料館（野口雨情記念館）を増築、展示スペースを
拡大し、展示内容の充実を図ることで、大津浜異人上陸事件、風船爆
弾の放球、童謡三大詩人と称される野口雨情の輩出、岡倉天心が日本
美術院を置いた五浦など、本市が有する様々な歴史・文化・芸術資源
を市内外に発信し、市内の子ども達の郷土愛、地域を志向する意識の
醸成による若者の転出防止及びＵターン促進、市外からの教育・研修
旅行の誘致促進、さらに「芸術によるまちづくり」と連携した観光誘
客など、地域の歴史・文化・芸術等を活用した観光振興を図る。

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

151.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県北茨城市
北茨城市まち・ひと・しご
と創生推進計画

茨城県北茨城市の全域

北茨城市では人口減少・少子高齢化により、生産力の低下や市場の規
模縮小、地域文化や地域コミュニティの維持・存続、社会保障費の増
大や税収の減少による行政サービスの低下等、広範な影響を受けるこ
とが予想される。本計画はこれらの課題に対応するため、若い世代の
結婚・妊娠・出産・子育ての希望の実現を図り自然増につなげ、ま
た、移住や関係人口の創出を促進するとともに、安定した雇用の創出
や時代にあった地域をつくることで、社会減を抑制することを目的と
するものである。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

R4.7.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/y019.pdf

R7.3.31

茨城県 笠間市
「水と緑の共生する岩間」
再生計画

笠間市の全域

　笠間市旧岩間町地区では、近年の生活様式の変化に伴い、河川や水
路、溜池等の水質汚濁が年々進行している。農業も河川の水質汚染に
よる影響を受けており、家庭等の未処理生活雑排水等の流入が進んで
いる。このため、交付金を活用し公共下水道、浄化槽等を統一的に整
備し汚水処理を進め、きれいな水を取り戻すことにより、生活環境の
改善を図ると共に安全で美味しい農産物、岩間産米ブランド化の確
立、美しい自然環境の保全を推進する。

汚水処理施設整備交付金
第03回

H18.3.31
H19.3.30 - H23.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 笠間市
「かさまの 粋」水と緑のふ
る里再生計画

笠間市の全域

日本人の心の深層に流れる、水と緑が織り成す、癒しのふるさとを再
発見し、「住みよいまち　訪れてよいまち　かさま」にふさわしいふ
るさとづくりを目指し、生活排水等の処理施設を一体的に整備するこ
とにより、生活環境の改善と公共用水域の浄化を通じて、あわせて、
移住・定住の促進を図る。

地方創生汚水処理施設整備推進交付
金

第38回
H28.8.2

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai38nintei/p
lan/a109.pdf

R3.3.31

茨城県 笠間市
日本一の栗の産地づくりプ
ロジェクト

笠間市の全域

　本計画は，日本有数の栽培面積，生産量がある「栗」という地域資
源を生かし，日本一長い期間にわたり，様々な要請に応える量，品
質，品種・サイズ別出荷を可能とする生産と域内の経済波及効果を高
める商品（加工品やツアー）展開を図ることを目的とし，生産拡大に
向けた基盤整備，統一規格の浸透といった品質，笠間市に訪れなけれ
ばできない体験及び全国で販売できる商品の双方の開発，それらを推
進する体制の３つの確立を図り，「笠間にしかない・笠間らしい・体
感できる」栗によるまちのブランド化を目指して取組を進める。

地方創生推進交付金
まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第40回（２）
H28.12.13

H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y107.pdf

R2.3.31

茨城県 笠間市
笠間版生涯活躍のまちプロ
ジェクト

笠間市の全域

　笠間版生涯活躍のまちの実現に向けて、庁内横断でのまちづくり施
策や地域包括ケアシステムの構築等と一体的に進めながら、東京圏在
住者を主な対象とし、市と連携する事業者による居住施設の整備運
営、学びや就労を含めた生活支援コーディネート組織となるまちづく
りセンター（仮称）の運営を両軸とした市民とともに参加する体制の
構築を図り、笠間暮らしの可視化を図ることを第１期として進める。
その後、第２期として、住み替えを含めた居住誘導策等による循環型
の仕組みの構築を目指した事業を展開する。

地方創生推進交付金
第45回

H29.11.7
R1.8.23

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/y027.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県笠間市
笠間版生涯活躍のまち実装
プロジェクト

茨城県笠間市の全域

笠間版CCRCの実現に向けては，第２期目として，第１期目の目標で
あった具体的な居住空間の整備に遅れがあるものの，事業候補者の確
定まで進んだことを受け，民間事業者（住宅メーカー４社JV）が，公
有の未利用地を活用し，隣接するサービス付高齢者住宅と連携したモ
デルコミュニティを新設整備する。併せて，当該敷地内に笠間暮らし
体験空間及びモデルコミュニティの暮らしをサポートする施設を整備
し，運営内容及び主体を決定し，具体的なソフト事業（暮らしの質向
上，市のモデルとなるコミュニティとしてのPR等）を展開する。

地方創生推進交付金
第57回
R2.8.21

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai57nintei/p
lan/a020.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県笠間市
笠間市ひと・まち・もの創
生推進計画

茨城県笠間市の全域

人口減少及び地域経済の成長という課題に対し、「ひと　住む人の希
望をかなえる環境を構築する」、「まち　将来にわたって持続する都
市を確立する」、「もの　生涯をとおして楽しみ働くことができる産
業を支援する」を第２期笠間市創生総合戦略の３つの基本目標として
設定した戦略を推進し、関連する事業を寄附活用事業として実施す
る。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

R5.11.16

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai69nintei/p
lan/y014.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県笠間市
重点道の駅による産業交流
拠点形成プロジェクト

茨城県笠間市の全域

本市は，JR常磐線及び水戸線，常磐高速道路及び北関東高速道路の結
節点となり，広域交通の要衝となっている。また，年間370万人が訪れ
る地域産業を軸とした観光都市である。
交通環境を含めた地理的な優位性，観光と一体となっている産業面の
優位性を活かし，人・モノ・コト・情報の交流により，新たなまちの
魅力発信拠点となる新たな道の駅かさま（仮称）を整備する。

地方創生拠点整備交付金
第57回
R2.8.21

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai57nintei/p
lan/a021.pdf

R7.3.31
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茨城県 茨城県笠間市
芸術のまち笠間拠点創生プ
ロジェクト

茨城県笠間市の全域

関東最古の伝統的工芸品である笠間焼をはじめとした歴史的および芸
術的資源を活用し、拠点形成と連動した観光都市のリブランディング
を図る中で、来訪者の宿泊率や周遊性を向上させるコンテンツの強化
が課題となっており、集客力がある施設や地域の中心となる笠間芸術
の森公園内の笠間工芸の丘を、既存の地域にはない観点である「食×
芸術×体験」をテーマとした新たな拠点として再生し、来訪者の拡大
と地域経済への好影響をもたらす芸術文化のまち笠間のランドマーク
とする。

地方創生拠点整備タイプ
第68回
R5.8.17

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/a016.pdf

R10.3.31

茨城県 取手市
取手”芸術の杜”創造プロ
ジェクト

取手市の区域の一部（取手駅周辺地区）

　当市においては、取手駅周辺地区を芸術・文化、商業・業務、情
報、行政等の都市機能が集積・融合する「芸術の杜」として再創造す
べく、まちづくりを進めている。そのため、取手市に学舎を持つ東京
芸術大学や地元企業等との産学民官の連携により、持続可能な芸術・
文化展開方策の検討を進めるとともに、それらの芸術文化活動や市民
の生涯学習活動の拠点となり、また、市民の生活交流拠点となる中核
施設の整備を図る。更に、市街地の回遊性の確保を図る観点から、取
手駅自由通路等の整備を図ることによって、地域の再生を進めてい
く。

文化芸術による創造のまち支援事業
の活用
地域再生支援のための「特定地域プ
ロジェクトチーム」の編成

第01回（２）
H17.7.19

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai1nintei/19

toke.pdf

H23.3.31

茨城県 茨城県取手市
とりで未来創造プラン推進
計画

茨城県取手市の全域

急速な少子高齢化に伴う人口減少に歯止めをかけ、持続可能な自治体
経営を続けるため、｢雇用の創出｣｢子育て施策の推進｣｢定住の促進｣の
３つの戦略を柱に、特に子育て世代を含めた若年層が住み続けたくな
るまちづくりを進めるため、本計画を策定する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/b052.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県牛久市
牛久市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県牛久市の全域

当市の人口は、2017年をピークに減少に転じており、国立社会保障・
人口問題研究所によると、2060年に70,635人まで減少すると推計され
ている中、当市の人口ビジョンでは、2060年に人口84,000人を維持す
ることを目標に掲げるとともに、まち・ひと・しごと総合戦略の４つ
の基本目標である、①結婚・出産・子育て・教育の希望の実現、②新
しい人の流れの創出、③魅力ある仕事の創出、④魅力的な地域の創
出、それぞれに向けた事業を展開することで、人口の維持、地域の活
性化を図る。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/c044.pdf

R7.3.31

茨城県 つくば市
「観光立市つくば」地域再
生計画

つくば市の全域

　つくば市をキャンパスとした社会力育成教育を目標とする筑波学院
大学との連携により、観光資源の発掘、ＣＧ（コンピューター・グラ
フィックス）技術を駆使した観光マップ、観光コースの設計を行い、
ＶＳＭ（バーチャル・スタディ・マップ）システムを開発する。ＶＳ
Ｍシステムの運用、機器設置及び観光ガイドスタッフの養成を通じ
て、市の魅力をアップし、観光客のリピーター確保を図る。

現代的教育ニーズ取組支援プログラ
ム（現代ＧＰ）

第05回
H18.11.16

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5nintei/05

toke.pdf

H21.3.31

茨城県 つくば市

つくば市若者定着支援事業　
～しごとと子育ての両方に
満足できるまちを目指して
～

つくば市の全域

希望する若者が一定数いるにも関わらず、つくば市内での就職希望者
の割合が低いなど、地元の隠れた優良企業とのミスマッチが存在して
いる。
そこで、魅力的な交流・居住環境を創出し、つくばに集い、つくばを
好きになり・選んでもらう施策を推進するため、『若者』を高校生世
代、大学生世代、子育て世代の三つの世代に分け、それぞれの世代に
有効な事業を実施することで、つくば市がしごとと子育ての両方に満
足できるまちとなるよう目指していくものである。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y129.pdf

H31.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。
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茨城県 つくば市
地域拠点活力共創マネジメ
ント事業計画

つくば市の全域

　
　人口減少及び少子高齢化が先行して進行する本市の既成市街地（合
併前の旧町村の中心として発展してきた地域拠点市街地：北条，小
田，吉沼，大曽根，上郷，栄，谷田部，高見原）を中心とする地域に
おいて，地域のプレイヤー（住民・事業者等）が域外の民間企業・大
学・NPO等との互恵的パートナーシップを構築し，そのアイデア・ノウ
ハウ・資金等を呼び込みながら固有の資源や強みに着目した新たなビ
ジネスモデルや雇用等を共創し，若者をはじめ誰もが住み続けたいと
思える魅力ある地域づくりを自らがマネジメントしていく。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a144.pdf

R3.3.31

茨城県 つくば市
ＳＤＧｓを通じた持続可能
都市推進プロジェクト

つくば市の全域

つくば市SDGs未来都市計画における以下の事業を通して地方創生を実
現する。まず体験型科学教育事業として、研究者や学校関係者等が集
い、意見交換や共同事業を行う枠組みを構築する。子どもたちが研究
者とともに学ぶことで、社会力を育む。また地域自主運営型学校跡地
利活用推進事業として、地域の活用機運を踏まえ、小学校跡地を核と
した地域づくりを実証的に展開し、持続的な交流・収益事業を実施す
る。さらに地産地消レストラン事業として、地元産の農産物を、地元
飲食店において提供することで、農業者・飲食事業者を活性化する。

地方創生推進交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a189.pdf

R4.3.31

茨城県 つくば市 若者地域定着加速化事業 つくば市の全域

　学生などの若者に対し、働き方や仕事の価値観を考える場、イン
ターンシップへ誘導する場、市内企業を深く知る場として、業界研究
会をメインとした就活支援イベントを開催する。
　多様な働き方やワークライフバランス等を重視する若者のニーズと
企業の就労体制や魅力発信等のミスマッチ解消のため、企業向けの採
用力向上セミナー等を開催する。
　創業に興味を持つ若者に対し、本格的な開業に向けてのトレーニン
グ及び地元での顧客獲得等の場を提供するとともに、安価な店舗を短
期的に提供するチャレンジショップ事業を実施する。

地方創生推進交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a190.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県つくば市
つくば市まち・ひと・しご
と創生推進計画

茨城県つくば市の全域

持続可能都市を目指すべく、21世紀半ばまでを見据えたまちづくりの
基本理念として「つながりを力に未来をつくる」を掲げ、「魅力をみ
んなで創るまち」「誰もが自分らしく生きるまち」「未来をつくる人
が育つまち」「市民のために科学技術をいかすまち」の４つの基本目
標を設定し、まちを持続的に発展させていくための取組を進める。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第56回
R2.7.3

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai56nintei/p
lan/a050.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県つくば市
市民中心のSociety5.0社会
推進事業

茨城県つくば市の全域

市民中心のSociety5.0社会に向かって、科学分野のヒト（研究者）・
コト（研究成果）・モノ（研究機関）の集積と、スタートアップが活
発であるという本市の強みをいかし、福祉・医療、子育て・教育、防
犯・防災、交通、自然・環境といったあらゆる未来技術の社会実装を
目指す。これを通じて地域課題の解決を図るイノベーション・エコシ
ステムを構築し、新産業・サービスが次々と生まれるまちを実現す
る。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0297.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県つくば市
持続可能な地域づくりに向
けた地域資源マネタイズプ
ロジェクト

茨城県つくば市の全域

周辺市街地において、意欲のある者が自らの能力を活かし、地域経済
に貢献・チャレンジできる環境を整備するために、有識者（大学）、
金融機関、商工会、宅建協会、各市街地の協議会、コンペ採択者など
の周辺市街地に関わるプレイヤーが共通の目的・意識を持ち、チャレ
ンジエリア形成に向けた業務を実施できるように、リソースを持ち寄
る「つくばR8ネットワーク」を組成していく等の事業を実施する。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0295.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）
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作成主体名
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日
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（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県つくば市

自転車利用推進による三密
を回避したつくば市内及び
近隣自治体間との回遊性向
上促進計画

茨城県土浦市、石岡市、つくば市、筑西市、
かすみがうら市及び桜川市の全域

つくばエクスプレスつくば駅（つくば市中心市街地）及び研究学園駅
（つくば市役所、工業団地、新興住宅地の集積地）の両駅を中心とし
た２㎞圏域内に20箇所程度のサイクルポートと50台程度の自転車を設
置し、スマホアプリで利用可能なシステムを備えたシェアサイクル事
業を展開する。特につくば市がコミュニティバス停留所設置の考え方
として位置付けているバス停から半径500m圏域の外（≒バスサービス
の空白地域）に重点的に配置し、既存の公共交通網の補完を行う。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0296.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県つくば市
廃校への自転車拠点・ジオ
パーク中核拠点整備による
地域振興プロジェクト

茨城県つくば市、阿見町、石岡市、潮来市、
笠間市、かすみがうら市、神栖市、桜川市及
び土浦市の全域

茨城県つくば市の旧筑波町エリア中心地にある旧筑波東中学校を、観
光等周辺産業への経済波及効果をもたらす拠点として整備する。「自
転車」と「筑波山地域ジオパーク」をテーマにした施設を一体的に整
備することで、集客を図り、旧筑波町エリアからつくば市全体、さら
には近隣自治体を含めた広域での地域振興を図る。

地方創生拠点整備交付金
第63回
R4.3.25

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/a022.pdf

【軽微変更】
R4.6.9

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2022keibi02/p
lan/k021.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県つくば市
移動の自由と安心安全で自
立した生活を支えるSociety 
5.0推進計画

茨城県つくば市の全域

本計画は「都市と郊外の二極化」や「多文化共生の不備」という構造
的な問題や、それらから発生する諸課題に対し、先端的な技術や住民
の情報リテラシー向上支援を行うことで、生活利便性の向上、高齢
化・人口減に対応したまちづくりを行い、「持続可能な地域社会の実
現」を目指すものである。具体的には、デジタルデバイド（情報格
差）の解消に向けた実証調査、市ポータルアプリの開発、パーソナル
モビリティシェアリングや荷物搬送ロボットの配備、移動スーパー等
の高度化等により、持続可能な社会の実現を目指す。

地方創生推進タイプ
第63回
R4.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0294.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県つくば市

「科学技術のまち、つく
ば」の情報発信力強化及び
探求・STEAMの学び推進プロ
ジェクト

茨城県つくば市の全域

つくば市は最先端の科学技術が集積する研究学園都市として、目指す
まちの姿の１つに「市民のために科学技術をいかすまち」を掲げてい
るが、市民が科学技術の恩恵を十分に実感できている環境とはいえな
い状況である。本事業では、市民が科学技術に関する情報により多く
触れられる環境の構築と、次世代を担う子供たちの成長のため科学技
術を活用することで、新たなまちの活力を生み出し、住みやすい・住
みたい街として将来にわたって選ばれ続ける持続可能な「科学技術の
まち」をつくることを目指す。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0107.pdf

R8.3.31

茨城県 ひたちなか市
ひたちなか市「水環境保
全」計画

ひたちなか市の全域

　本市は、駅を中心に市街地が形成され都市化が進行しているが、周
辺は田畑も多く、また、中小河川が市街地にくさび状に入り込み、台
地縁辺部は豊かな緑が帯状に連なっている。しかし、市内を流れる中
小河川は、市街地からの生活排水等の影響により水質汚濁が急激に進
んでいる。汚水処理施設等の普及により改善されてきたが、平成１６
年度末の汚水処理人口普及率は、７３.４％にとどまっており、更なる
汚水処理施設の整備促進を図ることにより、サケが遡上する那珂川な
どの豊かな水環境の保全を行う。

汚水処理施設整備交付金
第02回

H17.11.22
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai2nintei/17

toke.pdf

H22.3.31

茨城県 ひたちなか市
ひたちなか市「暮らしと水
環境の共生」計画

ひたちなか市の全域

　ひたちなか市は、駅を中心に市街地が形成され都市化が進行してい
るが、周辺には田畑も多く、また、中小河川が市街地に楔状に入り込
み、豊かな緑も残されている。しかし，市内を流れる中小河川は、市
街地からの生活排水等の流入により水質汚濁が進行したが、汚水処理
施設等の普及や環境教育・学習の推進、環境保全活動により徐々に改
善されてきた。しかしながら、平成２０年度末の汚水処理人口普及率
は７４．４％にとどまっており、更なる汚水処理施設の整備促進を図
ることにより、公共用水域の水質を改善し、暮らしと水環境の共生を
目指す。

汚水処理施設整備交付金
第15回

H22.3.23
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai15nintei/p
lan/22a.pdf

H27.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 ひたちなか市
ひたちなか市水環境再生計
画

ひたちなか市の全域

河川の水質改善を進め、豊かな水環境の保全を図るため、公共下水道
については事業計画区域のうち、堀口・市毛，八幡町および中根地区
の整備を行う。公共下水道の事業計画区域と農業集落排水施設の既整
備区域を除く市内全域について浄化槽の整備促進を図り、汚水処理施
設の総合的な整備により汚水処理人口普及率を向上させ、効率的に地
域の生活環境を改善する。また環境教育・環境学習の推進として、環
境シンポジウムおよび環境講座の開催や環境保全活動等｢ひたちなか市
第２次環境基本計画｣に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施する。

汚水処理施設整備交付金
第31回

H27.3.27
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai31nintei/p
lan/a010.pdf

R2.3.31

茨城県 ひたちなか市
高校生による地方創生プロ
ジェクト

ひたちなか市の全域

那珂湊高校が取り組む「市の観光ＰＲや魅力発信」，「商品開発・販
売」を市が強力に支援するため，那珂湊高校生などの若者と市が協働
して市の観光振興施策に取り組むほか，商品開発や商品販売による稼
げるビジネスモデルの構築を行い，市が実施する創業支援事業も活用
しながら，地域に愛着を持ち，将来的に地域で起業・就職し，地域で
稼ぐことができる人材の育成と市の観光振興による那珂湊地区の活性
化を図る。

地方創生推進交付金
第45回

H29.11.7
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y108.pdf

R2.3.31

茨城県 ひたちなか市
ひたちなか市地域における
きれいな水環境推進計画

ひたちなか市の全域

河川の水質改善を進め，公共下水道については事業計画区域のうち、
ひたちなか市水環境再生計画に基づき整備を行っていた市毛南地区の
整備を継続して行うとともに，新たに住み続けたい・住みやすい居住
環境の構築を目指し，佐和駅東地区及び阿字ヶ浦地区の整備に着手す
る。また，公共下水道の事業計画区域，農業集落排水施設の既整備区
域と常陸那珂公共下水道区域を除く市内全域について合併処理浄化槽
の整備促進を図り，汚水処理施設の総合的な整備により汚水処理人口
普及率を向上させ，効率的・効果的に本市地域の生活環境を改善す
る。

地方創生汚水処理施設整備推進交付
金

第55回（１）
R2.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a152.pdf

【軽微変更】
R5.3.6

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi05/p
lan/k07.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県ひたちなか市
ひたちなか市移住・定住促
進事業

茨城県ひたちなか市の全域

本市人口は，平成24年の157,153人をピークに減少局面に入り，平成28
年3月に策定した「ひたちなか市人口ビジョン」を下回って減少が続い
ている。こうした中，本市の強みである，首都圏からのアクセスの良
さや住みやすさを活かし，市民や事業者と連携しながらプロモーショ
ン及び移住・定住促進事業を実施することにより人口減少対策に取り
組む。特に若い世代を中心とした転入促進・転出抑制に取り組み，令
和7年における人口15万人の維持を目標とし，持続可能なまちづくりを
進める。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0298.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県ひたちなか市
ひたちなか市まち・ひと・
しごと創生推進計画

茨城県ひたちなか市の全域

本市の地理的優位性を活かして産業を活性化し，日々の生活を支える
働く場を確保するとともに，人々が絆で結ばれ，観光，教育，文化，
スポーツなど様々な分野で交流を創出し，まちの活力を高めながら，
将来を担う子どもたちが夢と希望を抱き，末永く健やかに暮らすこと
のできる，多くの方に「選ばれるまち」となるため，「産業の活性化
と雇用の創出」「つながりを築き，新しい人の流れをつくる」「結
婚・出産・子育てへの支援」「時代にあった地域づくり」の４つの基
本目標を設定し，まちを持続的に発展させていくための取組を進めて
いく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/c045.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県鹿嶋市
鹿嶋市鹿島神宮周辺地区地
域再生計画

茨城県鹿嶋市の区域の一部（鹿島神宮周辺地
区）

中心市街地活性化基本計画の内閣府認定に向け，市や商工会並びに関
係諸団体が出資するまちづくり会社を設立し，同法人の初期の経営を
軌道に乗せるため，市が3年程度の期間において，法人が実施する次の
賑わい創出に関する事業経費について支援を行う。
　まちづくり会社の経営には商工会・商店会・観光協会等が参画する
と共に，知識経験を有する専任のタウンマネージャーを採用し，効果
的・効率的な事業の取組を推進していく。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
R1.8.23

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/y028.pdf

R3.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県鹿嶋市
鹿嶋市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県鹿嶋市の全域

企業版ふるさと納税制度の活用により、地域のステークホルダーとの
共創によるまちづくりを行い，人口減少と地域経済の縮小を克服する
ための持続可能なまちづくりを推進するとともに，まち・ひと・しご
との創生と好循環を確立させる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

R4.7.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/y021.pdf

2022年５月に申
請した地域再生
計画の変更の認

定の日

茨城県 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市及び鉾田市
鹿行広域ＤＭＯプロジェク
ト

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市及び鉾田市
の全域

鹿島神宮をはじめとする鹿行５市の豊富な観光資源の磨き上げを行う
とともに、スポーツツーリズムやアグリツーリズムの要素を加えるこ
とで、他にはないスポーツ先進地としての観光ブランドを確立する。
さらに、鹿行広域ＤＭＯを設立することで、稼ぐ仕組みをつくり、地
域経済の活性化を図る。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y110.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県鹿嶋市
第２期鹿嶋市まち・ひと・
しごと創生推進計画

茨城県鹿嶋市の全域

企業版ふるさと納税制度の活用により、地域のステークホルダーとの
共創によるまちづくりを行い，人口減少と地域経済の縮小を克服する
ための持続可能なまちづくりを推進するとともに，まち・ひと・しご
との創生と好循環を確立させる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第64回
R4.7.8

R5.8.17

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/y036.pdf

R7.3.31

茨城県 潮来市
河岸跡を活用したまちづく
り

潮来市の区域の一部（潮来市潮来四丁目及び
五丁目地区）

本市の繁栄・発展の象徴とされたこの津軽河岸跡に誘客施設を新たに
整備し、観光地としての魅力を高めて周遊ルートを創出することで、
観光客の増加や滞在時間の延長を図るとともに、観光業や商業の振興
及び交流人口の拡大、街のにぎわいの創出を目指す。

地方創生拠点整備交付金
まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第40回（１）
H28.11.29

H30.11.9

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai50nintei/p
lan/y005.pdf

R3.3.31

茨城県 潮来市
水郷潮来プライド米プロ
ジェクト

潮来市の全域

農業の価値を再認識し、新たな価値の創出と市場の開拓を実現する。
生産調整の作付作物として新規需要米（米粉用米）を生産し、米粉か
ら米麺（生麺）を作ることをチャレンジプロジェクトにする。また、
米麺の開発メニュー・商品化に取り組む

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y131.pdf

H31.3.31

茨城県 潮来市
水郷潮来コミュニティ・ビ
ジネス革命２０１８

潮来市の区域の一部（潮来地区）

歴史ある津軽河岸跡は、前川護岸整備により、新たな水上交通（ろ
舟）によりつながり、地域資源を活かした拠点づくりを目指す。食と
文化をコンセプトに水郷景観の魅力で、観光滞在時間の延長と周遊
ルートを創出し、飲食業のほか、観光産業の中核をなす宿泊業やお土
産ものづくり産業、潮来花嫁産業など潮来独自のコミュニティ・ビジ
ネスの確立と関連する産業分野において、それぞれの生産性が向上す
ることを目指している。

地方創生拠点整備交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a147.pdf

R5.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 潮来市
豊かな自然　あふれる元気　
みんなでつくる水の郷　潮
来

潮来市の全域

「豊かな自然　あふれる元気　みんなでつくる水の郷　潮来」をス
ローガンとして魅力あふれる水郷潮来としてのふるさとづくりを目指
し、生活排水の処理施設を一体的に整備することにより、生活環境の
改善と公共用水域の浄化を通じて、移住・定住の促進を図る。

地方創生汚水処理施設整備推進交付
金

第47回
H30.3.30

R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y138.pdf

R4.3.31

茨城県 潮来市
「農」と「観」のあるま
ち。水郷潮来ＭＹＳＴＥＲ
Ｙプロジェクト

潮来市の全域

潮来市は、「潮来産米による6次産業化」として米粉の優位性を活かし
た新商品の開発を後継事業として進め、農業地活用につなげる。
次に、イネ科「まこも」を水田で育成。草丈が２ｍ弱となる若葉、一
般的には廃棄されるが、需用の可能性は多くあり神秘性がある。まこ
も若葉による食用と土産品などの新商品を創る。
「潮来産の米粉やまこも」の6次産業化開発商品を「郷土の食」として
地域の特徴にし、この地でしか味わえない、潮来らしさを地域限定の
品として発信し、通年を通して観光客の記憶に残る郷土食として位置
付けていく。

地方創生推進交付金
第51回

H31.3.29
R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y136.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県潮来市
水郷潮来サプリメント計画
～ＳＤＧｓなあやめ園を目
指して～

茨城県潮来市の全部

潮来市は，古くから水運の要衝地として栄えてきた歴史を持つ。毎年
開催する「水郷潮来あやめまつり」は，約72万人の観光客を迎え，会
場となる「水郷潮来あやめ園」には，500種100万株の花菖蒲が咲き誇
る。本事業は、このシンボリックな観光施設であるあやめ園に，新た
に水郷地ならではの「ヒト・コト・モノ」を「サプリメント」として
栄養を与え、代替性のない観光資源で持続可能な水郷潮来あやめ園を
創り出す。今後の潮来市の観光の在り方を大きく左右する挑戦となる
事業である。

地方創生推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y158.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県潮来市
第２期潮来市まち・ひと・
しごと創生推進計画

茨城県潮来市の全域

第２期戦略において目標とする将来人口は、2040年において約21,000 
人とします。
なお、次の事項を本計画期間における基本目標として掲げ目標の達成
を図ります。 
・基本目標１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 
・基本目標２ 本市とのつながりを築き、本市への新しいひとの流れを
つくる 
・基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
・基本目標４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域
をつくる

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/c047.pdf

R7.3.31

茨城県 守谷市

「ママが活躍するまち」プ
ロジェクト（テスト運営・
テストマーケティング・起
業家連携事業）

守谷市の全域

加速化交付金事業として決定いただいた「ママが活躍する"まち"」プ
ロジェクト（才能豊かなママたちが創業を目指すプロジェクト）を深
化させるもの。具体的には、事業推進主体として設置したプロジェク
トチームにおいて、創業の1つとしてママたちがママたちのために営業
する「ママカフェ」を運営することとなり、この「ママカフェ」につ
いて、「どのような価格がターゲットの希望価格か」、「どのような
商品が良いか」ということを検証するためのテスト運営及びテスト
マーケティングを実施する。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
H29.11.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai45nintei/p
lan/y017.pdf

H31.3.31

茨城県 守谷市
「学生が輝くまち」再生プ
ロジェクト

守谷市の区域の一部（みずき野地区）

本プロジェクトは、学生を呼び込み、「学生が輝く"まち"」として再
生する事業である。地域活動に関心がある学生に参加していただき、
地区に愛着を持っていただいた上で、市が借り上げた空き家に移り住
んでいただく。また、町内会、学生、事業者、行政が「協議会」を設
立し、地区の長期ビジョンを作成する。地域での生活・活動をにより
シビックプライドが醸成され、将来は、東京圏との近接性を強みに持
つ本市を「第2のふるさと」として選択いただくことにつなげ、将来に
向けて永続的な人の流れを創出することを目指すプロジェクト。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai39nintei/p
lan/a139.pdf

H31.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 守谷市
「農が繋ぐまち地域資源連
携推進」プロジェクト

守谷市の全域

現在、試験的に取組を展開している「もりや循環型農食健協議会」と
市が連携することで、新たな展開を生み出すものである。具体的に
は、農業を切り口に、地域資源（農産物・自然・文化）を繋げ生かす
活動（例：朝市、グリーン・ツーリズム、商品開発）を通して、加工
業・飲食業・観光事業分野が自主的、かつ主体的に地域産業を発展さ
せる環境を整える。また，茨城県の玄関口である立地的優位性を生か
し、先進的な都市近郊農業モデルを学べ（アグリラボ）、実証できる
環境を構築し、新たな農業就労者が育っていく環境を整える。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y111.pdf

R2.3.31

茨城県 守谷市
みんなが守谷を好きになる
「野鳥の森散策路と鳥のみ
ち」協働推進プロジェクト

守谷市の全域

本事業は市と市民任意団体「守谷市観光協会」や企業等が連携し、地
域資源「野鳥の森散策路と鳥のみち」を活用し観光振興事業を展開す
ることで、雇用を創出し自主的に発展できるような仕組みを構築す
る。具体的には、森の丸太道の安全性や快適性の向上のため、市民、
企業、行政等が協働で野鳥の森散策路と鳥のみちの強化作業を実施す
る。また，この守谷の魅力を広域的に発信しつくばエクスプレス等の
民間企業と連携した自然体験ツアーを開催することで、将来的な地方
への人の流れや雇用を創出、持続的な経済効果をもたらす環境を整え
る。

地方創生推進交付金
第45回

H29.11.7
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai45nintei/p
lan/a038.pdf

【軽微変更】
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2019nendo/kei

bi/050.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県守谷市
守谷市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県守谷市の全域

守谷市が抱える課題や，守谷市の都市的特性に加え，国の総合戦略等
を踏まえながら，人口減少・超高齢社会の環境下における守谷市の総
合戦略展開の基本的な考え方を整理し，本計画における守谷市の基本
目標を「結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境を創る」、「“住
まう”場としての魅力を高めＵ・Ｉ・Ｊターンを創る」、「安定した
生活を支える就労環境を創る」、「将来にわたって持続可能な新しい
「まち」を創る」の4つとして定め推進していく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

R4.7.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/y022.pdf

2022年５月に申
請した地域再生
計画の変更の認

定の日

茨城県 茨城県守谷市
豊かな自然と人の賑わいが
共存するサステナブルな駅
前拠点創出プロジェクト

茨城県守谷市の全域

市の中心に位置する守谷駅東口市有地を多くの市民や市民団体，市内
事業者や民間企業などが集まる駅前の拠点へする。具体的には，協議
会を大和リースと共に立ち上げ，協議会員が自主的，主体的に駅前に
賑わいを創出する環境を整え，オープンスペースがイベント等実施し
やすい場所になるようにサポート体制を作り，相談窓口を常設し，協
議会員自らも賑わいに資する様々なイベントを実施する。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0299.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県守谷市
第２期守谷市まち・ひと・
しごと創生推進計画

茨城県守谷市の全域

子育て支援の環境整備を充実させ、子どもを生み育てやすい環境の創
出や、多様な働き方が実現できるまちの整備、先進的で質の高い教育
環境の整備、安心して暮らすことができる地域の形成など、様々な戦
略を展開する。
国の総合戦略を踏まえた本市の総合戦略について「出産・子育ての希
望をかなえる」「自然の中で活力にあふれ、愛着や誇りが持てるまち
をつくる」「新しいひとの流れをつくる」「誰もが安心して働ける環
境をつくる」を４つの柱として推進していく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第64回
R4.7.8

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/a024.pdf

R7.3.31

茨城県 常陸大宮市
常陸大宮市豊かな自然と調
和した地域再生計画

常陸大宮市の区域の一部（栄町地区、南町地
区、中富町地区、抽ヶ台町地区、上町地区、
岩瀬地区）

　常陸大宮市は、茨城県の北西部に位置し、市内の約１７％が農用
地、約６０％が森林原野である。市内の一級河川である那珂川、久慈
川は鮭の遡上する河川で、鮎釣りや水辺で楽しむ人たちに親しまれて
いる。しかし、近年の生活様式の変化や、農業生産様式の変化によ
り、河川の水質汚濁や農業用排水の汚濁が進み、農作物の育成障害や
住環境の悪化など、農業生産及び農村生活の両面に渡り問題が顕在化
している。このため、市では汚水処理施設整備に取り組んできたが、
汚水処理人口普及率は６１％と全国平均を下回っている。このため、
更なる整備による自

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H19.3.30 - H22.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 常陸大宮市
常陸大宮駅周辺の魅力と活
気あふれる快適なまちづく
り

常陸大宮市の全域

常陸大宮駅周辺整備基本計画を策定し、駅を中心とした交通結節点の
整備による公共交通機関の利便性の向上や人が集い賑わいのある商業
環境を創出するため、加速化交付金で取り組んでいる市内循環バス実
証運行の活用、また、起業サポート事業を拡充し空き店舗を活用した
「チャレンジショップ」制度の創設や、開業にあたってのサポートに
取り組む。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H29.5.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/y

095.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県常陸大宮市
常陸大宮市まち・ひと・し
ごと創生推進計画

茨城県常陸大宮市の全域

第２期常陸大宮市創生総合戦略に掲げる①しごとの創出・応援事業，
②人の流れづくり事業，③結婚・出産・子育て応援事業，④魅力ある
まちづくり事業に取り組むことにより，地域課題を解決し，人口減少
の加速と高齢化の進行に歯止めをかけ，常陸大宮市の創生の実現を目
指します。なお，事業の推進にあたっては，「女性が活躍できる地域
社会の構築」，「関係人口の創出・拡大と活用」，「新しい時代に向
けた取組へのチャレンジ」という３つの視点を取り入れ，それぞれの
取り組みを効果的かつ有機的につなげ，横断的に進めます。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第56回
R2.7.3

R3.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/y139.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県常陸大宮市 御前山ダム周辺活性化事業 茨城県常陸大宮市の全域

常陸大宮市では、人口が減少している中ではあるものの、活気のある
地域づくりを進めるため、地域間交流や観光振興の取組を推進し、地
域振興・地域活性化、移住につながる事業を進めている。このような
中、茨城県では全県的なアクティビティの機運の高まりをみせてお
り、本市においても、令和４年度に御前山ダムの湖面利用が可能と
なったことから、この時期を好機と捉え、御前山ダムを観光誘客等の
起爆剤として活用を図り、当市の親和性の高い農業体験を通した学習
や、就農による移住を促進し地域の活性化に取り組む。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0108.pdf

R8.3.31

茨城県 常陸大宮市及び茨城県東茨城郡城里町
御前山・那珂川を活用した
広域連携による地域再生計
画

常陸大宮市及び茨城県東茨城郡城里町の区域
の一部(御前山地区及び桂地区)

前身事業において実施した事業について、新たなコンテンツを盛り込
み継続して実施する。新たなコンテンツを取り込むことで新規の観光
商品の開発や、更なる誘客の増客に繋げる。交流人口の増加や地域の
魅力発信を目的として、地域の特色を生かしたイベントの企画等を行
い、当地域の観光強化を図り日本版DMOの設立を目指す。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y112.pdf

R2.3.31

茨城県 那珂市
那珂市「安全で快適な住み
やすいまちづくり」計画

那珂市の全域

　那珂市は、高度成長期以降、近隣都市のベッドタウンとして発展し
たが、急速な宅地開発と、これに伴う人口の急増により、生活雑排水
等の汚水の処理施設整備の立ち後れが目立ち、自然環境の悪化を招い
ている。市では、この問題に対処するため、汚水処理施設整備を進め
てきたが、平成１６年度末の汚水処理人口普及率は６１％である。こ
のため、市ではさらなる汚水処理施設の整備により自然豊かな地域環
境の保全を図るとともに、住民参加による清掃活動や景観維持活動を
推進することで住環境の充実を図り、安全で快適な住みやすいまちづ
くりを行う。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.7.3 - H20.3.31

茨城県 那珂市
那珂市「魅力ある快適な環
境づくり」計画

那珂市の全域

　那珂市は、「魅力ある快適な環境づくり」を目指し、昭和５８年度
より公共下水道事業、平成５年度より浄化槽の設置に対し補助事業を
活用し、汚水処理の普及を進めてきた。汚水処理施設整備交付金を活
用することで、下水道区域・浄化槽区域の計画的かつ一体的な整備を
促進し、河川環境など貴重な財産である自然豊かな地域環境の保全を
図る。また、汚水処理人口普及率の向上はもとより、清掃活動や景観
維持活動等を相互に展開し、住民の環境意識を向上させ、快適な環境
づくりを進める。

汚水処理施設整備交付金
第09回（２）

H20.3.31
H22.3.23

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/100323/plan/1

4a.pdf

H24.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 那珂市
那珂市「未来に夢がもてる
まちへの環境づくり」計画

那珂市の全域

　那珂市では「未来に夢がもてるまちへの環境づくり」として排水処
理整備を進めるため、公共下水道、農業集落排水の整備促進により、
河川環境などの貴重財産である自然豊かな地域環境の保全を図り、汚
水処理人口普及率の向上、及び清掃活動や景観維持活動への参加者を
増加させる。

汚水処理施設整備交付金
第21回

H24.3.29
H26.3.28

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai27nintei/p
lan/y07.pdf

H28.3.31

茨城県 那珂市
那珂市「一人ひとりが輝く
まちへの環境づくり」計画

那珂市の全域

市民とともに創る豊かな生活文化都市にふさわしい一人ひとりが輝く
まちを目指し、生活排水等の処理施設を一体的に整備することによ
り、生活環境の改善と公共用水域の浄化を通じて、移住・定住の促進
を図る。

地方創生汚水処理施設整備推進交付
金

第38回
H28.8.2

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai38nintei/p
lan/a110.pdf

R2.3.31

茨城県 那珂市
いい那珂暮らし魅力発信定
住促進事業

那珂市の全域

本計画は、本市の特性である住みよさや交通の利便性、地域資源を生
かし、官民協働で市の魅力を発信、定住促進に取組む「いい那珂暮ら
し応援団」を設立し、「シティプロモーション推進事業」、「いい那
珂暮らし促進事業」を一体的に開始することにより、本市の交流人
口、定住人口増を目指すものである。
本市への定住を促進するため、当該事業や関連事業など、市の魅力向
上、いい那珂暮らし応援団活動支援及び移住者への支援制度の充実な
どに資する取組を一体的に実施する。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y133.pdf

H31.3.31

茨城県 那珂市
静峰ふるさと公園魅力向上
事業

那珂市の全域

本計画は、本市の特性である住みよさや交通の利便性、地域資源を生
かし、官民協働で市の魅力向上の促進に取組みとして、市の観光資源
である静峰ふるさと公園を再整備し、「静峰ふるさと公園魅力向上事
業」、を実施することにより、本市の交流人口増加を目指すものであ
る。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a111.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県那珂市
静峰ふるさと公園活性化事
業

茨城県那珂市の全域

静峰ふるさと公園を多世代が四季を通じて集える公園として地域振興
の拠点となるように、来園者がより公園に愛着を持ち市への再訪の機
会を増やすことで、交流人口から関係人口への深化を図るとともに、
地域住民・団体等と連携し、民間主体で市との関係性と公園の賑わい
が継続する体制の構築を図る。また、官民共同でイベント等を実施
し、公園の新たな活用方法を示すことで、今まで来園機会のなかった
人や団体を誘致し、収益性を高め、更なる地域振興を図る。

地方創生推進交付金
第55回（１）

R2.3.30
R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y159.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県那珂市
デマンド交通域外運行拡充
事業

茨城県那珂市の全域

鉄道駅やバス停まで歩くことが困難な方や運転免許を返納した高齢
者、小さな子どもを連れた保護者や妊娠中の方など、車を持たない、
運転できない交通弱者等の移動手段の確保並びに外出機会の創出を図
るため、自宅から市内全域及び水戸市中心部まで乗換えが不要で移動
することができるデマンドタクシーの運行体系を拡充し、住民が適切
な医療を受けるために必要な移動体制や健康で安心して安全に生活で
きる交通環境を整備する。

地方創生推進タイプ
第51回

H31.3.29
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0301.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県那珂市
那珂市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県那珂市の全域

那珂市の人口は2000年の55,069人をピークに減少しており、2040年に
は2015年比で総人口が約87％となる見込みである。人口の減少は出生
数の減少、大学等への進学や雇用の機会を求める若い世代が市外へ流
出したことなどが原因と考えられる。これらの課題に対応するため、
市民の結婚・妊娠・出産・子育ての希望の実現を図り自然増につなげ
る。また、移住を促進するとともに、安定した雇用の創出や活力にあ
ふれた安全・安心な環境の確保に向けたまちづくり等を通じて、社会
減に歯止めをかける。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第56回
R2.7.3

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai56nintei/p
lan/a052.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県那珂市
アグリビジネス戦略推進事
業

茨城県那珂市の全域

儲かる農業を目指して営農活動を行っている担い手の所得向上を支援
するほか、那珂市農産物の魅力を発信して需要を喚起し、農業が儲か
る就業先として認知度を高めることで新規就農者の確保を推進し、遊
休農地の解消、農業分野からの地域活性化を促進する。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0300.pdf

R6.3.31

茨城県 筑西市
筑西市「人と自然、共生文
化都市」鬼怒川・小貝川清
流再生計画

筑西市の全域

　筑西市内を南北に貫流している鬼怒川・小貝川は緑豊かな自然環境
を形成し、農業生産を支えて住民生活と共存してきた。しかし、近
年、市街地等からの生活排水が両河川に流入し、水質の悪化を招いて
いる。この課題に対応すべく、昭和４９年から公共下水道事業に着手
した結果、汚水処理人口普及率は５３％に達したが、いまだ高水準と
は言えず、一層の効率的な整備が必要である。このため、更に整備を
進めて鬼怒川・小貝川の清流を再生し、水と緑に囲まれた豊かな自然
環境と都市活動が共生できるまちづくりを目指す。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H21.3.27

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/090327/plan/1

7a.pdf

H22.3.31

茨城県 茨城県筑西市
筑西市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県筑西市の全域

本市の総人口は、自然増減については、出生数の減少と死亡数の増加
により自然減、社会増減については、転出数が転入数を上回ってお
り、社会減で推移している。このような人口の自然減及び社会減に対
応するため、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるなどの
『自然減対策』、安定した雇用を創出するとともに、新しい人のなが
れをつくる・地域協働など時代に合わせたまちづくり等の『社会減対
策』を強力に推進する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0302.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県筑西市
下館駅周辺のにぎわい創出
プロジェクト

茨城県筑西市の全域

下館駅周辺の賑わい創出の拠点として、以下の整備を行う。
「中央図書館の東側スペースにコンテナハウスの設置工事及びコンク
リ基礎等の工事を行う。また、水道、電気等の飲食店に必要な設備工
事を実施する。」、「キッチンカーの営業に必要な施設整備として、
インターロッキング敷設など路面の整備を行う。」、「店舗のオー
ダーは利用者のスマートフォン等で行うほか、QRコード決裁の積極的
な活用などのデジタル化を進めるとともに、併せてWi-Fi等の無線通信
機器を設置し、屋外でテレワーク等ができる場として整備する。」

地方創生拠点整備タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0109.pdf

R10.3.31

茨城県 坂東市

坂東の魅力創出“がんばん
ＤＯプロジェクト”～豊か
な自然－坂東らしさ－地域
資源を活かした雇用創出で
魅力あるまちづくり～

坂東市の全域

本市の基幹産業である農業においての農家数の減少や後継者不足等、
また商業においても、大型小売店舗の出店や後継者不足による空き店
舗の増加等の課題が山積する中で、実践型地域雇用創造事業を導入
し、地元野菜等を活用した６次産業化による農業の活性化、遊休農
地・耕作放棄地を活用したグリーンツーリズム等の新観光ビジネスの
構築、本市中心市街地に立地する廃業した酒造を商業集客マグネット
施設として活用した中心市街地活性化を図り、人材育成や雇用の創出
並びに拡大を生みだし、市内全域の産業の振興を図ることを目的とす
る。

実践型地域雇用創造事業
第26回（２）
H25.11.29

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai26nintei/p
lan/kouhan_pla

n2.pdf

H28.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県坂東市
坂東市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県坂東市の全域

本市の人口は、1995年の約59,700人をピークに減少に転じており、
2045年には約37,000人まで減少すると推計されている。本市総合戦略
の基本目標[①本市における安定した雇用の創出、②本市への新しいひ
との流れをつくる、③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る、④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地
域と地域を連携する]に基づく施策を積極的かつ集中的に推進すること
で、将来にわたっての成長力の確保と、誰もが安心して暮らせる持続
可能な都市の構築を目指す。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

R4.7.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/y023.pdf

2022年５月に申
請した地域再生
計画の変更の認

定の日

茨城県 茨城県坂東市
坂東市まち・ひと・しごと
創生推進計画（第２期）

茨城県坂東市の全域

本市の人口は、1995年をピークに減少に転じ、今後も減少すると推計
されている。本市総合戦略の基本目標［①稼ぐ地域をつくるととも
に、安心して働けるようにする、②本市とのつながりを築き、本市へ
の新しいひとの流れをつくる、③結婚・出産・子育ての希望をかなえ
る、④ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつく
る］及び横断的な目標［①多様な人材の活躍を推進する、②新しい時
代の流れを力とする］に基づく施策を推進し、将来にわたっての成長
力の確保と誰もが安心して暮らせる持続可能な都市の構築を目指す。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第64回
R4.7.8

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/a025.pdf

R7.3.31

茨城県 稲敷市
水辺文化育む空間づくり計
画

稲敷市の全域

　稲敷市は、我が国第２位の湖面積をもつ霞ヶ浦、利根川などの水辺
環境に恵まれており、ボートや釣りなどの観光客が多く訪れる。市で
は更なる観光人口の増加を図るため、観光拠点施設整備を進めてい
る。しかし、近年、生活様式の高度化により、生活排水の流入による
水質悪化が進み、観光振興を図るうえでも大きな問題となっている。
このため、汚水処理施設整備をより一層促進し、水辺環境を保全する
とともに、観光拠点施設の整備を進め、水辺空間を核とした人的交流
の活性化による地域の再生を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H19.3.30 - H20.3.31

茨城県 茨城県稲敷市
稲敷市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県稲敷市の全域

本市の人口は、住民基本台帳によると2020年３月時点で39,467人と
なっており、人口減少を抑制する施策を実施しない場合、2040年には
26,273人まで減少する見込みです。合併以来、人口減少および少子高
齢化等が進行する状況が継続していますが、本計画により人口減少の
抑制を図るとともに、人口減少・少子高齢化等が進行する中でも市民
の方々が笑顔で健康的な暮らしを継続できる地域を目指し、「雇用」
「移住定住」「子育て」「シティプロモーション」といった課題に取
り組むとともに、持続可能な街づくりを進めます。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第58回
R2.11.6

R3.11.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai62nintei/p
lan/y009.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県稲敷市

霞ヶ浦を望む和田公園にお
けるサイクリスト・キャン
パーと「稲敷＝ツナガル」
交流拠点整備事業

茨城県稲敷市の全域

霞ヶ浦に突き出した和田岬にある風光明媚な「和田公園」は国のナ
ショナルサイクルロードの１つである「つくば霞ヶ浦りんりんロー
ド」上にあり、自然豊かな園内はデイキャンプ場として穴場的な人気
を博しているが、来訪者はキャンプ場とサイクリングコース以外へ赴
くことがなく、地域への経済効果が薄い。そこで、公園内に地場産品
を販売できたり、キッチンカーが出店したくなるような昼食スポット
になる施設をつくり、さらに、そこで地域情報を発信することで、訪
れた観光客へ本市のＰＲを行い、地域経済の活性化を促進する。

地方創生拠点整備タイプ
第68回
R5.8.17

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/a017.pdf

R10.3.31

茨城県 かすみがうら市
母なる湖「霞ヶ浦」再生計
画

かすみがうら市の区域の一部（霞ヶ浦地区）

　市内にある国内第２位の湖である霞ヶ浦は、人々の生活に密接した
湖として地域の農業や漁業を支えてきたが、昭和30年代中頃に工業・
畜産排水や生活雑排水の流入で汚濁が問題となり、さらに水門の閉鎖
で汚濁に並びアオコが発生し、水産資源も枯渇する状況になった。こ
のため国や県、近隣市町村の環境保全対策や水質改善への取り組みが
推進されてきたが十分ではない。このため、本計画で一層の汚水処理
施設整備による水質改善を進める。これをもって湖の再生とし、水質
が向上した霞ヶ浦の水源を活用して基幹産業である農業漁業の生産向
上を図り、地

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.11.16 - H22.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 かすみがうら市
第２期母なる湖「霞ヶ浦」
再生計画

かすみがうら市の区域の一部（霞ヶ浦地区）

　かすみがうら市は、日本第２位の面積を誇る湖「霞ヶ浦」と筑波山
系の南麓にはさまれた田園都市であり、稲作やレンコン栽培などの農
業の他に漁業が盛んな地域である。しかし近年、家庭生活排水の流入
等から霞ヶ浦の水質が悪化しており、農業や漁業に影響を及ぼしてい
る。このため県でも平成１９年に水質保全条例を制定し、環境保全に
取組んでいるところだが、当市としてはより一層の環境保全対策を講
じるため、当計画により汚水処理施設の整備を促進し、霞ヶ浦の水質
保全を図ることで、地域の基幹産業である農業、漁業の生産向上を目
指す。

汚水処理施設整備交付金
第15回

H22.3.23
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai15nintei/p
lan/23a.pdf

H25.3.31

茨城県 茨城県かすみがうら市
かすみがうら市まち・ひ
と・しごと創生推進計画

茨城県かすみがうら市の全域

　今後の人口動向については、出生率の低下と高齢者の増加により、
当面は自然減少が基調になると考えられるが、2060年に約 30,000 人
（社人研推計23,000人）を維持することを本市の人口ビジョンとして
掲げ、積極的な企業誘致による安定した雇用の確保、移住・定住の推
進や観光振興の強化による交流人口・関係人口の増加、結婚子育ての
充実、多文化共生によるまちづくり、SDGｓや新しい技術の取り込み
等、人口減少に歯止めをかける効果的な取組を進めていく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

R3.11.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai62nintei/p
lan/y010.pdf

R7.3.31

茨城県 桜川市
「桜川」いにしえの清流再
生計画――世阿弥の舞台
「桜川」の再生――

桜川市の全域

　岩瀬町には世阿弥の謡曲「桜川」で有名な桜川が町の東西を流れて
いるが、近年、生活排水の流入により汚染が進行し、その汚水は町民
が飲料水等の供給を受けている霞ヶ浦に注いでいる。町民に安心安全
な水を供給するために、公共下水道の整備と浄化槽の普及を積極的に
進め、きれいな桜川を取り戻すとともに、四季折々の自然を楽しめる
よう魅力ある水辺空間の整備を行う。さらに、平成17年10月に大和
村、真壁町との合併により誕生する「桜川市」の名称にふさわしいま
ちづくりとして、桜川沿いの自転車道や遊歩道を整備し、3町村の住民
の交流を促

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H19.3.30 - H22.3.31

茨城県 桜川市
地域固有資源「ヤマザク
ラ」を核とした桜川市の稼
ぐ力創造プロジェクト

桜川市の全域

桜川市の地域固有資源である「ヤマザクラ」を核に、茨城県内唯一の
重要伝統的建造物群保存地区「真壁の町並み」、日本一のサイクリン
グ環境整備を目指す広域自転車専用道路「つくば霞ヶ浦りんりんロー
ド」など、当市が有する固有資源を有機的に結び付け、その魅力を一
元的に発信・プロモーションするとともに、来訪者や移住希望者の受
け入れ窓口となる桜川市地域ＤＭＯを形成により、地域の稼ぐ力を創
造し、当市の魅力や“らしさ”と合致した続けられる仕事を創り、真
に持続可能な地域づくりに繋げる。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y113.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県桜川市
桜川市の魅力・地域力をあ
ますことなく発掘、創造、
発信する地域商社設立事業

茨城県桜川市の全域

市内の山桜の保全活用を推進し、「日本を代表する山桜の里」として
の価値を確立するとともに、山桜を核とした地域の稼ぐ力の創出・向
上を図るため、地域の生産者を取りまとめて、農産品等の地域資源の
ブランド化やマーケティング、販路開拓、観光商品開発等を行う地域
商社を設立する。

地方創生推進タイプ
第55回（１）

R2.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0303.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県桜川市
桜川市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県桜川市の全域

人口減少や少子高齢化による地域経済の縮小や生活利便性の低下に対
応するため、「稼ぐ地域をつくり、しごとをつくる」、「桜川市との
つながりを築き、新しいひとの流れをつくる」、「出産・子育ての希
望をかなえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的
な地域をつくる 」の４つを基本目標とし、地方創生に取り組む。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第56回
R2.7.3

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai56nintei/p
lan/a053.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県桜川市 桜川市移住・定住支援事業 茨城県桜川市の全域

桜川市の人口の社会増減は、一貫して社会減が続いている。このこと
により、地域社会の担い手が減少し、地域経済の縮小や生活利便性の
低下を招くことが懸念されるため、移住・定住の推進を地域で一体と
なって取り組み、桜川市への移住希望者一人ひとりのニーズに寄り
添ったサポート体制を整備することにより、市外からの移住者を増加
させ、地域の担い手の確保を図り、地域コミュニティの維持、地域経
済の活性化につなげる。

地方創生推進タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0110.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県神栖市
神栖市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県神栖市の全域

当市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所によると、2045年には
総人口が77,585人まで減少することが予測されている。人口減少や少
子高齢化が進むことで、地域における担い手不足やそれに伴う地域産
業の衰退、さらには地域コミュニティの衰退等、住民生活への様々な
影響が懸念される。これらの課題に対応するため、地域医療体制の整
備や安全・安心なまちづくり等を通じて、社会増の縮小傾向に歯止め
をかける。また、雇用環境や子育て支援のより一層の充実、教育環境
の整備を図り、自然増につなげる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第68回
R5.8.18

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/z008.pdf

R7.3.31

茨城県 行方市
誇れる湖「霞ヶ浦」再生計
画

行方市の全域

　行方市は西に霞ヶ浦（西浦）を、東に北浦を臨み、肥沃な行方大地
を舞台に、豊かな自然と歴史文化、そして多くの農産物を生産する地
方都市である。しかし、近年、生活水準の向上に伴い家庭からの生活
排水の流出が多くなり、側溝や農業用排水路等を経由して直接霞ヶ浦
に流入している現状にある。このことが、霞ヶ浦の水質悪化の要因の
一つになっている。このため、汚水処理施設の整備を一層促進するこ
とにより霞ヶ浦の水環境再生を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第12回

H21.3.27
H23.3.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/110325/plan/8

a.pdf

H26.3.31

茨城県 行方市
市民が創る健康・医療・福
祉のまち「弐湖の国なめが
た」

行方市の全域

行方市では、進学や就職を契機とした若年層の市外への流出による人
口減少が進んでいる。人口減少及び高齢化に対応できる持続性のある
まちづくりを推進していくためには、行政コストがかからないコンパ
クトなまちづくりが必要であり、市民が高齢になっても健康で生きが
いを持った生活を送ることができるようなまちづくりが必要である。
公共施設の最適化により、将来の行政コストの負担を軽減し、そして
公共施設の最適化により行政サービスの低下を招かないように、公共
交通の整備、ＩＣＴを活用した新しい行政サービスの提供を図ってい
く。

地域公共交通確保維持改善事業
第31回

H27.3.27
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai31nintei/p
lan/a011.pdf

R4.3.31

茨城県 行方市
テレビ放送公開収録用簡易
劇場整備事業

行方市の全域

　行方市においては、防災・減災に向けた情報伝達手段の複合化を図
る観点から、本年度、防災対応型エリア放送局を開局したが、平時に
おいては、市民はもとより、各界各層との連携・協働の下での、市外
の人材をも積極的に受け入れて、コミュニケーションツールとして確
立する。
　放送・通信双方を活用しての発信が可能であるため、さらに、参加
型劇場兼稽古場を整備し、起業家や発信の場を求める活動団体等を地
域への誘客し、「賑わいづくり」を創出し、地域の活性化を図る。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a112.pdf

R3.3.31

茨城県 行方市
霞ヶ浦ふれあいランド周辺
施設整備計画

行方市の全域

市の観光拠点である霞ヶ浦ふれあいランド周辺の施設及び市内商業施
設の活性化に向け実施をする。既存施設を利用し、新たな客層を集客
するための体験型の施設へリニューアルする。一方、市の主幹産業産
業である農業を活かし自然キャンパスアート事業を展開する。体験の
場・学びの場を提供。新たな事業を展開することにより入場料の増加
を図り、市内滞在時間を増やすことが、市内全体へ波及し、経済効果
へつなげていく

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

156.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 行方市
地域公共交通再編実施プロ
ジェクト

行方市の全域

本市の行方市総合戦略書に掲げる「市民のニーズにあった公共交通」
を実現するため、学校統廃合により必要となったスクールバス48台を
有効に活用し、子供たちと地域住民の混乗化及び間合い運行により、
市の中心部に位置するなめがた地域医療センターと各小学校を結ぶ新
規路線バスを整備することにより、域内交通と域外交通の接続が可能
となり、誰もが使える公共交通の確保が可能となり、地域住民と子供
たちがスクールバスを活用した新たなコミュニティの醸成及び地域の
活性化、安定的な運賃収入の確保による運行経費の縮減を図る。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
R1.8.23

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/y029.pdf

R2.3.31

茨城県 行方市
情報発信を核としたまちづ
くり活性化プロジェクト

行方市の全域

人材教育・養成事業
　エリア放送局を活用し， 映像編集等に関わる雇用創出や市民参加型
の番組編成を図るため、制作に関わる各種人材教育のための事業を実
施する。
コンテンツ魅力度向上
　質・量の両面での向上を図り、視聴率の高いテレビ局としての価値
を実現し、雇用の確保、地域活性化に繋げる。
その他の事業
　動画配信サービスシステム構築
　メタ情報権利ビジネスの構築

地方創生推進交付金
第49回

H30.8.31
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai49nintei/p
lan/a031.pdf

R3.3.31

茨城県 行方市
行方市情報発信日本一プロ
ジェクト

行方市の全域

行方市は、茨城県の南東部に位置し、県庁所在地水戸市から南に約40
ｋｍ、首都東京から北東に約70ｋｍの距離にあり、西は霞ヶ浦、東は
北浦の湖岸に接しており、南北約24ｋｍ東西約12ｋｍ、総面積は
222.48ｋ㎡である。産業は、農業が基幹産業であり、農業県である茨
城県内においても農業算出額が第３位（平成27年）となるほど優位性
を持つ地域である。交通は、茨城空港開港による観光面の活性化や、
東関東自動車道水戸線の開通による、首都圏及び北関東との交流促進
や連携強化による地域経済の発展、飛躍が期待される。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第40回（１）
H28.11.29

R2.3.31

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5502nintei
/plan/z029.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県行方市
行方市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県行方市の全域

将来にわたり持続可能なまちづくりを進めていくために，将来像とし
て「笑顔で住み続けたいまち，行方」，基本理念として「継続から変
革へ」「みんなが主役のまちづくり」「身の丈に合った市政運営」を
掲げ，若い世代の結婚・子育て等に関する希望を実現し，ニーズに
沿った定住・移住施策を推進する総合的な支援，雇用の拡大等の取り
組みを進める５つの重点プロジェクト（働く場の拡大，健康で文化的
なまち、住みやすい地域，みんなで育む，情報発信で日本一）を推進
する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/c048.pdf

R7.3.31

茨城県 鉾田市
鉾田市「安心して楽しめ
る」水環境再生計画

鉾田市の全域

　本町は、鹿島灘、霞ケ浦（北浦）など、水と緑にあふれ、豊かな自
然を有する町であるが、近年の生活様式の高度化による生活排水の増
加で、未処理の汚水が川や湖に流入し、水質悪化が進み、子供が安心
して楽しめる水辺の空間が失われつつある。これまで汚水処理施設の
整備や、環境学習を進めてきたが、水辺の環境に目立った改善は見ら
れていない。このため、引き続き、環境学習を推進するとともに、汚
水処理施設整備を一層推進し、公共用水域の浄化を図り、子供が「安
心して楽しめる」水辺の環境作りを進め、豊かな自然を感じることの
できる地域の再

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H19.3.30 - H22.3.31

茨城県 鉾田市
鉾田市「安心して楽しめ
る」水環境再生計画（第２
期）

鉾田市の全域

　鉾田市は水と緑にあふれ、豊かな自然を有するまちであるが、近年
の生活様式の高度化による生活排水の排出量の増加で、未処理の汚水
が河川や湖に流入し、水質の悪化が進み、子供が安心して楽しめる水
辺の空間が失われつつある。これまで汚水処理施設の整備や環境学習
を進めてきたが、水辺の環境に目立った改善は見られない。このた
め、引き続き、環境学習を推進するとともに、汚水処理施設整備を一
層促進し、こどもたちが「安心して楽しめる」水辺の環境づくりを進
め、豊かな自然を感じることのできる地域の再生を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第15回

H22.3.23
H27.3.27

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai31nintei/p
lan/y04.pdf

H29.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 鉾田市
ほこたグローカルブラン
ディング事業　～官民協働
市民プロジェクト～

鉾田市の全域

２０１８年に県内で開催される「世界湖沼会議」を契機とし、市民組
織を立ち上げ、本市の自然・水環境（特に北浦北部地域）を活かすた
め、域内の現地調査により、地域資源の掘り起し行う。その上で自然
及び野鳥観察等や遊歩木道、ノルディックウォーキングコース等の設
定を実施する。これにより、地域への市民の愛着度の向上、自然環境
を活かした誘客の促進、さらには住民主導による新たな市民協働のモ
デルの構築を図る。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai40-
2nintei/plan/a

107.pdf

H31.3.31

茨城県 鉾田市 ほこたブランド推進事業 鉾田市の全域

本市は、就業者数のうち第１次産業従事者が３分の１を占めるととも
に、農業関連企業が多く、農業関係の経済活動がまさに地域経済を牽
引している。このことから、農産物の付加価値向上と図るとともに、
農業のイメージアップ、観光レジャーとしての農業の活用、農業直売
所・飲食店との連携事業の実施により、ブランド力向上、担い手確
保、鉾田ファンの獲得による交流人口の増加を促し、地域経済の活性
化、魅力あるまちの創出を目指す。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

158.pdf

【軽微変更】
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2018nendo/kei

bi/071.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県鉾田市
「農業と観光のハーモ
ニー」 DAPPE project

茨城県鉾田市の全域

農業の更なる発展のための多角化の戦略として、「農業×観光」「農
業×物産」を切り口とし、多種多様な農業を組み合わせた観光レ
ジャーの開拓や、加工品等の開発による農産物の付加価値向上を図
り、農業・田舎暮らしに憧れる都会の若者層に、農業で稼げる地域、
「魅力と仕事がある田舎」として交流人口の増加や移住・定住を促
し、地域経済の活性化、魅力あるまちの創出ひいては、地方創生の実
現を目指すものである。

地方創生推進タイプ
第55回（１）

R2.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0304.pdf

R7.3.31

茨城県 鉾田市並びに茨城県東茨城郡茨城町及び大洗町
ラムサール条約登録湿地
「涸沼」を生かした広域観
光等推進計画

鉾田市並びに茨城県東茨城郡茨城町及び大洗
町の全域

構成市町（茨城町、鉾田市及び大洗町）、構成市町の各団体、金融機
関等から組織される「ラムサール条約登録湿地ひぬまの会」を事業主
体とし、①ラムサールの３本の柱「環境の保全・再生、賢明な利用、
交流・学習」の推進（涸沼学習会）、②行政界を超えた情報の発信、
③都会や海外との交流人口の拡大、④地域経済の活性化を図り、環境
保全・再生、観光振興は勿論のこと、当該地域への交流人口、定住人
口増加のきっかけづくりを図る。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y114.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県鉾田市
鉾田市まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県鉾田市の全域

人口減少を抑制していくため、『若い世代の就労と結婚・妊娠・出
産・子育ての希望を実現する』『東京圏を中心とした人口の流出抑制
とＵターン促進・関係人口の創出』『人口減少・超高齢社会など、時
代を見据えたまちを構築する』ことを目指すべき方向性とし、４つの
戦略目標のもと、Society 5.0の実現やSDGsの理念も踏まえ、鉾田市の
地域の特性を活かした地方創生の取組を推進する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第62回
R3.11.26

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai62nintei/p
lan/a022.pdf

R7.3.31

茨城県 つくばみらい市
「水と緑の輝くみらい」再
生計画

つくばみらい市の全域

　つくばみらい市は茨城県南西部に位置し，鬼怒川，小貝川の２つの
河川を有している。小貝川沿いには広大な水田地帯が広がり，丘陵部
には住宅地が形成され，首都圏近郊整備地帯に位置付けられている。
その中で首都圏新都市高速鉄道「つくばエクスプレス」開業に伴い，
人口が増加し家庭や企業から排出される汚水の処理が不十分となり，
河川等の汚濁やそれに伴う農産物，生活環境への影響が問題となって
いる。このため，汚水処理施設整備を進めることにより，きれいな水
と豊かな緑を取り戻し，地域再生を図る。

汚水処理施設整備交付金
第12回

H21.3.27
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai12nintei/0
90327/plan/08a

.pdf

H26.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 つくばみらい市
「みらいへ繋ぐ水と緑」再
生計画

つくばみらい市の全域

汚水処理施設については、未整備の区域が多く残っており、生活雑排
水等の流入による河川および沼や農業用の用排水路等の水質汚濁や、
それに伴う農産物への影響、また生活環境及び自然環境の悪化が深刻
かつ緊急性の高い問題となっている。
このため、汚水処理施設整備をより一層進めることにより、生活環境
の改善を図ると共に、きれいな水と豊かな緑を取り戻し、子どもたち
が安心して自然と触れ合うことのできる「みらいへ繋ぐ水と緑」を目
指していくものとする。

汚水処理施設整備交付金
第27回

H26.3.28
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai27nintei/p
lan/a03.pdf

H30.3.31

茨城県 茨城県つくばみらい市
高齢者が安心して生活でき
る環境づくり事業

茨城県つくばみらい市の全域

「第２期つくばみらい市まち・ひと・しごと創生総合戦略」におい
て，安全・安心な暮らしの実現のための生活利便性の向上及び定住・
交流促進のための生きがいづくりの推進が掲げられており，高齢者が
安心して日々の生活を送るための買物支援等の生活利便性向上，介護
予防事業による引きこもり防止も含めた高齢者の健康づくり，さらに
は，多世代交流等による高齢者の生きがいづくりなどを推進すること
により，高齢者がまちに愛着と魅力を感じ，地域の一員として安心し
て日々の生活を送ることができる地域社会の実現を目指す。

地方創生推進交付金
第57回
R2.8.21

R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y163.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県つくばみらい市
つくばみらい市まち・ひ
と・しごと創生推進計画

茨城県つくばみらい市の全域

将来の人口減少に歯止めをかけるため，「地域経済の活性化」，「定
住・交流促進」，「結婚・子育て支援」及び「安全・安心な暮らし」
に関する施策を推進するとともに，「多様な人材の活躍を推進する」
及び「新しい時代の流れを力にする」の横断的取組のもと，まち・ひ
と・しごとの好循環を生み出す地方創生の取組をより一層加速させて
いくものです。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5502nintei
/plan/b132.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県つくばみらい市
地域資源をフル活用した
「みらい型農園事業」

茨城県つくばみらい市の全域

都市農村交流による移住・定住の促進、農業体験事業等を通じた食育
や賑わいの創出、さらに民間企業が持つ農業技術等を活用した農業振
興施策を実施していくことにより、都市部からも近く、かつ、豊かな
自然や地域資源を多く有するつくばみらい市だからこそ可能な多面的
な魅力の発信に繋げ、農業関係人口の増加やこれまでの常識にとらわ
れない農業者育成支援、さらにはICT技術を活用した農業経営の確立等
を図り、農業を主軸とした地域の活性化を目指す。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0305.pdf

R6.3.31

茨城県 小美玉市
｢ふるさとの水　きれい｣再
生計画

小美玉市の区域の一部（旧茨城県東茨城郡美
野里町の堅倉南部、高場、大谷及び小曽納地
区）

　旧美野里町には、巴川や園部川が流れており、その流域に沿って肥
沃な水田と台地には畑地と平地林が広がっており、大小の池が点在し
ている。しかしながら、道路交通網の発展により、人口が増加しそれ
に対応する生活排水処理施設が不十分なため、河川の水は汚染され、
緑と希少な小動物達も年々減少している。このため、生活排水等の汚
水処理施設を整備し生活環境の改善を図り、昔懐かしいふるさとのき
れいな水を取り戻し美味しい空気と米や苺、メロン等の美味しい農産
物、そして、可愛い鳥や魚や昆虫が飛び交う自然環境の保全を推進す
る。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.7.3 - H21.3.31

茨城県 小美玉市
水と緑の「やすらぎの里」
地域再生計画

小美玉市の区域の一部（旧茨城県東茨城郡小
川町の全域）

　 旧小川町は、恵まれた自然とその環境を生かし人が快適に過ごせる
「やすらぎの里」化を進めている。基幹産業は農業であり、稲作等の
他、県の銘柄指定作物の生産等が主なものとなっている。しかしなが
ら近年、未処理生活雑排水等の流入による河川の汚染により農作物、
川魚等に様々な影響が見られる。この環境の汚染源を排除し、将来に
おいて大人から子供まで自然と関わりをもち快適に過ごせる住環境を
構築していく事を目標とし、この計画により地域の再生を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.7.3 - H20.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 小美玉市
｢水とふれあう　快適生活」　
計画

小美玉市の全域

　小美玉市は、茨城県のほぼ中央に位置し、園部川、鎌田川、巴川、
梶無川の４つの川が霞ヶ浦に流れ込むその流域には肥沃な水田や畑
地、平地林が広がっている。しかし、都心まで１００Kｍと通勤距離圏
内にあることにより、人口が増加し、家庭や企業等からの生活排水の
処理が追いつかず、河川の水は汚染され、緑と大地とそこに棲む生き
物たちも減少している。このため、生活排水等の汚水処理施設をより
一層整備することにより、生活環境の改善を図り、子供たちが安心し
て水とふれあうことのできる、「水とふれあう　快適生活」を推進す
る。

汚水処理施設整備交付金
第09回（２）

H20.3.31
H23.3.25

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/110325/plan/9

a.pdf

H25.3.31

茨城県 小美玉市
「水・緑・空」が輝くふる
さと創造計画

小美玉市の全域

小美玉市は、4つの河川が霞ヶ浦へと流入し、周辺には肥沃な大地が広
がっている。平成２２年には「茨城空港」が開港し、また「東関東自
動車道水戸線」も整備され、交通の利便性が向上する一方、家庭や企
業からの生活排水処理の整備が不十分で、住民の身近にある居住環境
の向上に対応した、快適で安全な環境整備が広く求められている。こ
のため生活排水等の汚水処理施設をより一層整備することで，豊かな
水環境の改善を図るとともに、美しい水と緑と空のまちにふさわし
い、「水・緑・空」が輝くふるさとづくりを目指す。

汚水処理施設整備交付金
第24回（２）

H25.4.26
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai24nintei/p
lan/130426/pla

n3.pdf

H30.3.31

茨城県 小美玉市
住んでみたい、住んでよ
かった、住みつづけたい小
美玉市プロジェクト

小美玉市の全域

本事業は、当市の地域資源を有効活用し、「情報戦略事業」と「ＵＩ
Ｊターン促進事業」を一体的なプロジェクトとして実施することで、
交流人口を増加させ、市内経済の活性化と移住定住・雇用機会の創出
を実現する事により、若年（特に20～40歳）の減少に歯止めをかける
ことを目的とするものである。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
H29.5.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/y

097.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県小美玉市
「おみたまっ子」を育てる
幼小一貫教育モデル事業

茨城県小美玉市の区域の一部（美野里地区）
（詳細は内閣府において閲覧に供する。）

市が抱える問題として，子どもの数が減少している一方で，小学校入
学後の生活の変化に対応できにくい子どもが増えており、特別な支援
を必要とする子どもの数は，年々増加している状況である。子どもの
内面に強く働きかけるには，幼児が自分の近い将来を見通すことがで
きる環境の中で成長することである。幼稚園から小学校への段差が小
さくなり、すべての子どもが乗り越えられる最善の方策として，小学
校校舎内に幼稚園児室を設置する幼小一貫校を整備する。

補助金で整備された公立学校施設の
財産処分手続きの弾力化

第54回
R1.11.8

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai54nintei/p
lan/a002.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県小美玉市
小美玉市まち・ひと・しご
と創生推進計画

茨城県小美玉市の全域

小美玉市の人口は2000年の53,367人をピークに減少しており、2040年
には2015年比で総人口が約78％となる見込みである。
人口減少や高齢化といった課題に対して，「恋も子育てもしたくなる
まちになる」「地域の宝を見つけ、磨き、光をあてるまちになる」
「わくwork(ワーク)がとまらないまちになる」「スーッと、ず~っと住
めるまちになる」の4つの基本目標を設定し、本市の活性化、移住・定
住の促進、人口減少対策に取り組む。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第60回
R3.7.9

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai60nintei/p
lan/a024.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城町
「豊かな自然『涸沼』の再
生と魅力あるまちづくり」

東茨城郡茨城町の全域

　現在、生活水準の向上や生活様式の多様化に伴い、生活排水が増大
し、涸沼に流れ込む河川等の水質汚濁など生活環境の悪化により、快
適な生活が損なわれている。そのため、地域の環境整備が不可欠にな
る中、汚水処理施設整備交付金を活用し、公共下水道及び農業集落排
水事業により、汚水処理施設の整備の促進に努め、汚水処理人口普及
率の向上を図り、水と緑と地域の賑わいを取り戻し、地域に活気があ
ふれ、住み良い生活が創り出される。

汚水処理施設整備交付金
第06回

H19.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai6nintei/09

toke.pdf

H24.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称
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日
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認定計画のURL

軽微な変更の適用日
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（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県東茨城郡茨城町
ラムサール条約登録湿地
「涸沼」を活かした観光拠
点施設活性化計画

茨城県東茨城郡茨城町の全域

公共施設の機能を最大限に発揮し、地域物産品の振興や新たな交流の
拠
点とするため、当町の観光拠点である涸沼自然公園管理事務所の一部
を販売施設として改修を行う。改修後の販売施設の運営は、茨城町観
光協会の協力を得ながら実施し、地域の特産品、名産品等を販売す
る。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a114.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡茨城町
茨城町まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県東茨城郡茨城町の全域

本町の人口は1994年の36,058人をピークに減少しており、2040年には
約24,000人まで減少すると推計されている。人口減少に歯止めをかけ
るため、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「茨城町での雇用
を創出する」「茨城町への新しいひとの流れをつくる」「時代にあっ
た地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携す
る」の4つの基本目標を掲げ、地方創生の取組を推進する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第64回
R4.7.8

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/a026.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡大洗町
大洗観光ブランド化推進計
画

茨城県東茨城郡大洗町の全域

本町の友好都市ネットワークを活かして、友好都市等での特産品の販
売、プロモーションを行い、販路の拡大と地産外消を進めるととも
に、相手方の特産品を本町に輸送・販売する新たな流通システムを構
築する。あわせて、スマートフォンやタブレットによる観光情報の発
信や情報提供の充実を図るとともに、消費者の観光動態の変化に合わ
せた広告展開を行い、観光地としての魅力づくりを行う。これによ
り、特産品の消費流通を促し、友好都市間の交流人口の増加を図ると
ともに、観光産業を基点とした雇用機会の創出、労働人口の流入につ
なげる。

地方創生推進交付金
第39回

H28.8.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai39nintei/p
lan/a142.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡大洗町 大洗学び舎プロジェクト 茨城県東茨城郡大洗町の全域

複合文化・コミュニティ等施設として検討している学校跡地（３校）
は、施設構造も立地環境もそれぞれ異なる特徴がある。そのため、ま
ず「小学校跡地利活用検討委員会」を立ち上げ、地域住民等への調査
を含めて、利活用の課題や機能をはじめ、３校それぞれの運営方式を
検討･整理し、利活用方針を策定する。
利活用方針の策定後、策定した方針に沿って、民間公募を実施し、廃
校利活用を目指す。
また、３校はいずれも耐震改修が必要であるため、民間事業者は、耐
震改修も含めて、地域貢献や雇用の創出、福祉向上等を担ってもら
う。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y135.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡大洗町
ビーチスポーツを核にした
海辺の賑わい創出プロジェ
クト

茨城県東茨城郡大洗町の全域

本事業は、全国屈指のバリアフリービーチとしての機能充実と安全・
安心に配慮した整備を図るとともに、これまで培ってきたビーチス
ポーツ大会の経験を活かし、全国レベルの大会が可能な施設の整備、
サービス水準を確保するものである。また、ビーチの通年利用を実現
するため、ウォーキングや健康づくりイベント、ビーチアートなどの
文化的活動を実施し、学生や企業の合宿等の受け入れ態勢を構築する
とともに、効果的なＰＲ活動を行うことで、サンビーチの認知度・魅
力度を向上させ、ひいては、ビーチスポーツのメッカを目指すもので
ある。

地方創生推進交付金
第45回

H29.11.7
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y134.pdf

【軽微変更】
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2019nendo/kei

bi/051.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡大洗町
海の街大洗創生推進プロ
ジェクト

茨城県東茨城郡大洗町の全域

自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視の5原則を基に、次の4つ
の基本目標「大洗町にしごとをつくり、安定した雇用を創出する」
「大洗町への新しい人の流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子
育ての希望をかなえる」「時代にあった地域をつくり、安全な暮らし
を守るとともに、地域と地域との連携を強化する」を掲げ、本町の独
自性のある施策を行い、自然人口・社会人口の増加を図り、活力あふ
れる「海の街大洗」の創生につなげる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y165.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
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後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県東茨城郡大洗町
大洗おもてなし観光交流セ
ンター整備事業

茨城県東茨城郡大洗町の全域

　本事業では、本町の地方創生としての将来像である「観光振興」×
「仕事の創造」を目指すため、これまで埋もれていた観光拠点である
大洗駅に着目し、交流拠点となる「大洗おもてなし観光交流セン
ター」の整備を行う。また、本施設では、地方創生推進交付金を活用
し、訪れる観光客に合わせた旅の計画を提供する「観光コンシェル
ジュ」の配置と、施設利用者間の交流促進に寄与する事業に結びつく
創業の場としてチャレンジショップを用意し、出店者を募集する。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a193.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県大洗町

観光コンシェルジュを核と
したキラリと光る「観光」
×「交流」推進プロジェク
ト

茨城県東茨城郡大洗町の全域

茨城県内随一の観光地として，持続安定的な観光まちづくりを推進し
ていくためには，個性ある地域の魅力を観光事業者・住民・地域が一
体となり同じ想いに立って「協働・協創」で取り組むことが重要であ
る。本事業では，観光コンシェルジュを中心に「大洗は面白い」，
「楽しい」と人を動かす新たな観光戦略に積極的に取り組み，観光ま
ちづくりに参加する人を増やすとともに，ビジネスの場として民間投
資を生み出すことで，地域とともに稼ぐ観光地にシフトさせ，延いて
は大洗町全体の更なる活性化に繋げる。

地方創生推進タイプ
第53回
R1.8.23

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0306.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡大洗町
第２期海の街大洗創生推進
プロジェクト

茨城県東茨城郡大洗町の全域

次の4つの基本目標「地域資源と新しい時代の流れを力にして、“しご
と”を創出する」「人を惹きつけ、多様な人材が活躍する地域づくり
を実現する」「結婚・出産・子育て・教育の希望を叶え若い力を町で
循環させる」「誰もが生きがいと役割を持ち安心して暮らせる地域を
つくる」を掲げ、本町の独自性のある施策を行い、自然人口・社会人
口の増加を図り、活力あふれる「海の街大洗」の創生につなげる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第63回
R4.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/c049.pdf

R7.3.31

茨城県 城里町
城里町「豊かな環境」再生
計画

茨城県東茨城郡城里町の全域

　本町の「御前山県立自然公園」や「道の駅かつら」には、首都圏か
らの観光客が多く集まり、また、那珂川においては、大勢の釣り人と
キャンプを楽しむ行楽客で賑わっている。しかし、生活習慣の高度化
や都市部からの移住者の増加により、未処理の生活雑排水が河川に流
れ込み、安心して水辺で楽しむことが出来ない状況となっている。ま
た、一部の居住地区では、生活排水が排出しにくく、不便な生活環境
となっている。このため、汚水処理施設整備を一層促進し、河川等の
環境保全を図り、居住地区の環境づくりを推進することで、快適に暮
らすことの出来

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H18.7.3 - H22.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡城里町
廃校を活用したまちの賑わ
い創出事業

茨城県東茨城郡城里町の全域

本事業は，廃校となった旧城里町立七会中学校を「教育・スポーツと
文化活動の拠点として町民が集い，交流ができる活性化の拠点施設
と，災害時の防災拠点」を目指し，プロサッカークラブ（J2）水戸
ホーリーホックのクラブハウス及びグラウンドを整備するものです。
あわせて七会地区の公共施設の集約も行い，施設管理の効率化により
維持管理費の削減も進めます。
年間１０万人の集客を誇るプロスポーツ球団との連携により，知名
度・魅力度の向上を図り，交流人口の増加により地域の活性化を図る
ものである。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai41nintei/p
lan/a115.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県東茨城郡城里町
城里町まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県東茨城郡城里町の全域

本町の人口減少は、拡大が続く自然減少と社会減少の双方が要因と
なっている。人口減少及び少子高齢化の進行が続いた場合、各産業の
担い手不足、町民税収入の減少、人口減少による地方交付税の減額、
地価下落にともなう固定資産税収入の減少等が生じ、地域経済に様々
な影響を及ぼすことが懸念される。このような現状に対して、人口減
少のスピードをできるだけ抑制しながら、人口減少下においても持続
性が高く活力のあるまちを実現するため、本計画に記載した基本目標
を掲げ具体的な事業を実施していく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第66回
R4.11.11

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai66nintei/p
lan/a018.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県那珂郡東海村
インターンシップを核とし
た産学官連携による原子力
人材育成・確保支援事業

茨城県那珂郡東海村の全域

本村は，原子力発祥の地として，原子力関連産業が主要産業である。
各分野における原子力関連技術の活用が注目される一方，原子力に対
する慎重論の高まりなど原子力関連産業を取り巻く環境の変化もあ
り，原子力関連企業は若年層の人材を十分に確保できていない。本計
画は，産学官が連携し，インターンシップの実施などを通して，原子
力関連企業における有能な若年層の人材確保と育成に取り組み，原子
力関連企業が自立した地場企業として成長することで発展する原子力
関連産業の実現と本村の人口減少の抑制を目指すものである。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y136.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県那珂郡東海村
東海村まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県那珂郡東海村の全域

「分野、施策、主体に捉われない横断的な枠組みづくり」、「SDGｓ
（持続可能な開発目標）の達成に向けたまちづくり」、「Society5.0
の実現に向けた未来技術の活用」の3つの視点を盛り込み、「多様な世
代から選ばれるまちづくりの推進」、「若い世代が安心して子育てで
きるまちづくりの推進」、「誰もが生き生きと働き、活躍できるまち
づくりの推進」を基本目標に掲げ、人口減少問題に取組み、将来にわ
たって活力ある東海村を目指します。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第62回
R3.11.26

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai62nintei/p
lan/a023.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県久慈郡大子町
アートを活かしたまちづく
り推進計画

茨城県久慈郡大子町の全域

大子町を含む茨城県北６市町を舞台に開催された「KENPOKU ART 2016 
茨城県北芸術祭」では，町内７か所において国内外の20アーティスト
が作品を制作，展示し，町民が現代アートに接するまたとない機会と
なった。この芸術祭開催の成果を活かし，アーティストを招へいする
ための活動拠点，滞在施設を整備するとともに，大学等と連携した
アートプロジェクトを実施していく。また，アーティストによる地域
資源のプロダクト化支援，特産品のブランディング化事業を推進して
いく。

地方創生推進交付金
地方創生拠点整備交付金

第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y137.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県久慈郡大子町
大子町特産品流通（地域商
社）活動支援計画

茨城県久慈郡大子町の全域

大子町には，山あいかつ寒暖の差が大きい気候・風土から生み出され
る奥久慈しゃも等の優れた農畜産物がある。現在，大子町農産品ブラ
ンド認証制度「だいごみ」による特産品のPR，販路開拓に取り組んで
いるが，より一層の強化を図るために，町が出資をして，地域商社的
な（一社）大子町特産品流通公社を立ち上げ，零細農家の稼ぐ力を強
化させる。

地方創生推進交付金
第45回

H29.11.7
H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y138.pdf

【軽微変更】
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2019nendo/kei

bi/052.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県久慈郡大子町
森林・農山村の資源を活か
した新産業創出計画

茨城県久慈郡大子町の全域

本町は県内でも過疎・少子高齢化が進む自治体であるが，町面積の約
８割という豊富な森林資源を有している。現在も各種振興策を展開し
ているが，林業従事者等が減少し，産業が衰退する恐れがある。一方
で，厚労省では，森林空間におけるメンタルヘルス対策が推進されて
おり，本町は既に，民間ＮＰＯ法人が定める森林セラピー基地に認定
されていることから，森林にリラックス効果があることが証されてい
る。これらにより，森林セラピーを活用した新たな産業（森林・農山
村新産業）を創出し，地場産業を強化させることで雇用を創出させ
る。

地方創生推進交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a148.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県大子町
地域資源を活かした関係・
交流人口創出計画

茨城県久慈郡大子町の全域

豊かな自然や文化，人々とのつながりや地域での暮らし方など，多様
な「まち」の魅力を作り，地域の経済社会全体を俯瞰して，観光施設
だけでなく，地域資源を最大限に活用した，本町の新たな価値の創造
に取り組み，観光誘客施設を訪れる人の流れを町内各所に循環させる
仕組みを作り出し，観光消費額の増加と新たな雇用創出につなげる。
また，多様な地域資源を活用して「魅力あるまち」のイメージを定着
させることで，若者の転出抑制と市外からの還流を促し，関係人口・
交流人口の創出を目指す。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0307.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県久慈郡大子町
大子町まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県久慈郡大子町の全域

豊かな自然や文化，人々とのつながりや地域での暮らし方など，多様
な「まち」の魅力を作り，観光施設だけでなく，地域資源を最大限に
活用した，本町の新たな価値の創造に取り組み，観光誘客施設を訪れ
る人の流れを町内各所に循環させる仕組みを作り出し，観光消費額の
増加と新たな雇用創出につなげる。
また，多様な地域資源を活用して「魅力あるまち」のイメージを定着
させることで，若者の転出抑制と市外からの還流を促し，関係人口・
交流人口の創出を目指す。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/b056.pdf

R7.3.31

茨城県 美浦村
美浦村「水と緑と人の共生
のための再生計画」

茨城県稲敷郡美浦村の全域

　美浦村は霞ヶ浦に臨んでおり、歴史的に水と自然と人が関わって生
活してきた。しかし、高度経済成長により水質が悪化し、安心して楽
しめる水辺環境が失われてしまった。村民が気持ちよく暮らせる美し
い村づくりを展開するためには、霞ヶ浦の自然環境や歴史、産業、景
観などの地域資源を生かした地域づくりを進める必要がある。霞ヶ浦
及び流入河川、水路の水質改善のため汚水処理場を整備し、自然と人
の関わりが体験できる事業を展開することにより、水と緑と人が共生
する地域の再生を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H21.3.27

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/090327/plan/1

8a.pdf

H22.3.31

茨城県 茨城県稲敷郡美浦村
「人と自然が輝くまち」美
浦村再生計画

茨城県稲敷郡美浦村の全域

国道125号と国道125号バイパスが交差する位置に、子育て支援や生活
支援、農産物直売を中心とする（仮）地域交流館や民間商業施設など
からなる「地域交流拠点」の整備を図る。また、村民の移動を支える
新たな交通システムや移動困難者の支援の仕組み、村外からの移動希
望者や新たに移住した者を増やす取り組みと合わせた村民との交流促
進など、「地域交流拠点」と村民を結びつけるための仕掛けを整え
る。さらに、定住支援措置や空き家バンク制度の活用、企業立地促進
優遇措置に取り組む。

地域再生戦略交付金
地方創生推進交付金
農山漁村振興交付金（うち農山漁村
活性化整備対策）

第34回
H27.11.27

H28.8.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai39nintei/p
lan/y03.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県稲敷郡美浦村
美浦村まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県稲敷郡美浦村の全域

人口減少や少子高齢化による地域経済の縮小や生活利便性の低下に対
応するため、「見たい・訪れたい・体験したい美浦づくり」、「住ん
でみたい美浦づくり」、「住み続けたい美浦づくり」の３つを基本目
標とし、地方創生に取り組む。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第66回
R4.11.11

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai66nintei/p
lan/a019.pdf

R7.3.31

茨城県 阿見町
阿見町「人と自然がつくる
楽しいまち再生計画」

茨城県稲敷郡阿見町の全域

　霞ヶ浦に面した阿見町では、霞ヶ浦が古来より人々の暮らしを支
え、地域の人々に潤いと恵みをもたらしてきたが、高度経済成長期を
経て起こった湖沼の汚濁は、水質悪化による自然環境の破壊をもたら
した。豊かで潤いのある美しいまちづくりを進めていくためには、
霞ヶ浦を含めた自然環境や貴重な地域資源を生かした地域づくりを進
める必要がある。霞ヶ浦などの水質汚濁を防止するため、汚水処理施
設の整備を図るとともに、社会学習などの事業を展開し、人と自然が
つくる楽しいまちの再生を目指す。

汚水処理施設整備交付金
第06回

H19.3.30
H22.3.23

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/100323/plan/1

5a.pdf

H24.3.31

茨城県 茨城県稲敷郡阿見町
あみプラチナタウン～人と
自然が織りなす首都圏近接
型の生涯活躍のまち～

茨城県稲敷郡阿見町の区域の一部（荒川本郷
地区）

　阿見町は、都心から約１時間でアクセス可能な自然豊かな田園都市
である。
　二地域居住することが可能な60代のアクティブシニアをメインター
ゲットに、東京圏からの移住を促進することによって、町の社会資源
と自然環境が調和した、社会参加型の生涯活躍のまち「あみプラチナ
タウン」を形成する。
　地域住民、医療機関、介護施設、大学などの相互連携によるサービ
スメニューの強化により、移住者が移住者間のみならず、地域社会に
溶け込み、多世代との協働や地域貢献することが可能な環境と地元の
雇用を創出する。

生涯活躍のまち形成事業計画に基づ
く特例
生涯活躍のまち形成事業計画による
サービス付き高齢者向け住宅の入居
者要件の設定

第39回
H28.8.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai39nintei/p
lan/a143.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県稲敷郡阿見町 あみ・未来プロジェクト 茨城県稲敷郡阿見町の全域

本町における長期的な人口の見通しとして，今後，合計特殊出生率が
上昇したとしても，人口の減少は続くことが予測される。この課題に
対応するため，総合戦略の基本目標に基づき，町民の雇用機会の創出
と確保を図る事業，町へのひとの流れをつくる事業，若い世代の結
婚・出産・子育ての希望がかない，誰もが活躍できるまちづくり事
業，住みやすい町を次世代につなぐ事業を実施することにより，出生
数増加と併せて社会増を図ることにより，人口減少を緩やかにし，将
来的に一定規模の人口を維持していくことを目指す。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5502nintei
/plan/b133.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県阿見町
旧実穀小学校の跡地を核と
した地域交流拠点整備事業

茨城県阿見町の全域

本町が目指す「持続可能」なまちづくりには、地域の団体や人々のつ
なぎ役となりながら、地域課題を解決するための学習活動を促進し、
生涯学習活動への参加の機会を提供する地域コミュニティ施設が、住
民の身近な場所に存在することが必要不可欠である。閉校になった実
穀小学校を幅広い世代が交流できるコミュニティの拠点として整備
し、閉校により失われた地域の交流を復活させ、さらに推進する場と
して活用することで、地域力が持続され、人材育成に繋がり、本町の
「持続可能」なまちづくりに寄与する。

地方創生拠点整備交付金
第63回
R4.3.25

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/a023.pdf

R9.3.31

茨城県 河内町
「太陽と水とみどり」豊か
に美しくすむまち河内再生
計画

茨城県稲敷郡河内町の全域

　河内町は、町の南側を利根川が、町の北側を新利根川が流れ、水田
地帯と縦横に走る水路、点在する集落が美しい景観を形成している。
以前の水辺は水質も良く憩いの場となっていたが、生活様式の変化で
未処理の生活雑排水が流入し、水辺は憩いの場とはいえない状況と
なってきた。町では流域関連公共下水道事業、合併浄化槽設置型事業
を展開しているが依然低迷している状態である。このため汚水処理施
設整備を一層促進することにより、美しい水辺の再生と、町の基幹産
業の農業を生かした農作業体験学習を開催することで、都市部との交
流および農村地域

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/kouzou2/kou
hyou/050617/da
i1/060toke.pdf

H22.3.31

茨城県 茨城県稲敷郡河内町
「小さな拠点ネットワーク
化事業」河内町再生計画

茨城県稲敷郡河内町の全域

当町では昨年策定した河内町総合戦略において町の活性化対策として
多数の実行計画を立案した。本地域再生計画では、この計画のうち重
要かつ優先度の高い、3つのテーマに的を絞り実施するものである。す
なわち6次産業化推進として「米ゲル事業の推進」、廃校を再生活用す
る「学校から学校へ」の推進事業、地元農産品を販売する直売セン
ターのリノベーション事業である。これら3つを「小さな拠点」として
点から線、線から面へ有機的に繋げることで、「小さな拠点ネット
ワーク化事業」に発展させ、町の活性化の起爆剤とするものである。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai40-
2nintei/plan/a

110.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県稲敷郡河内町 ｒｄｒｗ３ 茨城県稲敷郡河内町の全域

廃校となった旧金江津小学校を民間事業者に無償貸与し、撮影スタジ
オ、ＯＡ機器のリファイニングセンター、体育館や校庭を活用した企
業運動会などのスポーツイベントの企画運営及びドローンパイロット
の養成スクールの運営を行う多目的施設として活用する。
また、撮影スタジオと河内町フィルムコミッションとの連携により、
当該施設以外の町内さまざまな場所で撮影を行うことで、地域全体の
活気を取り戻すとともに、撮影隊の滞在などにより宿泊可能な町施設
「つつみ会館」の利用者増加につなげていく。

補助金で整備された公立学校施設の
転用の財産処分手続きの弾力化

第51回
H31.3.29

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a194.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県稲敷郡河内町

既存直売所を再生・活用し
てキーステーションとする
「小さな拠点」ネットワー
ク化事業

茨城県稲敷郡河内町の全域

既存直売所を町内外多くの人でにぎわう観光拠点・情報発進基地とし
て、町内各種施設「小さな拠点」のキーステーションとする改修事業
を行い、各「小さな拠点」の一括した情報共有・発信を実施、町内外
の「ひと」の流れを現在「点」である各「小さな拠点」へ誘引し
「線」で繋ぎ、さらに事業ごとに関連付けて「面的」な広がりを持た
せることでネットワーク化することにより、「ひと」「もの」「情
報」の流れを作り、これによる経済の流れ雇用の創出等における町全
体の活性化を図る。

地方創生推進交付金
第53回
R1.8.23

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/a029.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県稲敷郡河内町
河内町まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県稲敷郡河内町の全域

当町の人口は1996年の12,164人をピークに減少しており、今後も少子
高齢化や若年者が進学や就職に伴い町外に流出するなどによりさらに
人口減少は加速するものとみられている。この人口減少が町に与える
影響は、基幹産業の衰退や地域コミュニティの低下などをはじめとす
るさまざまな分野に及ぶものと考えられ、現在の河内町にとって喫緊
の課題であると捉えている。そのためこれらの課題に対応すべく河内
町の特色を活かした持続可能なまちづくりを推進するものとする。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第66回
R4.11.11

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai66nintei/p
lan/a020.pdf

R7.3.31

茨城県 八千代町
八千代町「詩情あふれる農
村空間」再生計画

茨城県結城郡八千代町の全域

　本町は、農業を基幹産業として基盤整備に力を注ぎ都市近郊型農業
を展開している。また、八千代町農業のイメージアップを図るため、
滞在型市民農園等を整備して都市市民との長期的な交流を行っている
が、産地間競争の激化など農業をとりまく環境は年々厳しさを増して
いる。このため、汚水処理施設の整備を促進し、生活雑排水の浄化を
はかることにより、八千代町全域がかつてのように様々な生命で溢れ
る環境づくりを推進し、水辺に魚やホタルが生息し、林には小鳥がさ
えずる詩情豊かな農村空間を再生することにより、八千代町農業のよ
り一層のイメー

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/kouzou2/kou
hyou/050617/da
i1/061toke.pdf

H22.3.31

茨城県 茨城県結城郡八千代町
八千代町まち・ひと・しご
と創生推進計画

茨城県結城郡八千代町の全域

本町の人口は、1995年の25,008人を頂点に減少傾向に転じており、
2019年１月１日の住民基本台帳人口は21,180人であった。人口減少の
要因として、少子高齢化の進展に伴い自然減が加速していること、若
年層が進学や就業を機に町外に流出し社会減が続いていることが考え
られる。
このような状況が続くと、地域産業の衰退や地域コミュニティ活動の
停滞など、町民の日常生活や地域の経済活動への影響が懸念される。
これらの課題に対応するため、本町の実情に合った八千代町らしさを
大切にした施策を持続的に実施する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第58回
R2.11.6

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai58nintei/p
lan/a038.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県猿島郡五霞町
五霞町まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県猿島郡五霞町の全域

五霞町の地方創生総合戦略『第２次五霞町まちひとしごと創生総合戦
略』で定める６つの基本目標（心をつかみ地域とつながるまちづく
り、共感があふれ協力して創るまちづくり、まちを愛する人がいっぱ
いのまちづくり、ぴったりがちょうどいいまちづくり、ヒト・モノ・
サービスに加えココロ（心）も分かち合うまちづくり、挑戦と革新で
元気になるまちづくり）に資する事業を、応援税制に基づく企業から
の寄附を活用し実施する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第59回
R3.3.31

R4.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/y167.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県五霞町
地域に開かれたまちづくり
事業（道の駅を拠点とした
地域ブランディング）

茨城県猿島郡五霞町の全域

本町の基幹産業である農業においても、農業就業人口の減少、高齢
化、担い手不足等により耕作放棄地面積は増加傾向にあるため、道の
駅ごかが地方活性化に求められる「地域商社」を目指し、道の駅ごか
を拠点に「担い手育成」や「関係人口創出」に取組んでいく。道の駅
「ごか」を拠点にすることで外部人材と地域住民のコーディネートが
可能となり、関係機関や地域と連携して一緒に考えていく仕組み・人
づくりの創出につながり、持続可能なまちづくりへの取り組みが可能
となる。

地方創生推進タイプ
第63回
R4.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0308.pdf

R7.3.31

茨城県 境町 豊かな恵みの農業再生計画
茨城県猿島郡境町の区域の一部（長田地区及
び静地区）

　境町の長井戸沼土地改良区は、水田の区画整理や排水路の整備によ
り、優良な水田地帯となり、町の主要農産物である米の生産拠点と
なっている。しかし、近年の生活用道路の整備に伴い、生活汚水の農
業用排水路への流入が増加し、水稲の倒伏などの農業生産被害が生じ
ている。このため、静・長田地区の公共下水道と農業集落排水施設を
一体的に整備することにより、農業用排水路の水質改善を図り、より
生産性の高い農業及び処理水の利活用を可能にするとともに、「快適
な生活環境」や「良質な水環境」を実現し、農業を中心とした活力あ
る地域の再生を目

汚水処理施設整備交付金
第01回（１）

H17.6.17
H20.3.31

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/080331/plan/2

5a.pdf

H22.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県猿島郡境町

「河岸のまちさかい」復興
プロジェクト～「エコカル
（環境・歴史文化）・ディ
ストリクト」構築事業～

茨城県猿島郡境町の全域

昭和50年３月の町民体育館建設を皮切りに整備された「文化村」を今
後文化交流活動・交流人口拡大の場として活用していくため、文化村
の施設及び敷地一体を一つの地区とみなし、これまでの歴史文化、ス
ポーツの拠点としての側面に加え、環境政策の中心地区としての位置
づけも加えた、「エコカル・ディストリクト」に再構築する。そし
て、再構築された当地において当町の環境分野や最先端技術の導入の
取組を内外に宣伝するための啓発活動を進め、各施設及びイベントへ
の集客を行い、交流人口の拡大を目指していく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第40回（１）
H28.11.29

H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y115.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

「河岸のまちさかい」復興
プロジェクト～「来て！見
て！感じて！さかいまち」
構築事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業では、当町の強みである地の利、「河岸のまちさかい」として
の歴史文化・名産品などを活かし、圏央道のつくば方面延伸に伴う成
田空港との直結を視野に入れた国際交流の推進、また、境町の特色を
活かした新たな観光ルートの形成を図ることにより、国内外を問わず
各方面からの交流人口の増加、地域活性化を目指していく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第40回（１）
H28.11.29

H30.7.6

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai48nintei/p
lan/y003.pdf

【軽微変更】
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2019nendo/kei

bi/053.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

「河岸のまちさかい」復興
プロジェクト～中心市街地
空き家・空き店舗再生活用
事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業では、当町への移住・定住希望者を利便性の高い中心市街地に
呼び込み活性化させるため、空き家・空き店舗を、地元不動産・建設
業者等に委託しモデルハウスとして活用することを条件に、費用を町
が助成しリフォームする。また、地元不動産業者等に委託し、モデル
ハウス等の成功事例に触発された空き家・空き店舗所有者に対して、
空き家・空き店舗の活用を総合的にアドバイスすることにより、最終
的に民間主導による中心市街地の空き家・空き店舗の活用から移住・
定住者獲得までのサイクルを形成する。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第40回（１）
H28.11.29

R1.7.9

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai52nintei/p
lan/y009.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
日本茶初輸出さしま茶ブラ
ンドの価値向上・発信事業
～産地５市町が連携して～

茨城県猿島郡境町の全域

　若手後継者が中心となった生産者グループが茶葉の手もみ技術を高
めたことにより、第19回全国手もみ製茶技術競技大会において最優秀
賞を受賞、Ｇ７科学技術大臣会合において、さしま茶を提供するまで
に至りました。
　この実績とさしま茶が持つ高い品質、文化的背景及びストーリーを
生かし、全国ブランドに昇華させ、産地である３市２町と生産者が一
体となって、東京圏や海外の消費者、バイヤーをターゲットに積極的
に売り込むことで、地域の稼ぐ力の向上を加速化するプロジェクトで
す。

地方創生推進交付金
第40回（２）
H28.12.13

H30.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/y142.pdf

H31.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸のまちさかい復興プロ
ジェクト～ＤＭＯ観光拠点
としての「道の駅さかい」
リノベーション事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町は、 観光産業の活性化による交流人口の拡大，地元経済の活性化
を図るべく，平成28年9月に「株式会社さかいまちづくり公社」を設立
し、「道の駅さかい」をその拠点としていく方針である。今後道の駅
さかいをＤＭＯの拠点、ひいては交流人口拡大の場として確立するた
め、茨城県内でも第一位の取扱高である「ふるさと納税」で取り扱う
地元の産品等を飲食可能な体験型の施設、いわば「ふるさと納税リア
ル店舗」を、当町のランドマークとするべく、隈研吾設計事務所の設
計のもと、既存施設と隣接させ整備する。

地方創生拠点整備交付金
第41回

H29.2.24
H29.11.7

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai45nintei/p
lan/y018.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
移住検討者の希望に応える
プロジェクト

茨城県猿島郡境町の全域

　境町は、首都圏中央連絡自動車道の開通により境古河ICを中心に、
東京圏や成田空港から1時間程度と近接しており、東京圏からの移住の
適地である。本事業において、東京圏からの潜在的な移住者が境古河
ICを玄関口とした公共交通ネットワークを利用するなどで交流人口の
拡大を進めることができれば、人口減によって生じる社会経済等の縮
小を食い止めることが可能である。
また、交流から境町への移住へとつなげていくことで、人口の恒常的
な社会増を実現し、境町の活力を維持・向上させる。

地方創生推進交付金
第43回（２）

H29.5.30
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y117.pdf

R2.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸のまちさかい復興プロ
ジェクト～観光拠点として
の機能拡大に向けた「道の
駅さかい」６次産業拠点施
設構築事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町は、観光の拠点として「道の駅さかい」を重要視しており、地方
創生拠点整備交付金を活用し飲食施設を設けそのパワーアップ化を進
める方針である。この施設の成否は当町が誇る農作物の存在によるも
のであるが、供給サイドでは将来の見通しや現状の販路において厳し
い状況にある。そこで、地場産品の加工施設を「さかいセントラル
キッチン」と銘打ち設置する。この施設は、農作物の付加価値を高め
農業経営の安定化を図ると同時に、加工産品を道の駅等で販売するこ
とにより道の駅自体の集客力向上をその大きな目的とする。

地方創生拠点整備交付金
第43回（２）

H29.5.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei

/dai43-
2nintei/plan/a

162.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸のまちさかい復興プロ
ジェクト～子育て応援お試
し居住住宅整備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町の人口は、平成６年の27,619人をピークに減少し、現状のままで
は人口減少に歯止めがかからず、町の活力が大きく低下しかねない危
機的な状況にある。この状況を脱却すべく本事業では、平成29年３月
に購入した「雇用促進住宅」につき、29部屋を子育て世帯等が住みや
すい施設に、また1部屋を談話スペースにリノベーションする。また、
管理についても民間に委託しきめ細かい対応をする。子育て世帯に対
し安価で良質な住宅を提供することにより本町への取込みを図り、人
口減少の状況を克服し、地域の活力を維持していく。

地方創生拠点整備交付金
第45回

H29.11.7
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai45nintei/p
lan/a042.pdf

R4.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸のまちさかい復興プロ
ジェクト～歴史文化発掘推
進事業・関連地域が連携し
て～

茨城県猿島郡境町の全域

　日本最大級の河川規模である利根川中流域に位置する境町は、かつ
ての関宿藩の領地であり、江戸時代から大正時代にかけて舟運で栄え
た経済拠点であった。河岸のまちとしての境町の歴史文化や境町に関
わりの深い文化人や政治家の文化財等に焦点を当て、観光地としての
ブランディングを推進することで、魅力的な観光地域づくりを積極的
に推進する。観光産業の強化により、地域の雇用創出から地域経済の
活性化を図ると同時に、東京圏からの誘客を目的とした観光客の受入
環境の整備に取り組み、移住定住の促進に繋げる。

地方創生推進交付金
第45回

H29.11.7
H31.3.29

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/y118.pdf

R2.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸のまちさかい復興プロ
ジェクト～農・畜産事業者
等における生産性向上及び
観光振興のための街なか研
究開発施設整備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町では、利根川の河岸町としての歴史文化、名産品等を活用した観
光産業の振興、地元経済の活性化を進めている。しかし、かつて河岸
町として栄えた中心市街地一帯は活力が低下しているうえ、農・畜産
物の生産者についても、販路や新商品の開発等が難しく、生産性向上
に支障をきたしている。本事業では、この課題を解消するため、農・
畜産物の研究開発及び研修施設である「河岸のまちさかいアグリラボ
（仮称）」を設置し、生産者、中小商工業者の生産性向上及び中心市
街地の活性化につなげていく。

地方創生拠点整備交付金
第47回

H30.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai47nintei/p
lan/a149.pdf

R5.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

「河岸のまちさかい」復興
プロジェクト～「エコカル
（環境・歴史文化）・ディ
ストリクト」活用推進事業
～

茨城県猿島郡境町の全域

本町では、文化及びスポーツ交流活動の中心地として、昭和５０年３
月より「文化村」を整備した。そして、平成28年度からは、地方創生
応援税制を活用しリノベーション等を進めている。しかし、文化村周
辺にはスポーツ大会等の利用客のニーズに合った施設が少ないという
課題がある。交通アクセスの改善に伴う新たな利用者を獲得するた
め、コンテナ・トレーラーハウスによる宿泊施設等の整備により施設
利便性を高めるとともに、施設の周知活動を広範囲に実施することに
より、交流人口の拡大、地域活性化につなげていく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第48回
H30.7.6

R1.7.9

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai52nintei/p
lan/y010.pdf

R3.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
「河岸の街さかい」復興プ
ロジェクト～地場産品付加
価値向上事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町では、観光振興を中心とする地域経済の活性化を図るべく、その
けん引役として平成２８年９月に株式会社さかいまちづくり公社を設
立した。同社の事業展開には農畜産業の存在が欠かせないものとなっ
ているが、農業従事者等を確保できていない現状があり、これを確保
することで農畜産業の活力を維持し、ひいては地域全体の活性化につ
なげていくため、地場産品を活用した健康食品を含む加工商品の研究
開発及び生産販売をおこなうとともに、特色ある地場産品の生産をお
こなう。また、PR活動を行うことで、販路拡大につなげていく。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第54回
R1.11.8

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai54nintei/p
lan/a003.pdf

R4.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～アルゼンチン共
和国との友好交流を活かし
た地域活性化拠点施設整備
事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業は、「モンテネグロ会館」を本町とアルゼンチン共和国との交
流拠点とすべく、既存施設の資材をリサイクルし、当時の面影を残し
ながら新たな拠点を新築する。本施設には、当時の写真や歴史資料、
オリンピック事前合宿や実際の試合等で使用された物品などの展示
コーナーのほか施設利用者が交流できるスペースを整備するととも
に、利用者に対し両国の名産品等を広く認知するためのスペースを併
設する。また、民間団体と連携し、本施設を拠点に同国との交流事業
について定期的に開催することで、交流人口の拡大に寄与する。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a195.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～子育て拠点・コ
ワーキングスペース整備事
業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業では、本町の中心市街地に位置している子育て応援施設「キッ
ズハウスさかい」を改修し、隣地に小学校低学年までカバーできる２
階建ての施設を新築する。施設には遊び場等の他、事前登録制のコ
ワーキングスペースを併設し、子育てをしながらテレワークが可能な
施設を整備し、新たな雇用の創出等につなげる。管理については民間
業者とともに行い、子育て世帯への情報提供や交流イベント等を定期
的に開催する。これにより、子育て世帯が安心して子育てや仕事を行
える環境を整え、子育て世帯の本町への移住・定住の促進につなげ
る。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a196.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～全天候型子育て
世帯等交流施設整備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業では、本町文化村にある公園「ニコニコパーク」を交流拠点施
設として確立するため、施設の全天候型化を実施するとともに、利用
者がくつろぎ交流する場として、隣接する保健センターの改修及び公
園に隣接する空きスペースにカフェなどの施設を新築する。また、民
間団体等と連携し、施設を活用した利用者向けのイベントを定期的に
開催するとともに、希望者に対し子育て関連情報の提供や相談業務を
行う。これにより、子育て世帯の移住・定住の促進、地域活性化につ
なげていく。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a197.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～「河岸の駅さか
い」機能向上事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業では、「河岸の駅さかい」を更に魅力的な施設とするべく、小
麦などの地元産食材を用いたパン工房を隣室まで拡張し生産能力を高
める。また、本町の歴史を体感でき、かつその利用者や地元住民が交
流できる施設とするべく、施設の奥にある蔵につきリノベーションを
実施する。更に、本件施設を拠点に、町内のボランティア団体等と連
携し、街歩きイベントや講演会等を開催する。「河岸の駅さかい」の
機能を向上し施設利用者を増加させることにより、地域経済の活性化
がより図られるとともに、交流人口拡大の場として確立していく。

地方創生拠点整備交付金
第51回

H31.3.29
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai51nintei/p
lan/a198.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～地場産品を活用
した交流人口拡大施設～

茨城県猿島郡境町の全域

本町では、観光産業の活性化による交流人口の拡大、地元経済全体の
活性化を図るべく、「道の駅さかい」をその拠点としているが、施設
全体の利用者及び売上が大幅に増加しており、その来訪者を確実に取
り込んでいくために、新たな拠点の確保が不可欠となっている。
道の駅さかい同様、本町への来訪者が情報を得たり特産品等を購入し
てもらったりすることで当町の魅力を知ってもらう拠点を整備する。
本施設の開業により、道の駅さかいに次ぐ新たな観光の拠点として交
流人口の拡大に寄与するとともに、地域経済の活性化に寄与する。

地方創生拠点整備交付金
第53回
R1.8.23

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/a030.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～地域経済振興に
寄与する宿泊施設等整備事
業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町では、古くからアルゼンチン共和国との交流が続いており、東京
オリンピック・パラリンピック事前合宿のホストタウンにも登録し、
オリンピック基準に対応したテニスコート及びホッケー場の整備を進
めているところであるが、そうした施設等の利用者向けの宿泊施設が
ないため地域経済への波及効果が限定的である。今後増加する施設利
用者や観光客等向けの宿泊施設を整備し、外構工事の一環として、ア
スレチック施設や専用通路を整備する。本整備により、本町を訪れる
人々の増加による交流人口の拡大、関係人口の拡大につながる。

地方創生拠点整備交付金
第53回
R1.8.23

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/a031.pdf

R6.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）さかい
１億総活躍社会拠点整備事
業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町の人口は、平成６年をピークに減少に転じており、今後安定的な
人口増を実現し活力を維持していくためには、地域全体で活力を維持
していく、すなわち「一億総活躍」に向けた環境を整備していく取組
が必要である。「（仮称）さかい1億総活躍社会拠点」には、就業等相
談室を設けるほか、シェア工房、子どもたちの課外学習室、高齢者の
健康づくりのためのフィットネス施設を整備する。また、全世代向け
の英語教育を行うための施設も整備する。本町における「一億総活
躍」を推し進め、地域の活力の維持及び活性化につなげていく。

地方創生拠点整備交付金
第53回
R1.8.23

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/a032.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～雇用増加・起業
促進拠点施設整備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町の人口は平成６年をピークに減少傾向にあり、平成29年に実施し
た町民向けアンケート結果によれば、若者の移住定住対策について
「働く場を増やす」との回答が最も多く、町内における雇用の確保が
課題である。町外の企業が営業拠点として活用し町内における雇用の
場とするため、また、起業を志す人がその前段階を経験できる場とし
て、シェアオフィスや会議室、チャレンジキッチンを整備する。これ
により、本町内に働く場を提供するとともに、関係人口である起業希
望者を増加させることにより最終的に移住定住者の増加に寄与する。

地方創生拠点整備交付金
第53回
R1.8.23

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/a033.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～子育て及び地域
コミュニティ活性化拠点整
備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本町では、人口減少の状況を脱却するため、移住定住施策を強力に推
し進めた結果、子育て世帯の増加が見込まれており、良質な保育施設
の確保が課題となっている。子育て世帯が安心して子どもを産み育て
るため、かつ地域のコミュニティが維持強化されるための拠点とし
て、学童保育に活用していた施設を保育所としてリノベーションする
とともに、園庭について、一部を人工芝の多目的運動スペースとす
る。本施設の整備により、子育て世帯における不安や負担が軽減さ
れ、地域コミュニティの活性化及び交流人口拡大の場の提供にも寄与
する。

地方創生拠点整備交付金
第53回
R1.8.23

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai53nintei/p
lan/a034.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）さかい
まちかどカフェ整備計画～

茨城県猿島郡境町の全域

市街地の交流拠点を訪れた観光客等が長時間滞在し一般の店舗等を回
遊するサイクルをつくるため、かつて商店で賑わった「わった通り」
に立地する空き店舗を地場産品のカフェとしてリノベーションする。
物販のほか町の地域情報発信や、観光客・地域住民が交流できるコ
ミュニティスペースを設け、回遊の合間に手軽に飲食をしたり、休憩
や情報収集できる場所をつくる。来町者が長時間滞在し本町の情報を
より深く知ることで、拠点以外の一般の店舗への回遊を促し、地域全
体の経済活性化につなげる。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
R2.8.21

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai57nintei/p
lan/y017.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～道の駅さかい機
能増強に向けた改修等整備
計画～

茨城県猿島郡境町の全域

現在、道の駅さかい建物内にある飲食スペースをリノベーション及び
利便性の高い場所に新設し、気軽に立ち寄りやすいものへ整備する。
新設部分はそば・うどんの専門店とし、うちたての麺を飲食可能とす
るため独立した厨房を備える。また提供食品は地場産品中心とするこ
とで、既設スペースとの差別化を図り集客力の強化につなげる。道の
駅利用者が地場産品を購入・飲食することで生産者の所得向上につな
げるほか、農林水産大臣賞を受賞した良質なそば粉等の名物を求める
新たな来場者を増やし、交流人口の拡大につなげる。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a159.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～新たな世代のア
スリートを創るスケート
ボードパーク整備計画～

茨城県猿島郡境町の全域

境町文化村を本町のスポーツ分野の拠点として確立するべく、新たに
整備されたテニスコートや宿泊施設、クラブハウスの隣地に、世界的
大会を招致可能な基準を満たす規模のスケートボード施設を整備す
る。本町及び周辺自治体における競技者が高水準の施設で各々の競技
レベルの向上にチャレンジできる環境を整備することで、交流人口の
拡大に寄与するとともに、スケートボードをする新たな世代の競技者
を対象として移住定住者の確保にもつなげる。

地方創生拠点整備交付金
第55回（１）

R2.3.30
-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5501nintei
/plan/a160.pdf

R7.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～子育て世帯を呼
び込む・囲い込むまちづく
り推進事業～

茨城県猿島郡境町の全域

東京圏近接という地の利を生かすべく、圏央道を活用した公共交通網
の充実を図ることで、東京圏等から移住を希望する子育て世帯の抱え
る不安を解消する。また、現在推進している子育て支援施策のほか、
健康支援策をパッケージで実施・提供する。更に、町の基幹産業であ
る農業がより稼げる業種として定着するよう人材育成の環境を整備
し、経営の基盤を強固なものとする。これらの施策により子育て世帯
が本町に移住・定住する点での不安を解消することで、当該世帯の移
住者を獲得し、地域の活力を維持していく。

地方創生推進タイプ
第55回（１）

R2.3.30
R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0310.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい創生推進プ
ロジェクト

茨城県猿島郡境町の全域

本町は江戸時代には商業都市「河岸のまちさかい」として繁栄を極め
たが、平成６年に27,619人であった人口は令和２年１月１日現在
24,123人に減少し、各種施策の展開で社会人口は増加に転じているも
のの自然減により総人口はいまだ減少傾向にあり、依然としてそれに
伴う多くの課題を抱えている。それらの課題に対応するため、豊かな
自然と奥行きのある歴史と文化といった特性を活かし、新しい時代の
流れをくみながらまちづくりを進めることで、自然人口・社会人口の
増加を図り、活力あふれる「河岸の街さかい」創生につなげる。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第55回（２）
R2.3.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai5502nintei
/plan/b134.pdf

R7.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）Ｓ-Lab 
2nd整備計画～

茨城県猿島郡境町の全域

町遊休地を活用し、農畜産物等を加工調理することで新たな特産品を
生み出すためのブース、それらを冷凍・冷蔵保存し集荷・梱包・発送
するブース等を整備する。施設にはエアシャワー等も充実させること
で、食品加工における衛生管理を徹底させる。これにより、意欲のあ
る小規模・零細企業が業容拡大にチャレンジできる基盤を整備し、地
域経済の底上げにつながる。また、行政自らが保有する遊休地を積極
的に活用しこうした好循環を生み出すことで、市街地の有用な都市ス
トックの活用にもつながる。

地方創生拠点整備交付金
第59回
R3.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/a146.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～オリンピックレ
ガシーを活用した地域活性
化拠点施設整備計画～

茨城県猿島郡境町の全域

「境町文化村」周辺を、2020東京オリンピックのレガシーを活用した
スポーツを中心とした魅力的なまちづくりの拠点等として位置づける
ため、サーフィンの屋内施設を整備する。本施設については、プール
内に波を人工的に発生させる施設を有しており、サーフィン初心者か
らオリンピック選手などのプロサーファーが練習可能で、親子で楽し
めるシュノーケリング等にも活用可能な施設である。サーフィンの技
量を問わず幅広い世代が利用可能な本施設の整備を行うことにより、
交流人口の拡大、移住者の確保等による地域活性化につなげていく。

地方創生拠点整備交付金
第59回
R3.3.30

R3.8.20

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai61nintei/p
lan/z023.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県猿島郡境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～境町のブランド
を守り育てる拠点施設整備
事業～

茨城県猿島郡境町の全域

町が誇る農畜産品、特にブランド畜産品を飲食するとともにそうした
物産及び入手できる施設を整備する。３密を避けるための十分な換気
施設、仕切りを設けた客席の配置、非対面での料理提供（レーン方
式）を備えた飲食ブース、新しい生活様式により高まっている「内食
需要」をとらえた農畜産品の加工販売ブース等を整備し、民間事業者
に運営を委託する。本施設の開業により、ウィズコロナ・アフターコ
ロナ期においても農畜産業者の経営を安定が図られることによる地域
経済の活性化、交流人口及び関係人口の拡大を目指す。

地方創生拠点整備交付金
第59回
R3.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai59nintei/p
lan/a148.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～自動運転バスを
活用したサステナブルなま
ちづくり計画～

茨城県猿島郡境町の全域

自動運転バスを本町の大部分に広がる交通空白地域の解消のため、本
町中心部と郊外を結ぶ路線を整備すること、また、沿線の商業施設と
連携し、生活必需品の配送等を行う取り組みを実証することにより、
「すべての住民が生活の足に困らない町」を実現する。また、自動運
転バスを単に公共交通の課題を解決するだけのツールとすることにと
どまらず、「自動運転バスの運行」そのものを本町の重要なインフラ
として活用する施策を展開することで、観光産業及び付随する産業を
育成していく。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0309.pdf

R8.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～(仮称)境町新ブ
ランド研究開発施設整備事
業～

茨城県境町の全域

かんしょの保管、加工品の研究開発及び生産等を一気通貫に行う専用
施設を整備する。かんしょの高付加価値化に向け、干し芋だけでない
新たな商品の開発研究が通年で進むとともに、課題となっていた残渣
の更なる活用も進むことで、かんしょを余すことなく活用することが
可能となり、農業において安定的に稼げる特産物を確立することが可
能となる。これにより、本町のみならずかんしょ生産地域が抱えるか
んしょの残渣の活用という課題を解決するモデルを構築することで、
SDGｓ未来都市に認定されている本町の役割を果たすことにもつなが
る。

地方創生拠点整備交付金
第63回
R4.3.25

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/a024.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）「境町
ファクロジ」整備事業～

茨城県境町の全域

地元特産品等を集荷管理、配送する機能、製品の組み立てなどの軽作
業を行える機能を兼ねそろえた施設を整備するとともに、農畜産業に
おける配送等の負担を軽減するため、定常運行している自動運転バス
への貨客混載を実施するための整備を行う。これにより、本町の主要
産業である農畜産業の振興やベンチャー等将来的に有望な企業の誘致
が図られることで、先述の目標が果たされるとともに、農業、商工
業、企業誘致、それを支える物流を一体とした本町における経済好循
環を維持していくことが可能となる。

地方創生拠点整備交付金
第63回
R4.3.25

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai63nintei/p
lan/a025.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～オリンピックレ
ガシーを遺し活用する拠点
整備計画～

茨城県境町の全域

境町アーバンスポーツパークの隣に、全天候型のBMXの専用施設を整備
することで、パーク全体を天候に左右されず競技別、レベル別での効
率的かつ安全に運営することが可能となる。また、当該施設は全日本
大会やアーバンスポーツの総合国際大会等も招致可能な基準であり、
2024年パリオリンピックに向けナショナルトレーニングセンターとし
ても活用可能な施設である。オリンピックレガシーを最大限活用する
ことで、新たな競技者の確保につながるほか、施設を見学したい人な
ど、様々な交流人口が本町を継続的に訪れることが期待される。

地方創生拠点整備交付金
第63回
R4.3.25

R4.8.31

市場ニーズに対
応した戦略的海

外事業
R9.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）境町ア
グリビジネスラボ整備事業
～

茨城県猿島郡境町の全域

本施設は、現状廃棄や大幅な売価減を余儀なくされるコメや野菜など
の農産物の付加価値を高め、農業事業者の所得向上を図るため、農産
物等を幅広く商品として開発する施設及び陸上養殖の施設を整備する
ものである。これにより、これまで廃棄されてきた農産物を稼げる特
産物として高付加価値化することで、農業事業者の収入が安定化、さ
らには増加させることが可能となる。また、コロナ禍で未だ回復途上
にある地域経済を再度活性化することが可能となるなど、地域経済全
体の好循環を形成することにつながる。

地方創生拠点整備タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0111.pdf

【軽微変更】
R5.10.12

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi04/p
lan/k06.pdf

R10.3.31

茨城県 茨城県境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）境町ア
グリロジベース整備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本事業は、現状市場価格に大きく左右され不安定な経営状態にある農
業事業者の経営安定を実現し、所得向上および雇用の安定を図るた
め、契約栽培により生産された農作物を集荷、適切な環境での保管、
配送を一気通貫で行う専用施設を整備するものである。本件施設の整
備により、時々の相場に左右されず定額・定量で農作物を出荷するこ
とが可能となり、本町の農業事業者の所得安定につながるとともに、
コロナ禍で未だ回復途上にある地域経済を再度活性化することが可能
となるなど、地域経済全体の好循環を形成することにつながる。

地方創生拠点整備タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0112.pdf

【軽微変更】
R5.10.12

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi04/p
lan/k07.pdf

R10.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）さかい
河岸川魚グルメ発信拠点施
設整備事業～

茨城県猿島郡境町の全域

本件事業は、本町の観光資源として情報発信力があり、交流人口の拡
大や地域活性化につながる「利根川・さかい河岸」の食文化、特にウ
ナギを活用した川魚グルメを飲食することのできるブース、施設入口
付近に河岸の食文化を広めるブースを有する拠点施設を整備する。本
件事業により、施設で新たに雇用される人々に加え、川魚とともに提
供される米や野菜などの生産者の所得向上につながるなど、地域経済
の活性化につながるとともに、ＤＭＯ候補法人である本町まちづくり
企業を中心とする観光産業の振興も期待できる。

地方創生拠点整備タイプ
第67回
R5.3.30

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/a0113.pdf

【軽微変更】
R5.10.12

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi04/p
lan/k08.pdf

R10.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～交流人口・関係
人口創出拠点施設整備事業
～

茨城県境町の全域

本事業は、新たな生活様式であるテレワークやワーケーションなどの
全国的な動きを踏まえ、家族連れでも余暇を楽しみ仕事を行うことが
できる「ワーケーション」の拠点として、無線ＬＡＮ等が整ったグラ
ンピング施設を４棟、新型コロナウイルス等の感染症対策が十分にと
れる間隔でテントが張れる４つのサイトを整備し、今ある地域資源と
融合させた魅力的な過ごし方である「（仮称）境町ワーケーション
パッケージ」を構築することで本町への交流人口を持続的に確保し、
地域の活力を維持することを目指す。

地方創生拠点整備交付金
第65回
R4.8.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai65nintei/p
lan/a014.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～「境町文化村」
機能向上施設整備事業～

茨城県境町の全域

本事業では、境町アーバンスポーツパーク等に近接の町遊休地に、ト
イレや受付、ラウンジなどの休憩施設、競技に必要な物品の購入や道
具の修繕、パーソナルトレーニングルーム、更には東京オリンピック
のレガシーを体感できるブースを備えた施設、駐車場等を整備する。
これにより、スポーツ施設の利便性が向上することで利用者の更なる
増加につながるとともに、周辺商業施設の利用などの経済効果や、本
町の施策も踏まえ施設を継続的に利用したいと考える移住検討者の増
加など、本町全体の活性化につながることが期待できる。

地方創生拠点整備交付金
第65回
R4.8.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai65nintei/p
lan/a015.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）境町ド
ローンラボ・ドローン
フィールド整備事業～

茨城県境町の全域

本事業は、国産ドローンを活用することで、人口減少や買い物弱者支
援、更には担い手不足により維持困難が想定される地域物流などの課
題を解決していくため、国産ドローンを活用できるデジタル人材の育
成や国産ドローンを研究開発、更には本町の特性に合ったものに
チューニングできる拠点施設を整備するものである。これにより、安
心安全な国産ドローンが本町内に普及することで地域物流の促進や地
場産業の活性化、あるいはこれまで行動が制約されていた人々の経済
活動が活発化することにより、地域経済全体の活性化につながる。

地方創生拠点整備交付金
第65回
R4.8.31

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai65nintei/p
lan/a016.pdf

R9.3.31

茨城県 茨城県境町
河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～境町ブランド
アップ推進事業～

茨城県境町の全域

本町は、観光など地域活性化の取り組みを積極的に進めており、道の
駅の売り上げ増など一定の効果を生んでいる。今後も地域の活力を維
持していくには、インバウンド等の更なる交流人口を確保するため、
本町全体の「境町ブランド」の確立や関連施策を推進するためのの諸
施策を実施する。これにより、インバウンドなどの新たな交流人口に
選ばれるまちづくりを推進することにより、地域の活力を維持してい
く。

地方創生推進タイプ
第68回
R5.8.17

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/a018.pdf

R8.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）「境の
魅力ある食」開発拠点施設
整備事業～

茨城県境町の全域

本町では、主要産業である農業事業者における所得向上、就業者の確
保を進めるための諸政策を進め、一定の効果を上げてきた。今後、本
町の農業事業者の所得をさらに向上させていくため、本町産のコメや
野菜等を活用し、国内需要、特に中食の需要やゆくゆくは輸出に特化
した新たな「境町の魅力ある食」の研究開発、生産、配送を行う専用
施設を整備する。本件施設の整備により、農業事業者の所得の更なる
向上や地域経済全体の好循環を形成することにつながる。

地方創生拠点整備タイプ
第68回
R5.8.17

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/a019.pdf

【軽微変更】
R5.10.12

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi04/p
lan/k09.pdf

R10.3.31

茨城県 茨城県境町

河岸の街さかい復興プロ
ジェクト～（仮称）食文化
を活用したインバウンド等
との交流拠点施設整備事業
～

茨城県境町の全域

本町では、DMO候補法人である本町まちづくり企業を中心に、「境町の
魅力ある食」を活用した取り組みを積極的に進めており、一定の効果
を挙げることができた。今後この流れを継続していくためには、イン
バウンドへの対応を行う必要があり、そのため、「境町の魅力ある
食」を活用した施設を整備する。本件施設の整備により、生産者等の
所得向上につながるとともに、観光産業全般が振興されるなど経済波
及効果も期待できる。

地方創生拠点整備タイプ
第68回
R5.8.17

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai68nintei/p
lan/a020.pdf

【軽微変更】
R5.10.12

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/2023keibi04/p
lan/k10.pdf

R10.3.31



※軽微変更については、平成30年４月１日以降に内閣府に報告があったものについて掲載しています。

認定された地域再生計画（第69回認定（令和５年11月）反映分）

都道府県
作成主体名

（地方公共団体名）
地域再生計画の名称 地域再生計画の区域の範囲 地域再生計画の概要 支援措置の名称

当初認定回及び認
定日

直近の変更認定
日

当初認定計画ま
たは直近の変更
認定計画のURL

軽微な変更の適用日
（軽微な変更の適用
日以降、変更認定を

行ったものを除
く。）

軽微な変更報告
後のURL

計画の
終了年月日
（和暦）

※当初認定計画又は直近の変更認定計画のみを掲載しています。

茨城県 茨城県利根町 利根町welcomeプロジェクト 茨城県利根町の全域

利根町は，少子高齢化が急速に進み，人口減少が深刻な問題となって
いる。また，新型コロナウイルスの影響により，地方移住への関心が
高まっている中，テレワークを利用した新しい働き方が注目されてい
る。そこで，町内にテレワークによる労働環境を創出することで，東
京圏からのテレワーカーの移住促進を図る。具体的には，コワーキン
グスペースを整備し，東京圏のテレワーカーを対象とした移住PR動画
や移住体験等により，新たな移住者獲得につなげる。また，テレワー
クセミナーを実施することで，新しい働き方による雇用創出を図る。

地方創生推進タイプ
第59回
R3.3.30

R5.3.30

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai67nintei/p
lan/y0311.pdf

R6.3.31

茨城県 茨城県北相馬郡利根町
利根町まち・ひと・しごと
創生推進計画

茨城県北相馬郡利根町の全域

本町の総人口は，平成２年をピークに減少し，令和２年時点で15,340
人となっており，令和42年には総人口が4,857人となる見込みである。
人口減少や少子高齢化が進行することにより，地域コミュニティの衰
退やそれに伴う地域の活力低下，さらには社会保障費の増大など，住
民生活への様々な影響が懸念される。これらの課題に対応するため，
保護者が子育てをしやすいと実感できるような環境整備を図り，ま
た，本町の魅力を発信するとともに，UIJターン者に対する支援策の充
実を図ることで，人口減少に歯止めをかける。

まち・ひと・しごと創生寄附活用事
業に関連する寄附を行った法人に対
する特例

第64回
R4.7.8

-

https://www.ch
isou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei
/dai64nintei/p
lan/a027.pdf

R7.3.31


	★全計画（現行・終了・取消）

